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はじめに 

 

 本書は、東京大学社会科学研究所が 2011 年 7 月から 11 月にかけて実施した「労働審判

制度についての意識調査」の調査の概要および基本集計結果をまとめたものである。 

 

 「労働審判制度についての意識調査」は、2006 年 4 月に開始した労働審判制度について、

この制度を実際に利用した当事者の評価の現状および構造を、質問紙調査の方法で多面的

に解明することを目的として行われた。本調査は、労働審判制度の利用者に対する大規模

な社会調査としては初めてのものである。 

 

本調査が可能となったのは多くの方々の理解と協力のおかげである。 

まず、大変ご多忙な中で、本調査の趣旨を理解し、貴重な回答を寄せていただいた労働

審判制度の利用者の皆さまに心から感謝を申し上げたい。 

最高裁判所事務総局行政局および全国の裁判所には、調査の準備の過程で多くの有益な

情報と助言をいただくとともに、調査の実施に際しては、労働審判手続期日において当事

者の一人ひとりに調査説明書類を交付するという大変手間のかかる作業をお引受けいただ

いた。関係各位のご尽力に心から感謝を申し上げたい。 

日本弁護士連合会、経営法曹会議、日本労働弁護団、日本経団連、日本商工会議所、日

本労働組合総連合会（連合）、全国労働組合総連合（全労連）の関係者にも、調査の趣旨を

理解し、関係者への周知と協力依頼等の便宜を図っていただいた。 

さらに、本書の説明で述べるように本調査の方法は複雑であり、半年以上の長期にわた

り継続的に調査票の発送や再依頼、不測の事態への対応等が必要であった。本調査が滞り

なく完了したとことについて、本調査の業務を委託した社団法人中央調査社の周到な実査

管理にも負うところが大きい。 

これらの関係者にも深く感謝を申し上げる。 

 

多くの方々の理解と協力の結果得られた本調査の知見が、今後の労働審判制度のあり方

を考える際の基礎資料として各方面で活用されることを期待したい。 

  

 2011 年 10 月    

 

    東京大学社会科学研究所 

    「労働審判制度についての意識調査」企画実施委員会 

    仁田道夫（代表）・佐藤岩夫・水町勇一郎 
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付記 本調査のデータは、2012 年度中を目処に、東京大学社会科学研究所附属社会調

査・データアーカイブ研究センター「SSJ データアーカイブ」に寄託し、学術目的の

利用に供する予定である。 
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Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 

 

 『労働審判制度についての意識調査』（以下、「本調査」という）は、2006 年 4 月に開始

した労働審判制度について、この制度を実際に利用した当事者の評価の現状および構造を、

質問紙調査の方法で多面的に解明することを目的とする。 

労働審判制度は、産業構造の変化にともなう企業の人事労務管理の多様化･個別化、就業

形態や就業意識の多様化による個別労働紛争の増加等を背景に、雇用労使関係に関する専

門的知識を有する者が参加する裁判所における簡易迅速な個別労働紛争解決制度の創設を

提案した司法制度改革審議会の報告（2001 年 6 月）、および、これを受けた司法制度改革推

進本部労働検討会での議論等を経て、2004 年 4 月に成立した労働審判法に基づき、2006 年

4 月に導入されたものである。そしてこのねらいを実現するため、手続上、①原則として 3

回以内の期日での審理の終結、②労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員

の関与、③審判機能と調停機能の結合、④訴訟手続との円滑な連携など、随所に新しい試

みが取り入れられている。 

 労働審判制度の利用件数（新受件数）は、制度が開始した 2006 年（4 月～12 月）の 877

件から、2007 年（１月～12 月。以下同じ）には 1,494 件、2008 年には 2,052 件、2009 年

には 3,468 件と急速に増加した。2010 年はわずかに減少して 3,375 件であったが、依然と

して高い水準である（最高裁判所事務総局行政局「平成 22 年度労働関係民事・行政事件の

概況」法曹時報 63 巻 8 号〔2011 年〕65 頁、72 頁第 4図参照）。法律専門家および関係する

労使の団体などからも、この制度の機能を積極的に評価する意見が多く聞かれ、労働審判

制度は、導入後短期間のうちに個別労働紛争解決システムの重要な制度として定着し、今

後ますます大きな役割をはたすことが期待されている状況にある。 

 このような労働審判制度について実際の利用者を対象とする調査を行うことは、次の 3

点で大きな意義があると考えられる。 

 第１に、労働審判制度に対する法律専門家や関係団体の評価は概ね好意的であるようで

あるが、実際の利用者の評価がどうなっているかを学術的な立場から体系的・系統的に明

らかにする調査はまだ行われていない。労働審判制度の利用者の評価の現状およびその構

造を体系的・系統的に明らかにすることは、労働審判制度の実情およびそれがはたしてい

る機能を正確に把握することに役立つとともに、今後の実務の改善や審判員研修の充実に

向けた手がかりを与えるものと期待される。 

 第 2 に、今次の司法制度改革に関連し、司法制度改革審議会が 2000 年に民事訴訟制度の

利用者を対象とする大規模な調査を実施し（司法制度改革審議会『「民事訴訟利用者調査」

報告書』〔司法制度改革審議会、2000 年〕参照）、2006 年にはその継続調査も行われている

（民事訴訟制度研究会編『2006 年民事訴訟利用者調査（JLF 叢書 Vol.13）』〔商事法務、2007

年〕参照）。2011 年には 3回目の調査も予定されていると聞く。労働審判制度は、従来の民

事訴訟制度とは異なる特徴を持つ新たな紛争解決手続であるが、その利用者の評価の現状
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および構造を適宜民事訴訟利用者調査の結果と比較･対照することを通じて、労働審判制度

および民事訴訟制度の双方の制度および実務の改善にとって有益な情報が得られるものと

期待される。 

 第 3 に、審理の迅速な終結、当該紛争領域について専門的な知識経験を有する者の関与、

審判機能と調停機能の結合といった特徴を持つ新しいタイプの紛争解決手続は、今後、個

別労働紛争以外の領域にも拡張される可能性がある。それらの新しい手続の細部の制度設

計は各紛争領域の特性に配慮したものとなるにしても、労働審判制度の先行的な経験が今

後の検討に重要な手がかりを与えることは間違いない。労働審判制度の利用者を対象とす

る調査の知見は、関連制度の制度設計のためにも、重要な参考情報を提供するものと期待

される。 

 

２ 調査の実施主体および費用 

 

（１）調査実施主体 

本調査の実施主体は、東京大学社会科学研究所（以下、「本研究所」という）「労働審判

制度についての意識調査」企画実施委員会（代表：仁田道夫・国士舘大学経営学部教授〔2011

年 3 月まで東京大学社会科学研究所教授〕）である。 

調査の方法、調査票の構成・内容等の基本的な検討作業は、本研究所の生涯成長型雇用

システム構築プロジェクト「法・制度」班研究会において行なわれた。 

このほか、本調査に関連して、労働問題、労働審判手続、社会調査等に精通した専門家

の助言を得るために、本研究所に「労働審判制度研究会」を設置し、調査票の内容の最終

的な確定および本報告書の取りまとめについて、専門的立場から貴重な助言を得ることが

できた。 

本調査の準備および実施に参加したメンバーの一覧を本書「Ⅵ」に掲げた。 

 

（２）業務委託 

本調査の実査にかかわる業務は、社団法人中央調査社に委託した（以下において、調査

会社とは同社を指す）。 

 

（３）調査費用 

本調査の実施に当たっては、文部科学省「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学

研究推進事業」の委託を受けた本研究所「生涯成長型雇用システム構築プロジェクト」（研

究期間：2008 年度～2013 年度、研究代表者：玄田有史・東京大学社会科学研究所教授）の

費用を使用した。 

-2-



３ 調査の内容・方法 

 

３-１ 調査の概要 

 

表１ 調査の概要 

 

調査実施時期 2010 年 7 月 12 日～同 11 月 11 日 

調査対象者（注 1） 上記の調査実施時期に、全国の裁判所の労働審判手続

で調停が成立しまたは労働審判の口頭告知が行われ

る期日において、当該期日に出頭した当事者（申立

人・相手方双方）、1,782 人。 

調査方法 上記の調査対象者に対して裁判所より調査の説明書

および調査協力意思確認用のハガキを交付し、同ハガ

キにより調査への協力意思を示すとともに調査票送

付先住所を開示した当事者に対して調査票を郵送す

る方法による。調査票の返送も郵送。 

調査票の回収数 504 票 

有効調査票数（注 2） 494 票 

回収率（注 3） 27.7％ 

（注 1）調査対象者数（1,782 人）は調査説明書類交付用大封筒の使用数に基づく（後述５-１

（１）参照）。 

（注 2）回収された調査票 504 票のうち無効票とされたものが 10 票あった（後述５-１（３）

および「Ⅳ エディティング・コーディングガイド」１・２を参照）。 

（注 3）調査対象者数（1,782 人）に対する回収された有効調査票数（494 票）の比率である（後

述５-２参照）。 

 

３-２ 調査対象者 

 

 本調査の対象者は、調査実施時期（2010 年 7 月 12 日～同 11 月 11 日）に「全国の裁判所

の労働審判手続で調停が成立しまたは労働審判の口頭告知が行われる期日において、当該

期日に出頭した当事者（申立人・相手方双方）」である。調査対象者の範囲をこのように決

定したのは次の理由による。 

本調査の目的は、労働審判制度を実際に利用した当事者に対して質問紙調査を行なうこ

とによって、当事者の制度に対する評価の現状および構造を精確に解明することである。

このことから、調査実施期間中に労働審判制度を利用した当事者を可能な限り網羅的に調

査対象とすることが望ましい。 

 他方、労働審判手続は非公開の非訟事件手続であり、裁判所に対して、当事者に関する

氏名・住所等の情報の開示を依頼することは難しい。このため、本調査では、労働審判手

続期日に出頭した当事者に対して、裁判所より調査の説明書および調査協力意思確認用の

ハガキを交付し、同ハガキにより調査への協力意思を示すとともに調査票送付先住所を開

示した当事者に対して後日調査票を送付するという方法を取ることにした。 
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 この方法による場合、当事者（少なくとも代理人）が期日に出頭することが調査実施の

前提となる。この点で、労働審判手続が労働審判または調停成立によって終了する場合に

は、通常、審判告知の期日または調停成立の期日に当事者（または代理人）の出頭を期待

することができる。これに対して、労働審判または調停成立以外の事由により労働審判手

続が終了する場合、具体的には、労働審判法 24 条所定の事由に基づく終了、取下げ、却下・

移送等によって終了する場合には、当事者が期日に出頭する可能性は必ずしも高くはない

といわれる。そこで本調査では、調査説明書類交付の事実上の可能性および調査対象者の

範囲の明確化の 2 つの理由から、調査対象者を、調査実施時期に「全国の裁判所の労働審

判手続で調停が成立しまたは労働審判の口頭告知が行われる期日において、当該期日に出

頭した当事者（申立人・相手方双方）」とし、対象者に調査説明書類等を交付することを裁

判所に依頼した。 

 調査対象者を以上のように決定した結果、本調査では、労働審判法 24 条所定の事由に基

づく終了、取下げ、却下・移送等によって手続が終了した当事者の評価は系統的に欠落し

ている。しかし、最高裁判所が公表する統計によれば、2010 年の労働審判手続既済事件全

体のうち、労働審判法 24 条所定の事由に基づく終了、取下げ、却下・移送等によって手続

が終了する事件は合計 11.3％（24 条終了が 3.5％、取下げが 7.0％、却下・移送等が 0.8％）

であるのに対して、労働審判または調停成立によって終了する事件は 88.7％（労働審判が

17.9％、調停成立が 70.8％）と、労働審判または調停成立により終了するケースが圧倒的

に多い状況である（前掲、最高裁判所事務総局行政局「平成 22 年度労働関係民事・行政事

件の概況」67 頁、82 頁第 11 表参照）。このことから、本調査の対象者が労働審判手続で調

停が成立しまたは労働審判の口頭告知が行われる期日に出頭した当事者に限定されている

としても、労働審判制度の利用者の評価の現状および構造を明らかにするという本調査の

目的を大きく歪めることにならないと考えられる。 

 なお、調停が成立しまたは労働審判の口頭告知が行われる期日に当事者が出頭せず代理

人のみが出頭する可能性が予想されたため、その場合には、調査説明書類を代理人に交付

し、当事者への伝達を依頼することとした。 
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３-３ 調査方法 

 

 一般に社会調査では、当事者の意思（調査協力の任意性）および回答の匿名性を尊重す

ることが要請されるが、非公開の裁判所手続である労働審判手続の場合には、この要請が

とくに強く働く。このため、本調査では、以下に述べる方法により、慎重に調査を実施し

た。 

 

○ 調査の基本的な流れ ○ 

 

当事者への

調査説明書

類の交付 

（裁判所→

当事者） 

 

３-３-１ 

⇒ 

調査協力意

思確認用ハ

ガキの返送 

（当事者→

本研究所→

調査会社） 

３-３-２ 

⇒

調査票の 

送付 

（調査会社

→当事者）

 

 

３-３-３ 

⇒

調査票の 

回収 

（当事者→

本研究所）

 

 

３-３-４ 

⇒

調査速報の

送付 

（調査会社

→当事者） 

 

 

３-３-５ 

 

 

３-３-１ 調査説明書類の交付 

 

（１）裁判所による調査説明書類の交付 

本調査では、調査実施時期（2010 年 7 月 12 日～同 11 月 11 日）に、全国の裁判所の労働

審判手続で調停が成立しまたは労働審判の口頭告知が行われる期日において、裁判所から

当事者（申立人・相手方双方）に対して調査説明書類を交付することを依頼した。 

調査説明書類交付のために用意したのは次の書類である。 

 

１）１事件ごとに調査説明書類を封入した大封筒（「Ⅴ 資料」2参照）、1封。 

２）１）の大封筒の中に、申立人・相手方にそれぞれ交付する小封筒（「Ⅴ 資料」3参照）、

各 1封（計 2封）。申立人・相手方に交付する小封筒の内容は同じものである。 

３）２）の小封筒の中に以下の書類等を封入。 

① 本調査の趣旨・内容・方法を説明し、調査への協力を依頼する「調査協力依頼状」

および別紙説明書（「Ⅴ 資料」4参照）、１部。 

② 当事者が調査に協力する意向を持つ場合にその旨を返信する「協力意思確認用ハ

ガキ」（「Ⅴ 資料」5参照）、１通。 

③ 「協力意思確認用ハガキ」の住所・氏名欄に貼付する個人情報保護シール、１枚。 

④ ボールペン（封筒がかさばらないように薄型のものを用意）、1本。 

 

調査協力依頼状および別紙説明書により当事者に対して調査の趣旨・内容・方法を丁寧

に説明することを試み、その上で協力意思確認用ハガキにより調査への協力意思を示すと

ともに調査票送付先住所を開示した当事者に対してのみ後日あらためて調査票を送付する
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というのが、本調査のとった方法である。裁判所で直ちに調査票を交付する方法をとらな

かったのは、ⅰ）労働審判手続が非公開の手続であることから当事者の意思の確認は慎重

な手順で行なう必要があること、ⅱ）調査関係書類の交付に伴う裁判所の負担をできるだ

け小さなものとする必要があること、ⅲ）調査主体はあくまで本研究所であることを明確

にするためには、後日あらためて本研究所名で調査票を送付するのが適切であること等の

理由に基づく。 

以上の配慮に基づく調査方法が当事者の理解を得られたためと思われるが、本調査の実

施期間を通じて、本研究所の問い合わせ窓口には、当事者またはその関係者からの苦情・

抗議などは皆無であった。 

 

（２）調査説明書類交付の実施要領 

 裁判所における調査説明書類の交付は、以下の要領に従い行なうことを依頼した。 

 

１）当事者が受領拒否の意思を表明した場合は、交付しない。 

２）両当事者のうち一方のみが受領拒否の意思を表明し、他方は受領拒否の意思を表明

していない場合、受領拒否の意思を表明していない当事者に対しては交付を試みる。 

３）期日に代理人のみが出頭の場合は、代理人に交付し、当事者への伝達を依頼する。 

４）当事者が興奮状態にある、あるいは、当事者が日本語を解しないなどの理由で交付

が難しいと判断される場合は、交付を試みるには及ばない。 

５）申立人または相手方が複数いる事件では、それぞれ事件記録表紙（申立書当事者欄）

の先頭に記載されている当事者に対してのみ交付する。 

①当事者が複数で、事件記録表紙（申立書当事者欄）の記載の冒頭の当事者および代

理人が欠席の場合は、事件記録表紙（申立書当事者欄）の次に記載されている者に

交付する。 

②当事者が複数で、事件記録表紙（申立書当事者欄）の記載の冒頭の当事者または代

理人が出席していたが、交付が不調に終わった場合は、事件記録表紙（申立書当事

者欄）の次に記載されている者に交付を試みるには及ばない。 

 

（３）調査説明書類交付用大封筒への記録 

 調査説明書類を封入した大封筒の表紙にはあらかじめ下記の事項を印刷しておき、裁判

所には、調査説明書類（小封筒）の交付と同時に、交付状況および事件種別の記録を依頼

した（該当部分に○印を付する方法による）。後述する通り、この大封筒の使用数が、本調

査の対象者数および回収率を計算するための基礎資料となる（後述５-１（１）、５-２参照）。 
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【大封筒表紙の印刷事項】 

 

１ 交付状況（※1、2、3） 

申立人：受領 不受領 その他 

相手方：受領 不受領 その他 

２ 事件種別（※1、4） 

非金銭：地位確認（解雇等） それ以外 

金 銭：賃金手当等（解雇予告手当を含む） 退職金 それ以外 

 

※1 該当部分に○印を付する。 

※2 「不受領」とは、交付を試みるも当事者が受領を拒んだ場合である。 

※3 「その他」とは、当事者が興奮状態にあるなどして交付を試みることができな

かった場合、交付することを失念した場合等、受領拒否以外の理由で書類を交付で

きなかった場合である。 

※4 事件種別は、事件票の例による。 

 

（４）労働審判手続事件の取扱い件数による裁判所の分類 

裁判所を下記の通り 4 つのグループに区分し、協力意思確認用ハガキにこの区分に対応

した標識を付した。調査票も同じ 4 種の標識を付したものを用意し、後日当事者に調査票

を送付する際には、協力意思確認用ハガキの標識に対応した調査票を送付することにより、

裁判所のタイプによる集計・分析を可能にした。 

裁判所の区分の具体的方法は、調査の前年である 2009 年の各地裁の労働審判手続事件新

受件数を事件数の多い順に並べ、①労働事件の専門部が設けられており、労働審判手続事

件の新受件数も多い東京地裁（本庁）および大阪地裁を 1 つのグループとし（専門部設置

庁）、残りの 48 庁を、②大規模庁（2009 年の新受件数が 50 件以上の 11 地裁）、③中規模庁

（20 件以上 50 件未満の 13 地裁）、④小規模庁（20 件未満の 24 地裁）の 3グループに分類

したものである。2010 年 4 月から新たに労働審判手続事件を取り扱うことになった東京地

裁立川支部および福岡地裁小倉支部については、2009 年の資料が存在しないため、便宜④

に含めた。 

 

① 東京地裁（本庁）、大阪地裁 

② 札幌、仙台、前橋、さいたま、千葉、横浜、名古屋、京都、神戸、広島、福岡の各地

裁 

③ 宇都宮、新潟、金沢、岐阜、静岡、津、大津、岡山、松山、熊本、大分、鹿児島、那

覇の各地裁 

④ 旭川、釧路、函館、青森、盛岡、秋田、山形、福島、水戸、富山、福井、甲府、長野、

奈良、和歌山、鳥取、松江、山口、徳島、高松、高知、佐賀、長崎、宮崎の各地裁お

よび東京地裁立川支部、福岡地裁小倉支部 
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３-３-２ 当事者による「協力意思確認用ハガキ」の返送 

 

協力意思確認用ハガキの返送先は、調査会社ではなく、本研究所宛とした。これは大学

の研究機関を宛先とすることで当事者の安心感が増し、より多くの当事者の理解と協力を

得ることができるのではないかと考えたためである。ただし、本研究所に到着したハガキ

は個人情報保護シールが貼付されたままの状態で調査会社に届けることによって、本研究

所が当事者の氏名・住所等の個人情報を保持しないように万全の注意を払った。 

 

３-３-３ 調査会社による調査票の送付 

 

（１）調査票の送付 

 協力意思確認用ハガキの記載に基づき、調査会社から調査票を郵送した。 

調査票は、労働者用に A票、使用者用に B票と 2種類を用意し（後述４（２）参照）、協

力意思確認用ハガキの当事者の立場の記載（労働者・使用者のどちらかに○印）に基づき

該当する調査票を送付した。 

協力意思確認用ハガキに当事者の立場の記載がない場合、住所・氏名から個人と推定さ

れる場合は A票を、会社・団体と推定される場合は B票を送付した。当事者から A票・B票

の差し替えの申し出があった場合は、新しい調査票を送付するとともに、手もとにある調

査票の廃棄を依頼した。 

 調査票の送付作業は、2010 年 7 月の調査開始から、調査票回収の最終締切り期限となっ

た 2011 年 2 月 1 日まで継続された。なお、協力意思確認用ハガキの集約および調査票送付

の作業はそれぞれ 1 週間単位で管理したため、協力意思確認用ハガキが返送されてから調

査票が送付されるまでの期間は、最短 4日から最長 2週間程度の期間を要した。 

調査票に同封したのは、協力依頼状（「Ⅴ資料」6 参照）、返送用封筒、「調査票返送確認

用ハガキ」（「Ⅴ資料」7参照）、謝礼（1,000 円の図書カード）である。 

調査票の返送は無記名とし、また、調査票返送用の封筒の差出人も無記名とすることに

より、その回答が誰のものであるかは確認できないようにした。 

 

（２）同一当事者重複回答への対処 

本調査では、調査実施時期が 4 ヶ月の長期にわたるため、その期間内に同一当事者が複

数の労働審判手続事件に関与し、複数の事件が終結するケースが想定された。その場合本

調査の設計では、同一人物に複数回調査説明書類が交付され、複数回回答の機会が生じる

ことになる。この問題に対処するため、本調査では、調査会社に対して、協力意思確認用

ハガキの記載に基づき調査協力者リストを作成し、同一当事者への調査票送付は１回だけ

になるよう指示した（調査会社からの報告によれば、これに該当する場合が 3ケースあり、

それらのケースについては、調査票は１回だけ送付する措置がとられた）。 

 

（３）代理人誤記入の可能性への対応 

本調査の対象者は労働審判手続を利用した当事者本人であるが、調査の実施過程で、調

査会社より、協力意思確認用ハガキ記載の住所が法律事務所になっているケースが散見さ
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れるとの指摘があり、また、代理人より調査会社に自分が回答してもよいのかの問合わせ

があった旨の連絡もあった。 

このため、9月 2日発送分から、協力意思確認用ハガキ記載の住所が法律事務所になって

いる場合には、念のため、①調査票を封入する封筒の表紙に本調査の対象は当事者本人で

あり、調査票を当事者本人に伝達することを依頼する注意喚起のシールを貼付するととも

に、②封筒にその旨の注意喚起の書類（チラシ）を同封し、さらに、③後日のチェック用

に、調査票の最終ページに調査票の記入者が当事者本人か代理人かを尋ねる質問を追加す

る措置（当該質問を印刷したシールを貼付する形式）をとることとした。これらの対応を

行ったケースが全部で 25 ケースある。 

 

（４）再依頼（督促）および「調査票返送確認用ハガキ」 

 調査票未返送者への再依頼（督促）は 2回まで行った。 

 なお、本調査では、調査票を返送したにもかかわらず再依頼（督促）が届くことを避け

るため、当事者に対して、調査票返送と同時に、その旨を知らせる「調査票返送確認用ハ

ガキ」（「Ⅴ 資料」7）を投函するよう依頼した。これによって、調査票の匿名性を維持し

つつ、調査票返送の有無を確認し、効果的に再依頼（督促）を行なうことが可能となった。

これは 2006 年の民事訴訟利用者調査で採用された方法（前掲、民事訴訟制度研究会編『2006

年民事訴訟利用者調査』13-14 頁参照）を参考にしたものであり、大変効果的であった。 

 なお、調査票返送確認用ハガキには、調査票返送の連絡欄のほか、調査拒否の意思表示

欄、調査結果希望の意思表示欄、デプス・インタヴュー応諾の意思表示欄を設け、それぞ

れ次のように対応した。 

１）調査拒否の意思表示があった場合には、該当者の住所・氏名を調査協力者リストか

ら除外し、以後、再依頼（督促）は行わないようにした。 

２）調査結果希望の意思表示があった当事者には、後日、調査結果の簡単な集計をまと

めた調査速報を送付した（後述３-３-５参照）。 

３）デプス・インタヴュー応諾の意思表示があった当事者の中から、後日、追加のデプ

ス・インタヴュー調査を実施する予定である（後述３-５参照）。 

 

３-３-４ 調査票回収 

 

調査票の回収は、当初 2011 年 1 月 20 日に締め切ることを予定していたが、引き続き調

査票が返送されてくる状況であったため、回収期限を 2月 1日まで延長した。 

 その後、調査会社においてデータを入力・集計する作業を行い、3月上旬に調査データお

よび基本集計表が納品された。 

 

３-３-５ 調査速報の送付・公表 

 

調査票返送確認用ハガキで調査結果希望の意思表示があった当事者には（前述３-３-３

（４）２）参照）、2011 年 4 月から 5月頃にかけて、調査結果の簡単な集計をまとめた調査

速報を送付した（なお、東日本大震災の被災の状況およびその後の郵便事情を考慮し、岩
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手・宮城・福島各県の住所の当事者に対しては、速報発送の時期を少し遅らせる措置を講

じた）。 

調査速報の送付と同時に、調査速報の PDF 版を本研究所の調査ホームページに掲載し、

公表した。 

なお、調査速報は暫定的な集計結果に基づく速報値を掲載したものであるが、その後の

データクリーニング作業（「Ⅳ エディティング・コーディングガイド」参照）の結果、有

効調査票数および集計結果には変更が生じている。以後、本調査の結果に言及する場合に

は、本報告書に依拠するようにお願いする。 

 

３-４ 問い合わせへの対応および個人情報の管理 

  

本調査は、労働審判手続事件の当事者の経験およびそれに基づく各種の評価という大変

微妙な情報を扱う調査であることから、調査の全過程を通じて、当事者および関係者に対

する丁寧な説明と問い合わせへの対応に心がけ、また個人情報の管理を徹底する措置を講

じた。 

 

（１）当事者および関係者・関係団体への説明・協力依頼 

本研究所および調査会社に調査専用のホームページを開設し、本調査の趣旨・内容・方

法等を詳しく説明した。あわせて本研究所のホームページでは、想定される質問に対して Q 

& A 形式での説明も掲載した。 

最高裁判所も、そのホームページに本調査の実施に関する記事を掲載し、そのなかで本

研究所および調査会社の調査専用ホームページを紹介する措置を取った。 

さらに本研究所は、マスメディア、関係団体、広く社会の理解のもとに本調査をスムー

スに進めるため、調査開始前に記者発表を行い、また、日本弁護士連合会、経営法曹会議、

日本労働弁護団、日本経団連、日本商工会議所、日本労働組合総連合会（連合）、全国労働

組合総連合（全労連）に対して、本調査への理解と協力を依頼した。 

 

（２）問い合わせへの対応 

本研究所は、調査期間中、フリーダイヤルの問い合わせ窓口を設置し、担当者が常駐す

る体制を取ることで、調査の全般について、当事者および関係者からの問い合わせに適切・

機敏に対応する体制を整えた。 

また、調査会社も、調査期間中、問合わせ窓口を設置し、調査の方法に関する問い合わ

せに対応した。 

なお、最高裁判所または全国の地方裁判所の窓口に調査に関する問い合わせがあった場

合は、本研究所または調査会社の問合わせ窓口を紹介するよう依頼した。 

 

（３）プライバシーおよび個人情報の保護 

本調査では、以下の方法により、調査協力者のプライバシーおよび個人情報の保護に万

全を期した。 

１）本研究所宛に送付されてくる協力意思確認用ハガキは、個人情報保護シールが貼付
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されたままの状態で調査会社に届けることによって、本研究所のメンバーが当事者の

氏名・住所等の情報を知ることがないようにした。 

２）本研究所は、調査会社との委託契約において、調査会社に厳格な守秘義務を課した。

調査会社は、調査期間中は当事者の氏名・住所等の情報を最大限の注意を払って管理

し、調査終了後はそれらの情報を速やかに廃棄した。 

３）調査票の返送は無記名とし、また、調査票返送用の封筒の差出人も無記名とするこ

とにより、その回答が誰のものであるかは確認できないようにした。 

４）なお、追加のデプス・インタヴュー調査に応諾した場合は、１）の例外として、応

諾者の氏名・住所等の情報が本研究所に提供されるが（後述３-５参照）、この場合で

も、デプス・インタヴュー調査応諾者の情報と調査票の回答とは連結されておらず、

３）でのべた調査票の匿名性は確保されている。 

 

３-５ 追加調査（デプス・インタヴュー調査） 

 

 本調査では、質問紙調査の追加的・補充的調査として、個別ケースについて当事者の考

えをより深く聞くためのインタヴュー調査を予定し、その旨の依頼を調査票に同封した協

力依頼状に記載した。その上で、追加インタヴュー調査に協力できる場合には、調査票返

送確認用ハガキの応諾欄にチェックしてもらうことによって、その意思を確認することと

した（前述３-３-３（４）３）参照）。 

なお、本調査では、調査対象者の氏名・住所等の個人情報は、調査会社のみが管理し、

本研究所には一切提供されないのが原則である。しかし、追加インタヴュー調査について

は、調査会社ではなく、本研究所が実査の管理を行なうため、インタヴュー調査応諾者の

住所・氏名等の情報を本研究所が持つ必要がある。そこで、上記の協力依頼状には、イン

タヴュー調査応諾者の住所・氏名等の情報は、調査会社から本研究所に提供されることに

なることを明記し、そのことを含めてインタヴュー調査への応諾の意思を確認した。 

追加のインタヴュー調査は 2011 年夏以降に実施の予定であり、したがって、本報告書に

はその記録は含まれない。 

 

４ 調査票の構成・内容 

 

（１）調査票の基本的構成 

調査票は「Ⅴ 資料」の１に収録してある。その基本的構成は次の通りである。 

 

Ⅰ 事件の種類、申し立て内容、当事者の立場 

Ⅱ 申し立てまでの経緯 、申し立ての（またはそれに応じた）理由・期待 

Ⅲ 手続過程および手続関与者の評価  

Ⅳ 結果（調停・審判）の内容および評価、制度の評価 

Ⅴ 手続終了後の当事者および職場の変化 

Ⅵ 当事者の属性 

自由記述の感想・コメント 
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具体的な質問項目は、労働審判制度の利用者の評価の現状および構造を明らかにすると

いう本調査の目的、および、非公開の手続であるという労働審判手続の特性に照らして慎

重に検討した。また、先行して行われた民事訴訟利用者調査（前掲、司法制度改革審議会

『「民事訴訟利用者調査」報告書』、民事訴訟制度研究会編『2006 年民事訴訟利用者調査』

参照）との比較も学術的・実務的に重要であるため、同調査との比較可能性にも配慮した。 

 

（２）労働者用の調査票（A票）と使用者用の調査票（B票）の区別 

労働審判手続の利用の実態を見ると、労働者側はほとんどが申立人であり、使用者側は

ほとんどが相手方であることに配慮し、本調査では、労働者用の調査票（A票）と使用者用

の調査票（B票）を別に用意した。調査票の基本的構成は労働者用・使用者用で共通である

が、個別の質問の内容・配列は、労働者側・使用者側の状況の違いに応じて変えた箇所が

ある。 

労働者用の調査票（A票）および使用者用の調査票（B票）で質問の形式・内容が実質的

に意味のある程度に違いがあるのは次の各質問である。 

 

問 2、問 5、問 6、問 7、問 11、問 12、問 32、問 33、問 39、 

フェイスシート項目 

 

 

５ 回収結果と回収率 

 

 ５-１ 調査対象者数の確定および回収結果  

 

（１）調査対象者数の確定 

本調査の対象者は「調査実施時期（2010 年 7 月 12 日～同 11 月 11 日）に全国の裁判所の

労働審判手続で調停が成立しまたは労働審判の口頭告知が行われる期日において、当該期

日に出頭した当事者（申立人・相手方双方）」であり、その具体的な数は調査終了を待って

確定される。その際に、調査対象者の具体的な数を把握するための基礎資料となるのが、

調査説明書類交付用大封筒（以下では適宜「大封筒」と略記する）の使用数である。 

既に述べたように、本調査では、各裁判所において調査説明書類を当事者に交付する際

に、同書類を収めた大封筒の表紙に交付状況および事件種別を記録するよう依頼した（前

述３-３-１（３）参照）。 

各裁判所より本研究所宛に返送された大封筒を整理した結果、使用済みの大封筒（封筒

表紙に何らかの記録がある封筒）の合計は 891 通であった。本調査は、労働審判手続の当

事者双方を対象とするものであるため、大封筒の使用数 891 通を 2 倍した 1,782 人が、本

調査の対象者数であったことになる。 

 

（２）調査説明書類の交付状況  

大封筒に記録されている調査説明書類の交付状況は次頁の表 2の通りである。 
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大封筒の使用数が 891 であるのに対して、交付状況の記録（表 2）の合計欄の数字が申立

人・相手方とも 890 であるのは、交付状況の記録がなかった封筒（事件種別は記録されて

いた）が 1通あったことによる。 

交付状況に関する表 2 から確認される重要な点は、当事者の多くが調査説明書類を受領

していることである（受領率は申立人側が 93.0％、相手側が 90.7％）。当事者が調査説明

書類を受領するかどうかは、本調査の成否を決める重要なポイントの一つであったが、大

封筒表紙の記録からは受領率が高かったことが確認される。 

 

表 2 調査説明書類の交付状況（調査説明書類交付用大封筒の記録） 

 

申立人 相手方 

受領 不受領 その他 合計 受領 不受領 その他 合計 

828 6 56 890 807 15 68 890 

（93.0） （0.7） （6.3） （100.0） （90.7） （1.7） （7.6） （100.0）

 （注）下段の（）内は％で、申立人・相手方それぞれの「合計」に対する比率。 

 

（３）協力意思確認用ハガキおよび調査票の回収状況 

調査説明書類に同封した協力意思確認用ハガキで調査への協力意思を示し、調査票送付

先住所を開示した当事者に対して、調査票を送付した。 

調査票の最終的な回収期限である 2011 年 2 月 1 日までに、全部で 504 票の調査票が回収

された。これについて、調査終了後にチェック作業を行なった結果、9票が労働者用の調査

票（A票）と使用者用の調査票（B票）の取り違いの疑いで、また、別の 1票が代理人誤記

入の疑いで、それぞれ無効票とされた（詳しくは「Ⅳエディティング・コーディングガイ

ド」1および 2を参照）。その結果、最終的な有効調査票数は 494 票となった。 

2011 年 2 月 1 日時点での協力意思確認用ハガキの返送数、調査票の送付数、調査票の回

収数、有効調査票数は表 3の通りである。 

 

表 3 調査関係書類の送付・回収状況（2011 年 2 月 1日現在）  

 

 
合 計 

内 訳 

労働者側 使用者側 

協力意思確認用ハガキ

の返送数 
573 357 216 

調査票の送付数 569 356 213 

調査票の回収数 504 314 190 

有効調査票数 494 309 185 

 

 なお、表 3 で、協力意思確認用ハガキの返送数と調査票の発送数とが一致しないのは、

①同一当事者から協力意思確認用ハガキが 2通返送されてきたケースがあり、この場合は 1
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回のみ調査票を送付したこと（本調査の設計上そのようなケースがありうること、および、

それへの対処方針について、上述３-３-３（２）参照）、②返送されてきた協力意思確認用

ハガキの中に「参考人として労審に同席」の記載があったケースがあり、この場合は、本

調査の対象者から外れるため調査票を送付しなかったこと（調査会社よりその旨の断りの

手紙を送付した）、③調査票回収の最終締切り日とした 2011 年 2 月 1 日の直前に到着した

ハガキについてはまだ調査票の送付が行われていなかったこと（調査票の送付作業は 1 週

間に 1 度の頻度で行い、2 月 1 日時点での最終の送付作業日は 1 月 25 日）などの事情によ

る。 

 

＜参考＞協力意思確認用ハガキおよび調査票の返送・回収状況 

本調査では、調査実施時期（2010 年 7 月 12 日～同 11 月 11 日）に随時裁判所で調査説明

書類を交付し、それに同封されている協力意思確認用ハガキで調査への協力意思を示した

当事者に対して調査票を送付する方法を取った。したがって、協力意思確認用ハガキの返

送および調査票の回収も随時行なわれた。参考として、2010 年 7 月 12 日の調査開始（裁判

所での調査説明書類の交付開始）から、同 11 月 11 日の調査説明書類の交付終了を経て、

2011 年 2 月 1 日の調査票回収の最終締め切りに至るまでの期間の、協力意思確認用ハガキ

の返送数および調査票の回収数の推移を図 1に示しておく。 

 

 

図１ 協力意思確認用ハガキおよび調査票の返送・回収状況 
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５-２ 回収率 

 

以上をふまえて、調査説明書類交付用大封筒の使用数から推計される調査対象者数、大

封筒表紙に記録された調査説明書類受領者数、協力意思確認用ハガキにより協力意思を確

認し調査票を送付した数（協力意思確認・調査票送付数）、回収された有効調査票数を整理

し、これに基づいて下記の比率を計算したものが表 4である。 

 

「送付調査票回収率」…協力意思確認・調査票送付数に対する有効調査票数の比率 

「最終回収率」…調査対象者数に対する有効調査票数の比率 

 

なお、本調査において単に「回収率」という場合は、上記の｢最終回収率｣を指す。 

 

表 4 回収率 

 

  (a) (b) (c) (d) (d)/ (c) (d)/(a)

調査対象

者数 

調査説明

書類受領

者数 

協力意思

確認・調

査票送付

数 

有効調査

票数 

送付調査

票回収率 

最終回収

率（回収

率） 

 

（人・票） （％） 

全 体 1,782 1,635 569 494 86.8 27.7 

内 

訳 

申立人／労働者側   891   828 356 309 86.8 （34.7）

相手方／使用者側   891   807 213 185 86.9 （20.8）

（注）「内訳」は、（a）調査対象者数および（b）調査説明書類受領者数は、調査説明書類交付用大封

筒の記録に基づく「申立人」「相手方」の区別、（c）協力意思確認・調査票送付数および（d）有効

調査票数は調査票の種類（A票・B票）に基づく「労働者側」「使用者側」の区別である。 

 

送付調査票回収率は 86.8％である。本調査では、調査票は、協力意思確認用ハガキで調

査への協力意思を示し調査票送付先住所を開示した当事者に対してのみ送付しており、そ

の返送率は高い。いったんは調査への協力意思を示しながらも、最終的に調査票の返送に

は至らなかったケースは 1割程度にとどまる。 

他方、最終回収率（回収率）は 27.7％である。この数字の意味は、2 つの側面から考え

ることができる。一方で、回収率 27.7％という数字は、社会調査の回収率としてみた場合

際立って高い数字とは言えず、当然のことながら、本調査結果の解釈に際しては、回収率

が 27.7％であることがもたらすバイアスについて一定の慎重な配慮が必要である。 

他方、本書で繰り返し述べてきたように、本調査では、調査の対象が非公開の裁判所手

続である労働審判手続の当事者であり、当事者の意思（調査協力の任意性）を最大限尊重

することが必要であるとの立場から、裁判所で当事者に対して交付する書類は調査の説明

書および調査協力意思確認用ハガキにとどめ、同ハガキにより調査への協力意思を示すと
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ともに調査票送付先住所を開示した当事者に対してのみ後日調査票を送付するという慎重

な方法を採用した。別言すれば、調査協力意思確認用ハガキの返送と調査票の返送という 2

度にわたり当事者の同意を得る方法であるということになる。前例がない調査であるだけ

に、このような慎重な手続によってどれだけの調査票を回収できるかは、事前には予測が

困難であったが、最終的に対象当事者の 27.7％から有効な調査票を回収できたことは、本

調査の重要な成果であったといえる。 

なお、表 4 で、最終回収率（回収率）の内訳の数字に括弧を付してあるのは、その計算

の基礎にある調査対象者数および有効調査票数の 2 つの数字のうち、調査対象者数の内訳

は調査説明書類交付用大封筒の記録に基づく「申立人」「相手方」の区別であり、これに対

して、回収された有効調査票数の内訳は調査票の種類（A 票・B 票）に基づく「労働者側」

「使用者側」の区別というズレがあるため、最終回収率（回収率）の「内訳」の計算とし

て厳密なものとはいえないためである。ただし、労働審判手続の利用の実態を見ると、労

働者側はほとんどが申立人であり、使用者側はほとんどが相手方であることから、近似的

には参考としうる数字である。 

 

５-３ 裁判所の事件統計との比較 

 

（１）事件数 

 

 参考のため、最高裁判所事務総局行政局の統計データ（以下、「事件統計」という）に基

づき、調査実施時期に対応する時期の労働審判手続既済事件数を確認した。具体的には、

事件統計は各月の数字であるため、調査実施時期（2010 年 7 月 12 日～同 11 月 11 日）に対

応する数字を得るため、事件統計の 7 月分の数値には 2/3 を乗じ、11 月分の数値には 1/3

を乗じたうえで、8月、9月、10 月各月分の数値と合算する方法で事件数の再計算を行なっ

た。 

この方法に基づき計算された調査実施時期に調停成立または労働審判で終結した事件数

は 1,018 件である。上述の通り調査説明書類交付用大封筒の使用数から確認される本調査

の対象事件数は 891 件であったため、事件統計上の調査対象事件数と大封筒の使用数から

確認される調査対象事件数との間には 127 件の差があることになる。その理由は詳らかで

はないが、事件統計の数値が上記の方法による推計値であり実際の事件数とは差があった

ことなどによるものと推測される。 

 

（２）事件種別 

 

 調査説明書類交付用の大封筒には事件の種別も記録されている（前述３-３-１（３）参

照）。この記録と事件統計から明らかになる事件種別とを比較すると表 5のようになる。 
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表 5 事件種別に関する調査説明書類交付用大封筒の記録と事件統計の比較 

 

  

非金銭 金 銭 

合計 地位確

認 

それ以

外 
小計 

賃金手

当等 
退職金

それ以

外 
小計 

大封筒の

記載 

433 11 444 312 31 116 459 903 

(48.0) (1.2) (49.2) (34.6) (3.4) (12.8) (50.8) (100.0)

事件統計 
548 17 565 385 48 147 580 1,145 

(47.9) (1.5) (49.3) (33.6) (4.2) (12.8) (50.7) (100.0)

（注）下段の（）内は％で、「合計」に対する比率。事件統計は既済事件全体の数値。 

 

なお、大封筒の使用数は 891 であるが（前述５-１（１）参照）、これに対して事件種別

の記録（表 5）の合計欄の数字が 903 となっているのは、複数の事件種別に○が付されてい

る場合があったことによる。また、上述（１）で推計した事件統計上の調査対象事件数が

1,018 であるのに対して、表 5の事件統計欄の合計の数字が 1,145 となっているのは、（１）

の調査対象事件数が調停成立または労働審判で終結した事件の数であるのに対して、表 5

の数字は既済事件全体の数字であることによる。このように集計の対象が異なっているた

め、厳密な比較はできないが、その点を留保した上で大封筒の記録と事件統計とを比較す

ると、事件種別の内容の点ではきわめて近似した構成を示していることが確認できる。 

 

６ 本調査の結果の全般的評価  

 

本調査においては、対象となる事件が裁判所の非公開の手続であり、また、そのことと

関連して調査方法が相当に複雑なものとならざるをえなかった。にもかかわらず、最終的

に 494 票の有効調査票を回収することができ、回収率も 27.7％を得られたことは、重要な

成果であったといえる。 

また、労働者側だけでなく、使用者側の協力も相当数得られたことは、労働審判制度に

対する当事者の評価をトータルにとらえる上で好ましい結果であった。 

裁判所の非公開の手続の利用者を対象とする社会調査はこれまでほとんど前例がなく、

調査方法についても手探りの状態で検討を進める必要があったが、調査結果は、本調査の

とった方法が一定程度有効な方法であったことを示している。もちろん、本調査がとった

方法にはなお検討を要する点もあるが、それらの点を含めて、本調査の経験が、今後の調

査における調査方法のさらなる改善の参考となれば幸いである。 
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Ⅱ 調査結果の概要 

 

 本章は、『労働審判制度についての意識調査』（以下、「本調査」という）の調査結果の概

要を、単純集計結果を中心に図表化し、簡単な解説を付したものである。 

本章のもとになった数値の詳細は、「Ⅲ 単純集計表」を参照されたい。 

本章の図表に示す％の値は、とくに断らない限り、労働者票（A 票）・使用者票（B 票）

それぞれの当該質問の有効回答者数に対する回答の比率（有効パーセント）である。 

 

 

 

 

回答者の立場：労働者側・使用者側の内訳 

 

 「Ⅰ 調査の概要」に示したように、本調査で回収した有効調査票は、494 票である。こ

れを労働者側・使用者側の別でみると、労働者側が 309 票（62.6％）、使用者側が 185 票

（37.4％）である。 

 

図 0 労働者側・使用者側の内訳 

労働者

62.6%

使⽤者

37.4%
有効調査票

494票
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問 1 事件の種別 

 

問 1 では、今回の労働審判手続がどのような問題に関するものであったかを尋ねた。 

 調査票では 17 の事件種別をあげて、あてはまるものすべてに○を付けてもらう形で尋ね

ている（複数回答）。それぞれの選択の状況は「Ⅲ 単純集計表」に掲載している。 

回答の全体の傾向をとらえやすくするため、調査票で示した 17 の事件種別を＜解雇＞＜

賃金・手当＞＜配転・出向＞＜セクハラ・パワハラ＞＜その他＞の 5 つの大項目に再分類

して集計した結果が、図 1-1 である（集計方法は表 1参照）。 

労働者側では、＜解雇＞の問題に関すると回答した者が 69.3％、＜賃金・手当＞が 60.0％、

＜配転・出向＞が 4.3％、＜セクハラ・パワハラ＞が 31.0％、＜その他＞が 5.7％、使用者

側では、＜解雇＞が 68.8％、＜賃金・手当て＞が 43.2％、＜配転・出向＞が 2.3％、＜セ

クハラ・パワハラ＞が 8.0％、＜その他＞が 5.7％であった（なお、複数回答の質問である

ため、5項目の合計は 100％とはならない）。 

労働者側、使用者側とも、＜解雇＞＜賃金・手当＞の問題に関すると回答した者が多か

った。そのほか、労働者側では、＜セクハラ・パワハラ＞の問題に関すると回答した者が

多い。 

 

図 1-1 事件の種別（5分類） 
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表 1 調査票の事件種別と再分類 

 

調査票の事件種別（〔〕内は使用者票の表現） 大分類 

1  会社都合の解雇（整理解雇） 

2  懲戒処分の解雇（懲戒解雇） 

3  それ以外（1、2以外）の解雇 

4  退職強要〔退職勧奨〕 

5  雇止め（有期労働契約の更新拒否） 

6  採用内定取消 

7  試用期間中または試用期間満了時の本採用拒否 

1～7のいずれか 1つでも選択 

⇒＜解雇＞ 

8  賃金（基本給、諸手当）不払い〔賃金（基本給、諸手当）〕

9  残業代不払い〔残業代〕 

10  退職金不払い〔退職金〕 

11  解雇予告手当不払い〔解雇予告手当〕 

12  賃金など労働条件の引き下げ〔賃金など労働条件の変更〕

8～12 のいずれか 1つでも選択 

⇒＜賃金・手当＞ 

13  配転・出向 13 を選択⇒＜配転・出向＞ 

14 セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 

15  パワー・ハラスメント（パワハラ） 

16  それ以外（14、15 以外）のいじめ・いやがらせ 

14～16 のいずれか 1 つでも選択

⇒＜セクハラ・パワハラ＞ 

17  その他 17 を選択⇒<その他＞ 
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問 1付問 労働審判手続の原因となった問題の発生時期 

 

問 1 付問では、労働審判手続の原因となった問題の発生時期を尋ねた。 

回答の分布を見ると、労働者側では 2010 年 3 月が 37 ケース（12.3％）で最も多く、次

いで、2010 年 4 月が 29 ケース（9.7％）、2010 年 5 月が 28 ケース（9.3％）、2010 年 2 月が

23 ケース（7.7％）、2010 年１月が 20 ケース（6.7％）の順である。早い時期では、2000 年

11 月（1ケース〔0.3％〕）、2005 年 5 月（1 ケース〔0.3％〕）などの回答もある（図 1-2）。 

使用者側でも、2010 年 3 月が 26 ケース（14.5％）で最も多く、次いで、2010 年 4 月が

22 ケース（12.3％）、2010 年 5 月が 20 ケース（11.2％）、2010 年 6 月が 15 ケース（8.4％）、

2009年12月が14ケース（7.8％）の順である。早い時期では、2006年3月（1ケース〔0.6％〕）、

2006 年 7 月（1ケース〔0.6％〕）などの回答もある（図 1-3）。 
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図 1-2 問題の発生時期（労働者票） 
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図 1-3 問題の発生時期（使用者票） 
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問 2 労働審判手続における立場 

 

問 2 では、今回の労働審判手続での当事者の立場を尋ねた。 

労働者側では、労働審判手続を「申し立てた側」が 99.3％、「申し立てられた側」が 0.7％

であり、「申し立てた側」がほとんどである（図 2-1）。逆に、使用者側では、「申し立てた

側」が 0.5％、「申し立てられた側」が 99.5％であり、「申し立てられた側」がほとんどで

ある（図 2-2）。 

 

 

図 2-1 労働審判手続における立場（労働者票） 

申し⽴
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図 2-2 労働審判手続における立場（使用者票） 
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問 3 労働審判手続の申立時期 

 

（１）回答の分布 

回答の分布をみると、労働者側では、2010 年 6 月が 79 ケース（26.3％）で最も多く、次

いで、2010 年 7 月が 62 ケース（20.7％）、2010 年 8 月が 57 ケース（19.0％）、2010 年 5 月

が 33 ケース（11.0％）、2010 年 9 月が 27 ケース（9.0％）の順である（図 3-1）。使用者側

では、2010年7月が50ケース（27.3％）で最も多く、次いで、2010年8月が33ケース（18.0％）、

2010 年 6 月が 29 ケース（15.8％）、2010 年 5 月が 23 ケース（12.6％）、2010 年 9 月が 22

ケース（12.0％）の順である（図 3-2） 

 

（２）問題発生から労働審判手続申立までの期間 

問 1 付問で尋ねた問題発生時期と問 3 の労働審判手続の申立時期との差を計算すること

により、本調査の回答者が、問題の発生からどの程度の期間で労働審判手続の申し立てに

至っているのかを確認した。 

まず代表値を見ると、労働者側では、最小が 0 ヶ月、最大が 116 ヶ月（9 年 8 ヶ月）、平

均値が 8.1 ヶ月、中央値が 4ヶ月であり、使用者側では、最小が 0ヶ月、最大が 51 ヶ月（4

年 3ヶ月）、平均値が 6.7 ヶ月、中央値が 4ヶ月である。 

もっとも、問 1 付問・問 3 とも、月単位（「20XX 年 X 月」）で尋ねているため、以上の数

字の読み取りには若干の注意を要する。「0 ヶ月」とは、原因となった問題の発生と同じ月

に労働審判手続の申し立てがあったことを意味し、「1ヶ月」とは、1月を 30 日として換算

すると、問題の発生から 1 日～60 日の範囲の期間に労働審判手続の申し立てがあったこと

を意味する（たとえば、ある年の 6月 30 日に原因となる問題が発生し翌 7月 1日に労働審

判手続きを申し立てた場合と、同じく 6月 1日に問題が発生し 7月 31 日に労働審判手続を

申し立てた場合は、いずれも、問題発生時期と労働審判手続き申立時期との差は「1ヶ月」

であるが、日数で見ると、前者は、問題発生から 1日、後者は問題発生から約 60 日という

違いがあることになる)。同じく、「2ヶ月」は、問題の発生から 31 日～90 日、「3ヶ月」は

61 日～120 日、「4ヶ月」は 91 日～150 日の範囲の期間に労働審判手続の申し立てがあった

ことを意味することになる。 

以上を前提に、同じ計算の結果を回答の分布で示したのが、図 3-3 および図 3-4 である。

労働者側では、問題発生から「3 ヶ月」で労働審判手続の申し立てに至っている場合が 33

ケース（13.9％）で最も多く、次いで、「4ヶ月」が 31 ケース(13.1％)、「1ヶ月」が 30 ケ

ース(12.7％)、「2ヶ月」が 25 ケース（10.5％）、「6ヶ月」が 18 ケース（7.6％）の順であ

る（図 3-3）。 

使用者側でも、問題発生から「3 ヶ月」で労働審判手続が申し立てられている場合が 27

ケース(17.0％)で最も多く、次いで、「4ヶ月」と「5ヶ月」がそれぞれ 18 ケース（11.3％）、

「1ヶ月」が 15 ケース（9.4％）、「2ヶ月」が 14 ケース（8.8％）の順である（図 3-4）。 

問題発生からほぼ半年の期間に対応する「6ヶ月」で区切ると、労働者側では 63.3％（237

ケース中 150 ケース）、使用者側では 69.8％（159 ケース中 111 ケース）が、その期間内（「0

ヶ月」～「6ヶ月」の間）に労働審判手続の申し立てに至っている。 
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図 3-1 労働審判手続の申立時期（労働者票） 
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図 3-2 労働審判手続の申立時期（使用者票） 
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図 3-3 問題発生から労働審判手続申立までの期間（月）（労働者票） 
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図 3-4 問題発生から労働審判手続申立までの期間（月）（使用者票） 
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問 4 申し立て時の請求内容および金額 

 

 問 4 では、今回の労働審判手続で、申し立て時に請求した（請求された）内容および金

額を尋ねた。 

 

（１）請求内容 

請求内容についての回答は、労働者側では、「月給（未払い分）など月当たりの請求」が

43.0％、「その他の定額の請求（残業、退職金、損害賠償など）」が 78.8％、「金銭の支払い

は求めていない（求められていない）」が 2.3％、「わからない」が 1.3％、使用者側では、

「月給（未払い分）など月当たりの請求」が 44.8％、「その他の定額の請求（残業、退職金、

損害賠償など）」が 73.8％、「金銭の支払いは求めていない（求められていない）」が 3.8％、

「わからない」が 1.1％である（図 4-1）。 

労働者側、使用者側とも、ほとんどのケースで何らかの金銭請求を伴っており、金銭の

支払いを求めていない（求められていない）ケースは少ない。 

 

図 4-1 申し立て時の請求内容（労働者票・使用者票） 
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（２）請求金額 

請求金額の回答について、まず代表値を見ると、「月当たりの請求」の金額は、労働者側

では、最小値が 1 万円、最大値が 700 万円、平均値が 47.3 万円、中央値が 26.0 万円、使

用者側では、最小値が 1 万円、最大値が 850 万円、平均値が 71.7 万円、中央値が 29 万円

である。「その他の定額の請求」の金額は、労働者側では、最小値が 3万円、最大値が 2,000

万円、平均値が 323.2 万円、中央値が 220 万円、使用者側では、最小値が 10 万円、最大値

が 3,102 万円、平均値が 329.7 万円、中央値が 200 万円である。 

次に、金額の分布を見ると、図 4-2 から図 4-5 のようになる。いずれにおいても、金額

の分布は正に歪む（小さい値のほうに偏る）形状を示している。「月当たりの請求」では、

労働者側、使用者側とも、「1～49 万円」の金額帯が最も多く（図 4-2、図 4-3）、「その他の
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定額の請求」では、労働者側、使用者側とも、「100～199 万円」の金額帯が最も多い（図

4-4、図 4-5）。 

 

図 4-2 「月当たりの請求」の金額の分布（労働者票） 
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図 4-3 「月当たりの請求」の金額の分布（使用者票） 
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図 4-4 「その他の定額請求」の金額の分布（労働者票） 
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図 4-5 「その他の定額請求」の金額の分布（使用者票） 
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労働者票問 5・使用者票問 5C 労働審判手続申し立て当時の労働者の在職状況 

 

労働者票の問 5および使用者票の問 5C では、労働審判手続の申し立ての当時の労働者の

在職状況を尋ねた。 

回答の結果は、労働者側では、「雇用関係の有無について争っていた」が 41.0％、「（雇用

関係の有無に争いはなく）在職していた」が 12.8％、「（雇用関係の有無に争いはなく）退

職していた」が 44.9％、「そもそも雇用関係がなかった（派遣など）」が 1.3％、使用者側

では、「雇用関係の有無について争っていた」が 31.5％、「（雇用関係の有無に争いはなく）

在職していた」が 16.3％、「（雇用関係の有無に争いはなく）退職していた」が 48.3％、「そ

もそも雇用関係がなかった（派遣など）」が 3.9％である（図 5）。 

労働者側の回答では、「雇用関係の有無について争っていた」と「（雇用関係の有無に争

いはなく）退職していた」の比率がほぼ拮抗しているのに対して、使用者側の回答では、「雇

用関係の有無について争っていた」に比べて「（雇用関係の有無に争いはなく）退職してい

た」の比率が高い傾向が見られる。「（雇用関係の有無に争いはなく）在職していた」は、

労働者側、使用者側とも、10％台である。 

 

 

 

図 5 申し立て時の労働者の在職状況（労働者票・使用者票） 
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問6 在職時の相談環境（労働者票）、会社・団体と従業員とのコミュニケーション状況（使 

用者票） 

 

 問 6 は、労働者票と使用者票とで、質問の内容・形式が異なっている。 

労働者票の問 6では、労働審判手続の相手側である会社・団体に在職中に、「①上司・管

理職」「②社内の労働組合」「③社内（企業グループ内）の苦情相談窓口」に相談しやすい

環境にあったかどうかを尋ねた。 

「①上司・管理職」については、「相談しやすかった」が 5.4％、「どちらともいえない」

が 13.5％、「相談しにくかった」が 81.1％であった（図 6-1）。 

「②社内の労働組合」および「③社内の苦情相談窓口」については、図 6-2 および図 6-3

が示すように、「該当するものがなかった」の回答が多い（「②社内の労働組合」は 87.2％、

「③社内の苦情相談窓口」は 87.7％）。そこで、「該当するものがなかった」の回答を除い

て再集計すると、「②社内の労働組合」（37 ケース）では、「相談しやすかった」が 18.9％、

「どちらともいえない」が 10.8％、「相談しにくかった」が 70.3％、「③社内の苦情相談窓

口」（35 ケース）では、「相談しやすかった」が 5.7％、「どちらともいえない」が 8.6％、

「相談しにくかった」が 85.7％であった。 

 以上に対して、使用者票の問 6 では、今回の労働審判手続の原因となった問題が起こっ

た当時の、会社・団体と従業員との間のコミュニケーションの状態が良好であったかどう

かを尋ねた。回答は、「良好であった」が 37.9％、「どちらともいえない」が 22.0％、「良

好でなかった」が 40.1％であり、「良好であった」と「良好でなかった」の回答がほぼ拮抗

している（図 6-4）。 

労働者票と使用者票とでは質問の内容・形式が異なるため、単純な比較はできないが、

労働者側では、「上司・管理職」「社内の苦情相談窓口」のいずれについても「相談しやす

かった」の回答が 1割をきっている（「上司・管理職」が 5.4％、「社内の苦情相談窓口」が

5.7％）のに対して、使用者側では、会社・団体と従業員との間のコミュニケーションの状

態が「良好であった」との回答が 4割近くになるという違いが見られる。 

 

図 6-1 在職時の相談環境：上司・管理職（労働者票） 

0.0%

81.1%

13.5%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

該当するものがなかった

とても・どちらかといえば相談しにくかった

どちらともいえない

とても・どちらかといえば相談しやすかった

 

-32-



図 6-2 在職時の相談環境：社内の労働組合（労働者票） 
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図 6-3 在職時の相談環境：社内（企業グループ内）の苦情相談窓口（労働者票） 
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図 6-4 会社・団体と従業員とのコミュニケーション状況（使用者票） 
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問 7 労働審判手続の申し立て前の相談先 

 

問 7 では、労働審判手続を申し立てる（申し立てられる）前に、その問題を解決するた

めに、どのような人や機関・専門家に相談したかを尋ねた（複数回答）。 

労働者側、使用者側とも、弁護士に相談しているケースが多い（図 7-1、図 7-2）。労働

者側では 62.0％が「弁護士事務所または弁護士会の法律相談を利用した」を選択しており、

使用者側では、「顧問弁護士に相談した」と「顧問弁護士以外の弁護士事務所または弁護士

会の法律相談を利用した」を合せると、69.9％が弁護士に相談している。 

そのほか、労働者側では、「家族・親せき・個人的な知人」（59.7％）、「会社の同僚や知

人」（31.5％）など身の回りの人びとへの相談が多い。「法テラス」（32.8％）、「地方自治体

の無料法律相談」（27.9％）、「労働基準監督署」（19.8％）、「労働局」（6.8％）等の公的相

談機関もよく利用されている。「社内の労働組合」（3.9％）と比較して、「社外の労働組合」

（22.7％）への相談が多いことも目立った特徴である。 

 使用者側では、弁護士以外では、「社会保険労務士」（27.3％）への相談が多い。また、「以

上の人や機関・専門家に相談したことはなかった」の回答が、労働者側では 2.3％であるの

に対して、使用者側では 17.5％と多いのも、使用者側の特徴である。 
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図 7-1 労働審判手続の申し立て前の相談先（労働者票） 
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（＊）相談機関カテゴリーのうち、11（労働基準監督署）～16（その他の労働関係行政機関）は、 

調査終了後の再コーディングの結果、追加された。 

 

図 7-2 労働審判手続の申し立て前の相談先（使用者票） 
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（＊）相談機関カテゴリーのうち、11（労働基準監督署）～16（その他の労働関係行政機関）は、調査終了後

の再コーディングの結果、追加された。なお、使用者票では、「10」のカテゴリーは設けられていない。 
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問 8 労働審判手続の申し立て前の相手側との交渉 

 

 問 8 では、労働審判手続を申し立てる（申し立てられる）前に、その問題を解決するた

めに、相手方と交渉したかどうかを尋ねた。 

「回答者自身が直接に、相手方と交渉」した比率は、労働者側の 64.9％に対して、使用

者側は 47.2％である（図 8-1）。 

「人や組織を介して、相手方と交渉」した比率は、労働者側の 59.0％に対して、使用者

側は 37.7％である（図 8-2）。自由記述を見ると、相手方との交渉を仲介した人や組織とし

て、労働者側では、弁護士、労働基準監督署、社外の労働組合（ユニオン、合同労組、地

域労組等）などが多くあげられている。使用者側では、弁護士、労働基準監督署などが多

くあげられている。 

 

図 8-1 申し立て前の相手側との交渉：直接交渉（労働者票・使用者票） 
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図 8-2 申し立て前の相手側との交渉：人を介しての交渉（労働者票・使用者票） 
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問 9 行政的紛争解決制度の利用 

 

 問 9 では、労働審判手続を申し立てる（申し立てられる）前に、その問題を解決するた

めに、労働局や労働委員会の制度や手続を利用（使用者票では「経由」）したかどうかを尋

ねた（複数回答）。 

 労働者側では、「労働局の行なう相談窓口（総合労働相談コーナーなど）」を利用したの

が 48.0％、「労働局の助言・指導の制度」を利用したのが 25.2％、「労働局の紛争調整委員

会の制度（あっせん）」を利用したのが 20.5％、「労働委員会の紛争解決手続」を利用した

のが 5.0％、「以上の制度や手続を利用したことはなかった」は 36.4％である。 

 これに対して使用者側では、「労働局の行なう相談窓口（総合労働相談コーナーなど）」

を経由したのが 6.6％、「労働局の助言・指導の制度」を経由したのが 8.8％、「労働局の紛

争調整委員会の制度（あっせん）」を経由したのが 13.2％、「労働委員会の紛争解決手続」

を経由したのが 1.6％で、いずれも労働者側の回答と比較すると少ない。逆に、「以上の制

度や手続を経由したことはなかった」は 72.5％で、労働者側の回答に比べてかなり多くな

っている。 

 

 

図 9 行政的紛争解決制度の利用（労働者票・使用者票） 
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問 10 弁護士依頼の有無 

 

 問 10 では、今回の労働審判手続で弁護士を依頼したかどうかを尋ねた。 

労働者側では、「依頼した」が 81.2％、「依頼しなかった」が 18.8％、使用者側では、「依

頼した」が 90.8％、「依頼しなかった」が 9.2％ある（図 10-1）。 

労働者側、使用者側とも、弁護士依頼率が高い。 

 

 

図 10-1 弁護士依頼の有無（労働者票・使用者票） 
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問 10 付問 弁護士への最初の相談時期 

 

 問 10 付問では、今回の労働審判手続で弁護士を依頼したと回答した当事者に、その弁護

士に初めて相談した時期を尋ねた。 

 

（１）回答の分布 

回答の分布を見ると、労働者側では、2010 年 4 月が 41 ケース（16.7％）で最も多く、次

いで、2010 年 5 月が 39 ケース（15.9％）、2010 年 6 月が 36 ケース（14.7％）、2010 年 7 月

が 28 ケース（11.4％）、2010 年 2 月および 2010 年 3 月がそれぞれ 24 ケース（9.8％）の順

である。早い時期では、2005 年 5 月（1ケース〔0.4％〕）や 2006 年 5 月（1ケース〔0.4％〕）

などの回答もある（図 10-2）。 

使用者側では、2010 年 7 月が 26 ケース（16.0％）で最も多く、次いで、2010 年 5 月が

25 ケース（15.3％）、2010 年 8 月が 21 ケース（12.9％）、2010 年 6 月および 2010 年 9 月が

17 ケース（10.4％）の順である。早い時期では、2003 年 4 月（1 ケース〔0.6％〕）などの

回答もある（図 10-3）。 
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図 10-2 弁護士との最初の相談時期（労働者票） 
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図 10-3 弁護士との最初の相談時期（使用者票） 
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（２）紛争の段階と弁護士への最初の相談時期 

弁護士への最初の相談時期がいつだったのかの回答を、労働審判手続の原因となった問

題の発生時期（問１付問）および労働審判手続の申立時期（問 3）との先後関係に着目して

再集計してみると、図 10-4 のようになる。 

労働者側では、①「問題が発生した月より前」に弁護士に相談しているケースが 3.4％、

②「問題発生と同じ月」が 19.8％、③「問題が発生した月より後で労働審判手続を申し立

てた月より前」が 60.3％、④「労働審判手続を申し立てたのと同じ月」が 14.8％、⑤「労

働審判手続を申し立てた月よりも後」が 1.7％である。使用者側では、①「問題が発生した

月より前」に弁護士に相談しているケースが 6.3％、②「問題発生と同じ月」が 21.4％、

③「問題が発生した月より後で労働審判手続を申し立てた月より前」が 20.1％、④「労働

審判手続を申し立てたのと同じ月」が 42.8％、⑤「労働審判手続を申し立てた月よりも後」

が 9.4％である。 

労働者側で最も多いのは③「問題が発生した月より後で労働審判手続を申し立てた月よ

り前」（60.3％）の段階であるのに対して、使用者側では④「労働審判手続を申し立てたの

と同じ月」（42.8％）という違いが見られる。労働者側の場合は、問題発生後弁護士に相談

した上で、その助言や支援の下に労働審判手続の申し立てに至るケースが多いのに対して、

使用者側は、労働審判手続の申し立てに対応するために弁護士に相談するケースが多いと

いう状況がうかがわれる。 

 

 

図 10-4 紛争プロセスと弁護士への最初の相談時期 
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問 11 労働審判手続に関する情報入手先 

 

問 11 では、どのような人や組織・専門家を通じて労働審判手続を知ったのかを尋ねた（複

数回答）。 

図 11-1、図 11-2 が示すように、「弁護士」を通じて知ったとの回答が、労働者側で 48.1％、

使用者側で 50.8％（「顧問弁護士」37.8％および「顧問弁護士以外の弁護士または弁護士会」

13.0％の合計）で最も多い。次いで、「労働局、労働基準監督署、労働委員会」を通じて知

ったとの回答が、労働者側で 36.7％、使用者側で 15.1％である。弁護士と並んで労働関係

行政機関が、労働関係のトラブル・紛争をかかえた人びとを労働審判手続へと導く重要な

情報入手先となっていることがうかがわれる。 

そのほか、労働者側では、「社外の労働組合」（14.9％）、「法テラス」（13.0％）、「家族・

親せき・個人的な知人」（10.7％）、「インターネット」（10.4％）、「地方自治体の無料法律

相談」（9.1％）などが重要な情報入手先となっている。 

使用者側では、「新聞・雑誌やテレビ」（14.6％）、「社会保険労務士」（13.0％）などが重

要な情報入手先となっている。もっとも、使用者側では、「相手方から申し立てがあるまで

労働審判手続のことは知らなかった」の回答が 39.5％と多く、労働審判手続の存在が使用

者側に一般的に周知されているとまではいえない状況も明らかになった。 
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図 11-1 労働審判手続に関する情報入手先（労働者票） 
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（＊）情報入手先カテゴリーのうち、13（インターネット）は、調査終了後の 

再コーディングの結果、追加された。 

 

 

図 11-2 労働審判手続に関する情報入手先（使用者票） 
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（＊）情報入手先カテゴリーのうち、13（インターネット）は、調査終了後の 

再コーディングの結果、追加された。 
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問 12 労働審判手続を利用した理由 

 

問 12 では、労働審判手続を申し立てた理由（申し立てられた側の場合は、労働審判手続

に何を期待したか）を尋ねた。質問項目は、労働者側が 13 項目、使用者側が 14 項目であ

る。 

労働者側では、「⑤公正な解決を得たかった」（97.1％）、「⑧白黒をはっきりさせたかっ

た」（95.4％）、「⑦事実関係をはっきりさせたかった」（93.8％）、「④自分の権利を実現し

（あるいは守り）たかった」（91.2％）、「⑥強制力のある解決を得たかった」（90.9％）の

各項目で、「あてはまる」の肯定回答が 9割を超えた。逆に肯定回答が比較的少なかったの

は、「⑪相手側と話し合いの機会を持ちたかった」（53.4％）、「③自分の個人的自由やプラ

イバシー、健康などを守りたかった」（41.9％）である（図 12-1）。 

使用者側は、全般的に、「あてはまる」の肯定回答が、労働者側と比較して少ない傾向が

見られる。そのなかで、使用者側の肯定回答が唯一 9 割を越えたのが「⑤公正な解決を得

たかった」（91.3％）である。公正な解決への期待が労働者側、使用者側ともに高いことが

うかがわれる（図 12-2）。 

そのほか、使用者側で肯定回答が比較的高かったのは、「⑦事実関係をはっきりさせたか

った」（86.9％）、「⑧白黒をはっきりさせたかった」（84.6％）、「④会社・団体の権利を実

現し（あるいは守り）たかった」（78.6％）である。他方、使用者側は、「申し立てられる」

受動的立場であることが多いことを反映して、労働審判手続に積極的に何かを期待したの

ではなく、「⑭相手側(労働者側)に申し立てられたので仕方なかった」の回答も 73.2％と高

くなっている。 
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図 12-1 労働審判手続を利用した理由（労働者票） 
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図 12-2 労働審判手続を利用した理由（使用者票） 
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問 12 付問 労働審判手続を利用した理由（最も重要な理由） 

 

問 12 付問では、問 12 で尋ねた労働審判手続を申し立てた理由（申し立てられた側の場

合は、労働審判手続に何を期待したか）の中で最も重要だと思ったもの 1 つを選択しても

らった。 

図 12-3 が示すように、労働者側、使用者側とも最も多かったのは「労働審判によって公

正な解決を得たかった」であり、とくに使用者側で高い比率となった（労働者側が 17.6％、

使用者側が 28.3％）。 

そのほか、労働者側に多いのは、「金銭や財産など経済的な利益を守りたかった」（16.6％）、

「自分の社会的名誉や自尊心を守りたかった」（12.7％）、「強制力のある解決を得たかった」

（11.1％）、「自分の権利を実現し（あるいは守り）たかった」（10.4％）である。 

使用者側は、「申し立てられる」受動的立場であることが多いことを反映して、労働審判

手続に積極的に何かを期待したというよりも、「相手側(労働者側)に申し立てられたので仕

方なかった」（20.1％）という回答が多くなっている。そのほか、使用者側では、「事実関

係をはっきりさせたかった」という回答が多い（15.2％）。 

 

 

図 12-3 労働審判手続を利用した理由（最も重要な理由）（労働者票・使用者票） 
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問 13 費用の予測 

 

 問 13 では、労働審判手続が始まった時点で、労働審判手続が終わるまでにどのくらいの

費用がかかるか事前に予想はついたかを尋ねた。 

労働者側は「まったく予想がつかなかった」が 27.7％、「ある程度は予想がついていた」

が 56.7％、「はっきりと予想がついていた」が 15.6％であり、これに対して、使用者側は

「まったく予想がつかなかった」が 42.2％、「ある程度は予想がついていた」が 53.0％、「は

っきりと予想がついていた」が 4.9％であった（図 13）。 

労働者側と使用者側を比較すると、労働者側に「はっきりと予想がついていた」の回答

が比較的多く、使用者側に「まったく予想がつかなかった」の回答が多い。 

 

 

図 13 費用の予測（労働者票・使用者票） 
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問 14 費用の評価 

 

 問 14 では、労働審判手続を終えて、かかった費用は高いものであったかどうかを尋ねた。 

「①労働審判手続を申し立てるにあたって裁判所に納めた手数料」（申し立ての際に、請

求する額に応じた手数料〔たとえば 100 万円の請求の場合 5,000 円〕を裁判所に納付する

ものとされている）については、労働者側では「高い」が 18.0％、「どちらともいえない」

が 46.3％、「安い」が 25.7％、「支払わなかった・あてはまらない」が 10.0％であった。こ

れに対して、使用者側の回答は、「高い」が 4.7％、「どちらともいえない」が 23.3％、「安

い」が 5.8％、「支払わなかった・あてはまらない」が 66.3％であった（図 14-1）。ただし、

労働審判手続における立場を尋ねた問 2 では、使用者側の 99.5％が労働審判手続を「申し

立てられた」側と回答していることを考えると、「支払わなかった・あてはまらない」の回

答がもっと多くなってもよいはずであり、本問の回答に際して何らかの誤解がなかったか、

注意を要する数字である。 

 「②弁護士に支払った金額」については、労働者側、使用者側とも、「高い」の評価が最

も多い（労働者側が 37.5％、使用者側が 49.2％）（図 14-2）。「支払わなかった・当てはま

らない」の回答の比率が労働者側と使用者側とで違いがあるため、「支払わなかった・当て

はまらない」を外して再集計すると、労働者側では、「高い」が 46.9％、「どちらともいえ

ない」が 30.9％、「安い」が 22.2％、使用者側では、「高い」が 53.3％、「どちらともいえ

ない」が 33.7％、「安い」が 13.0％である。使用者側の半数以上、労働者側も半数近くが

「高い」の評価になっている。 

 「③労働審判手続にかかった費用の総額」についても、労働者側、使用者側とも、「高い」

の評価が多く（労働者側が 40.3％、使用者側が 50.0％）、とくに使用者側では半数が「高

い」の評価となっている（図 14-3）。 

 

図 14-1 費用の評価：裁判所手数料（労働者票・使用者票） 
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図 14-2 費用の評価：弁護士報酬（労働者票・使用者票） 
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図 14-3 費用の評価：総額（労働者票・使用者票） 
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問 15 費用以外の手間や負担の評価 

 

 問 15 では、今回の労働審判手続で直接かかった費用以外に、書類の準備や必要な連絡・

相談などに要した手間や人手の負担が大きかったかどうかを尋ねた。 

労働者側で 69.2％、使用者側で 77.3％が「大きかった」と回答している。労働者、使用

者とも、書類の準備等に要した手間や人手の負担が大きいと感じていることがうかがわれ

る。 

 

 

 

図 15 費用以外の手間や負担の評価（労働者票・使用者票） 
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問 16 時間の予測 

 

 問 16 では、今回の労働審判手続が始まった時点で、労働審判手続が終わるまでにどのく

らいの時間がかかるか事前に予想はついたかどうかを尋ねた。 

労働者側では、「まったく予想がつかなかった」が 31.8％、「ある程度は予想がついてい

た」が 63.0％、「はっきりと予想がついていた」が 5.2％、使用者側では、「まったく予想

がつかなかった」が 28.1％、「ある程度は予想がついていた」が 66.5％、「はっきりと予想

がついていた」が 5.4％であった。 

 労働者、使用者側とも、3割程度が「まったく予想がつかなかった」と回答している。 

 

 

図 16 時間の予想（労働者票・使用者票） 
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問 17 時間の評価 

 

 問 17 では、労働審判手続を終えて、かかった時間をどのように思ったのかを尋ねた。 

労働者側では、「短い」が 43.4％、「どちらともいえない」が 23.0％、「長い」が 33.7％

であり、使用者側では、「短い」が 51.9％、「どちらともいえない」が 30.6％、「長い」が

17.5％であった。労働者側で 4 割以上、使用者側で 5 割以上の回答者が、かかった時間は

「短い」と回答している。 

 

 

 

図 17-1 時間の評価（労働者票・使用者票） 
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問 17 付問 時間の満足度 

 

 問 17 付問では、問 17 で回答した時間の短さや長さについて、満足しているかどうかを

尋ねた。 

労働者側は、「満足している」が 34.0％、「どちらともいえない」が 40.8％、「満足して

いない」が 25.2％であり、使用者側は、「満足している」が 42.1％、「どちらともいえない」

が 39.3％、「満足していない」が 18.6％であった。 

 

 

 

図 17-2 時間の満足度（労働者票・使用者票） 
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問 18 労働審判手続の過程・経過の評価 

 

 問 18 では、労働審判手続の過程や経過について、8項目に分けて評価を尋ねた。 

図 18-1、図 18-2 が示すように、労働者側、使用者側とも、「①労働審判手続の中で、自

分の立場を十分主張できた」「②労働審判手続の中で、自分の側の証拠を十分提出できた」

「④労働審判手続の一連の進み方は分かりやすかった」「⑤労働審判の場で使われていた言

葉は分かりやすかった」「⑥結果はともあれ、進み方は公正・公平だった」「⑦今回の労働

審判手続は、迅速に進められた」の 6項目で、「そう思う」の肯定的な評価が 5割を超えて

いる。とくに「⑤労働審判の場で使われていた言葉は分かりやすかった」および「⑦今回

の労働審判手続は、迅速に進められた」の 2 項目では、労働者側、使用者側ともに回答者

の７割以上が「そう思う」と答えている。 

 総じて、労働審判手続の過程や経過についての当事者の評価は高いといえるが、その一

方で、「③相手側の主張・立証について十分に理解できた」では、「そう思う」の回答が、

労働者側で 11.7％、使用者側では 16.9％と少ない。「⑧今回の労働審判手続では、充実し

た審理が行われた」についても、労働者側、使用者側とも、「そう思う」の回答が 5割を下

回った。 

-54-



 

図 18-1 労働審判手続の評価（労働者票） 
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図 18-2 労働審判手続の評価（使用者票） 
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問 19 手続への立ち会い 

 

 問 19 では、回答者自身が労働審判手続にどの程度立ち会ったかを尋ねた。 

労働者側と使用者側の回答の傾向はよく似ており、労働者側では、「すべて立ち会った」

が 89.4％、「一部立ち会った」が 8.9％、「まったく立ち会わなかった」が 1.7％、使用者側

では、「すべて立ち会った」が 90.0％、「一部立ち会った」が 7.2％、「まったく立ち会わな

かった」が 2.8％であった。労働者側、使用者側とも、一切を代理人に任せて「まったく立

ち会わなかった」当事者はきわめて少数である。 

 なお、以下の問 20 から問 24 の質問は、問 19 で「すべて立ち会った」または「一部立ち

会った」に回答した当事者だけに尋ねている。 

 

 

図 19 手続への立ち会い（労働者票・使用者票） 
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問 20 審判官の印象 

 

問 20 では、労働審判手続を担当した審判官（裁判官）の印象を、10 項目に分けて尋ねた。 

労働者側では、「そう思う」の肯定的な評価が、「⑤あなたに対してていねいに接してく

れた」（74.0％）、「①中立的な立場で審理を行なった」（73.0％）、「⑨手続を適切に進めて

いた」（70.3％）の 3項目で 7割を超え、さらに、「③信頼できる人物だった」（66.8％）、「②

あなたの言い分を十分に聞いてくれた」（64.5％）、「⑩審判員とよく協力していた」（61.3％）、

「⑥法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた」（50.2％）の 4項目で 5割を超えてい

る（図 20-1）。「④その審判官は、権威的・威圧的だった」についても、審判官に対して肯

定的な評価である「そう思わない」が多い（61.7％）。 

使用者側では、「そう思う」の肯定的な評価が、「⑤あなたに対してていねいに接してく

れた」（70.1％）で 7割を超え、「⑨手続を適切に進めていた」（64.0％）、「⑩審判員とよく

協力していた」（64.0％）、「③信頼できる人物だった」（62.5％）、「①中立的な立場で審理

を行なった」（61.2％）、「②あなたの言い分を十分に聞いてくれた」（56.5％）、「⑥法律上

の問題点をわかりやすく説明してくれた」（56.5％）の 6項目で 5割を超えている（図 20-2）。

「④その審判官は、権威的・威圧的だった」についても、審判官に対して肯定的な評価で

ある「そう思わない」が多い（64.4％）。 

 「そう思う」の肯定的な評価が多少低めであったのは「⑦法律以外のことでも、労働関

係のことをよく分かっていた」（労働者側で 48.7％、使用者側で 48.6％）および「⑧事件

の審理のために十分な準備をしていた」（労働者側で 48.5％、使用者側で 49.7％）の 2 項

目であるが、それでも 5割に近い数字となっている。 
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図 20-1 審判官の印象（労働者票） 
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図 20-2 審判官の印象（使用者票） 
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問 21 審判官の全般的評価 

 

 問 21 では、労働審判手続を担当した審判官（裁判官）に満足しているかどうかを尋ねた。 

労働者側では、「満足している」が 62.5％、「どちらともいえない」が 9.0％、「満足して

いない」が 28.4％（図 21-1）、使用者側では、「満足している」が 50.3％、「どちらともい

えない」が 18.4％、「満足していない」が 31.3％であった（図 21-2）。 

労働者側、使用者側とも「満足している」の回答が 5 割を超えているが、労働者側のほ

うに「満足している」の回答が多い傾向が見られる。 

  

 

図 21-1 審判官の全般的評価（労働者票） 
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図 21-2 審判官の全般的評価（使用者票） 
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問 22① 審判員 Aの印象 

 

 労働審判手続には、2人の審判員が参加している。審判員は、労働組合または使用者団体

から、労使関係に関する専門的な知識経験を有する者として推薦され、最高裁判所によっ

て任命された者である。労働審判手続においては、労使それぞれの立場からではなく、中

立かつ公正な立場で手続に関与し、紛争の解決に当たるものとされている。 

問 22 では、この 2 人の審判員のそれぞれ（調査票では、仮に審判員「A」および審判員

「B」と呼ぶことにした）の印象について、9項目に分けて尋ねた。 

まず審判員 A の印象についてであるが、項目により微妙に異なるが、｢わからない｣の回

答が、労働者側で 7.3～7.4％、使用者側で 10.0～10.1％あった。使用者側で「わからない」

の比率が少し高めとなっている。 

「わからない」の回答をはずして再集計すると（図 22-1、図 22-2 はこの再集計結果を示

している）、労働者側では、「そう思う」の肯定的な評価が、「⑤あなたに対してていねいに

接してくれた」（73.7％）、「①中立的な立場で審理を行なった」（70.0％）の 2 項目で 7 割

台であり、「②あなたの言い分を十分に聞いてくれた」（67.9％）、「③信頼できる人物だっ

た」（63.9％）、「⑨審判官やもう 1 人の審判員とよく協力していた」（57.9％）、「⑦法律以

外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた」（51.6％）の 4項目で 5割を超えてい

る（図 22-1）。さらに、「④その審判員は、権威的・威圧的だった」についても、審判員に

対して肯定的な評価である「そう思わない」が多い（71.1％）。 

これに対して、使用者側の評価は、労働者側の評価よりも低い傾向が見られる（図 22-2）。

「そう思う」の肯定的な評価が多かったのは「⑤あなたに対してていねいに接してくれた」

の 54.0％が最高で、以下、「⑨審判官やもう 1 人の審判員とよく協力していた」（50.9％）、

「①中立的な立場で審理を行なった」（46.3％）、「②あなたの言い分を十分に聞いてくれた」

（45.3％）の順である。肯定的な評価が 5割を超えた項目は、「④その審判員は、権威的・

威圧的だった」（「そう思わない」が 67.1％）を加えても 3 項目だけで、労働者側の 7 項目

に比べて半分以下である。 

 なお、審判員の役割としてしばしば強調される「⑦法律以外のことでも、労働関係のこ

とをよく分かっていた」について見ると、「そう思う」の肯定的な評価が、労働者側では

51.6％、使用者側では 36.6％と、ここでも使用者側の評価が低くなっている。 
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図 22-1 審判員 Aの印象（労働者票） 
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図 22-2 審判員 Aの印象（使用者票） 
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問 22② 審判員 Bの印象 

 

項目によって微妙に異なるが、｢わからない｣の回答が、労働者側で 7.6～7.7％、使用者

側で 16.7～16.9％あった。審判員 A の場合以上に、使用者側で｢わからない｣の比率が高く

なっている。 

「わからない」の回答をはずして再集計すると（図 22-3、図 22-4 はこの再集計結果を示

している）、労働者側では、「そう思う」の肯定的な評価が、「⑤あなたに対してていねいに

接してくれた」（62.6％）、「①中立的な立場で審理を行なった」（62.0％）、「②あなたの言

い分を十分に聞いてくれた」（57.7％）、「⑨審判官やもう 1人の審判員とよく協力していた」

(56.4％)、「③信頼できる人物だった」（55.2％）の 5項目で 5割を超えた。さらに、「④そ

の審判員は、権威的・威圧的だった」については、審判員に対して肯定的な評価である「そ

う思わない」が 65.6％あった。 

使用者側では、「そう思う」の肯定的な評価が多かったのは、「⑤あなたに対してていね

いに接してくれた」の 56.0％が最高であり、次いで、「②あなたの言い分を十分に聞いてく

れた」（52.0％）、「①中立的な立場で審理を行なった」（51.3％）、「⑨審判官やもう 1 人の

審判員とよく協力していた」(49.3％)の順である。肯定的な評価が 5割を超えた項目は、「④

その審判員は、権威的・威圧的だった」（「そう思わない」が 70.7％）を加えても 4項目で、

労働者側の 6項目に比べると少ない。 

審判員 Bについても、労働者側に比べて、使用者側で評価が低い傾向が見られる。 
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図 22-3 審判員 Bの印象（労働者票） 
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図 22-4 審判員 Bの印象（使用者票） 
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問 23・問 24 審判員の全般的評価 

 

 問 23 および問 24 では、審判員 Aおよび審判員 Bの全般的な評価を尋ねた。 

「わからない」の回答をはずして再集計すると（図 23-1～図 23-4 はこの再集計結果を示

している）、審判員 Aについては、労働者側では、「満足している」が 60.6％、「どちらとも

いえない」が 18.4％、「満足していない」が 20.9％、使用者側では、「満足している」が 40.8％、

「どちらともいえない」が 26.1％、「満足していない」が 33.1％であった。 

 審判員 Bについては、労働者側では、「満足している」が 52.9％、「どちらともいえない」

が 23.6％、「満足していない」が 23.6％、使用者側では、「満足している」が 37.3％、「ど

ちらともいえない」が 30.7％、「満足していない」が 32.0％であった。 

 労働者側と使用者側とを比較すると、審判員 A、審判員 Bとも、労働者側で「満足してい

る」の回答が多くなっている。 
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図 23-1 審判員 Aの全般的評価（労働者票）    図 23-2 審判員 Aの全般的評価（使用者票） 

 

 

図 23-3 審判員 Bの全般的評価（労働者票）     図 23-4 審判員 Bの全般的評価（使用者票） 
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問 25 裁判所職員の印象 

 

裁判所には、審判官・審判員以外の裁判所職員がいる。問 25 では、裁判所職員の印象に

ついて、5項目に分けて尋ねた。 

労働者側、使用者側とも、「裁判所職員と接触した経験がない」の回答が 3分の 1程度あ

った。 

「裁判所職員と接触した経験がない」の回答をはずして再集計すると（図 25-1 および図

25-2 はこの再集計結果を示している）、労働者側では、「③あなたに対してていねいに接し

てくれた」（75.8％）および「①中立的な立場で物事を処理していた」（72.1％）の 2 項目

で「そう思う」の肯定的な評価が 7 割を超え、それ以外の 3 項目もすべて 6 割を超えてい

る（「④権威的・威圧的だった」は裁判所職員に対する肯定的な評価である「そう思わない」

が 67.7％）。 

使用者側では、「③あなたに対してていねいに接してくれた」（69.0％）および「①中立

的な立場で物事を処理していた」（66.1％）の 2項目で「そう思う」の肯定的な評価が 6割

を超え、「④権威的・威圧的だった」は「そう思わない」が 7 割を超えているが、他方で、

「⑤効率的に仕事をしていた」については、「そう思う」の肯定的な評価が 5割をきってい

る（45.1％）。 
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図 25-1 裁判所職員の印象（労働者票） 
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図 25-2 裁判所職員の印象（使用者票） 
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問 26 裁判所職員の全般的評価 

 

 問 26 では、裁判所職員の全般的な評価を尋ねた。 

労働者側、使用者側とも、「裁判所職員と接触した経験がない」の回答が 3分の 1程度あ

った（労働者側が 32.8％、使用者側が 32.6％）。 

「裁判所職員と接触した経験がない」をはずして再集計すると（図 26-1 および図 26-2

はこの再集計結果を示している）、労働者側では、「満足している」が 60.9％、「どちらとも

いえない」が 30.0％、「満足していない」が 9.2％、使用者側では、「満足している」が 45.1％、

「どちらともいえない」が 45.9％、「満足していない」が 9.0％となる。 

労働者側では「満足している」の回答が使用者側よりやや多い。 

 

図 26-1 裁判所職員の全般的評価（労働者票） 
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図 26-2 裁判所職員の全般的評価（使用者票） 
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問 27 自分側弁護士の印象 

 

 問 27 では、労働審判手続で弁護士を依頼した当事者に対して、その（自分側の）弁護士

に対する印象を、11 項目について尋ねた。 

 項目によって違いがあるが、｢弁護士を依頼しなかった｣の回答が、労働者側で 19％程度、

使用者側で 9％程度ある。 

｢弁護士を依頼しなかった｣をはずして再集計すると（図 27-1 および図 27-2 はこの再集

計結果を示している）、労働者側、使用者側とも、自分が依頼した弁護士に対する評価は全

般的に高い。労働者側、使用者側とも、全ての項目で「そう思う」（「④権威的・威圧的だ

った」は「そう思わない」）の肯定的な評価が 7割を超えた。 

とくに肯定的な評価が多かったのは、労働者側では「①その弁護士は、あなたの味方に

なってくれた」（94.4％）、「②あなたの言い分を十分に聞いてくれた」（91.6％）、使用者側

では、「①その弁護士は、あなたの味方になってくれた」（94.6％）、「②あなたの言い分を

十分に聞いてくれた」（95.2％）、「③信頼できる人物だった」（93.4％）、「⑤あなたに対し

てていねいに接してくれた」（93.9％）の各項目で、いずれも「そう思う」が 9割を超えて

いる。 
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図 27-1 自分側弁護士の印象（労働者票） 
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図 27-2 自分側弁護士の印象（使用者票） 
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問 28 自分側弁護士の全般的評価 

 

 問 28 では、依頼した（自分側の）弁護士の全般的な評価を尋ねた。 

｢弁護士を依頼しなかった｣の回答が、労働者側で 18.0％、使用者側で 7.9％あった。 

｢弁護士を依頼しなかった｣をはずして再集計すると（図 28-1 および図 28-2 はこの再集

計結果を示している）、労働者側は、依頼した弁護士に「満足している」が 84.0％、「どち

らともいえない」が 4.4％、「満足していない」が 11.6％、使用者側は「満足している」が

82.9％、「どちらともいえない」が 7.9％、「満足していない」が 9.1％であった。 

労働者側、使用者側とも、依頼した弁護士に対する満足が高い状況がうかがわれる。 

 

図 28-1 自分側弁護士の全般的評価（労働者票） 
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図 28-2 自分側弁護士の全般的評価（使用者票） 
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問 29 相手側弁護士の印象 

 

 問 29 では、相手側の弁護士に対する印象を、8項目について尋ねた。 

項目によって違いがあるが「相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった」の回答が、

労働者側で 25％程度、使用者側で 34％程度あった。 

「相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった」をはずして再集計すると（図 29-1 お

よび図 29-2 はこの再集計結果を示している）、相手側弁護士に対する評価は、労働者側、

使用者側とも、否定的評価が多い傾向が見られる。 

「そう思わない」の否定的評価が
．．．．．．．．．．．．．．

、労働者側では、「⑤法律上の問題点をわかりやすく説

明していた」（70.5％）、「①あなた側の言い分を十分に聞いてくれた」（67.1％）、「②信頼

できる人物だった」（59.3％）、「⑥法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かってい

た」（56.4％）、「⑧手続を適正に進めようとしていた」（50.2％）の 5 項目で 5 割を超えて

いる。使用者側でも、「①あなた側の言い分を十分に聞いてくれた」（66.9％）、「⑤法律上

の問題点をわかりやすく説明していた」（59.5％）、「②信頼できる人物だった」（56.2％）

の 3項目で、否定的評価が 5割を超えている。 

 全体として否定的な評価が多い中で、比較的肯定的な評価が多かったのは、「⑦相手側の

弁護士は、手続を迅速に進めようとしていた」の項目であり、労働者側で 28.1％、使用者

側で 40.8％が「そう思う」と回答している。 
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図 29-1 相手側弁護士の印象（労働者票） 
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図 29-2 相手側弁護士の印象（使用者票） 
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問 30 労働審判手続の終結形態 

 

 問 30 では、労働審判手続がどのような形で終結したかを尋ねた。 

労働者側では、「調停が成立した」が 81.9％、「労働審判が告知された」が 16.8％、「終

わり方がどちらかわからない」が 1.3％、使用者側では、「調停が成立した」が 84.4％、「労

働審判が告知された」が 14.5％、「終わり方がどちらかわからない」が 1.1％である。 

 裁判所の統計によれば、2010 年の労働審判手続事件の終局事由別の内訳は、既済件数

3,436 件中、労働審判が 17.9％、調停成立が 70.8％、24 条終了が 3.5％、取下げが 7.0％、

却下・移送等が 0.8％である（最高裁判所事務総局行政局「平成 22 年度労働関係民事・行

政事件の概況」法曹時報 63 巻 8 号〔2011 年〕82 頁、第 11 表参照）。本調査の対象は労働

審判および調停成立で終局した事件であるため、労働審判および調停成立で終了した事件

（3,047 件）に限ってその内訳を見ると、労働審判で終了した事件が 20.2％、調停成立で

終了した事件が 79.8％である。裁判所の統計と本調査の回答結果を比較すると、終結形態

に関して大きな偏りはないといえる。 

 

図 30-1 労働審判手続の終結形態（労働者票） 
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図 30-2 労働審判手続の終結形態（使用者票） 
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問 30 付問１ 労働審判への異議申し立て 

 

 問 30 で「労働審判が告知された」と回答した当事者に対して、問 30 付問 1 では、労働

審判に対して異議申し立てがあったかどうかを尋ねた。 

 労働者側では、「自分の側だけが申し立てた」が 22.4％、「相手の側だけが申し立てた」

が 44.9％、「双方が申し立てた」が 0.0％、「双方とも申し立てなかった｣が 22.4％、「わか

らない」が 10.2％、使用者側では、「自分の側だけが申し立てた」が 30.8％、「相手の側だ

けが申し立てた」が 19.2％、「双方が申し立てた」が 7.7％、「双方とも申し立てなかった｣

が 34.6％、「わからない」が 7.7％である（図 30-3）。 

「自分の側だけが申し立てた」「相手の側だけが申し立てた」「双方が申し立てた」を合

計した異議申し立ての比率（異議率）は、労働者側の回答で 67.3％、使用者側の回答で 57.7％

である。裁判所の統計によれば、2010 年の労働審判手続事件における労働審判に対する異

議率は 59.4％であるので（前掲、最高裁判所事務総局行政局「平成 22 年度労働関係民事・

行政事件の概況」82 頁、第 11 表参照）、本調査の回答では、労働者側で、異議率が少し高

めの数字となっている。 

なお、労働者側と使用者側のどちらが異議を申し立てたかについては、①労働者票の「自

分の側だけが申し立てた」と「双方が申し立てた」の合計、および、使用者票の「相手の

側だけが申し立てた」と「双方が申し立てた」の合計が、それぞれ労働者側による異議率

を示し、②労働者票の「相手の側だけが申し立てた」と「双方が申し立てた」の合計、お

よび、使用者側の「自分の側だけが申し立てた」および「双方が申し立てた」の合計が、

それぞれ使用者側による異議率を示している。①の労働者側による異議率は、労働者票で

22.4％、使用者票で 26.9％であり、②の使用者側による異議率は、労働者票で 44.9％、使

用者票で 38.5％である。いずれの回答でも、使用者側による異議率の方が高くなっている。 

 

 

図 30-3 労働審判への異議申し立て（労働者票・使用者票） 
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問 30 付問 2 調停不成立の理由 

 

 問 30 で「労働審判が告知された」と回答した当事者に対して、問 30 付問 2 では、その

労働審判手続が調停で解決しなかった理由を尋ねた。 

労働者側では、「相手側（使用者側）が調停案を拒んだから」（54.3％）、「相手側（使用

者側）が譲歩しなかったから」（50.0％）が多い。 

これに対して、使用者側では、「自分の会社・団体の側が正しいことをもっとはっきりさ

せたかったから」（54.2％）、「事実関係をもっとはっきりさせたかったから」（50.0％）、「審

判官や審判員にもっと調べてもらいたかったから」（37.5％）の回答が多い。その他、「調

停の進め方が不公正・不公平だったから」（29.2％）、「審判官や審判員が自分の会社・団体

の側の話を十分に聞いてくれなかったから」（25.0％）、「労働審判委員会（審判官・審判員）

の公的な判断が欲しかったから」（20.8％）などの理由も、使用者側において比較的多く選

択されている。 

労働者側と使用者側とでは、労働審判手続が調停で解決しなかった理由について異なっ

た回答の傾向が見られる。 

 

 

図 30-4 調停不成立の理由（労働者票・使用者票） 
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問 31 調停・審判の内容理解 

  

 問 31 では、調停ないし審判の内容を十分理解できていると思うかどうかを尋ねた。 

労働者側では、「理解できている」が 82.6％、「どちらともいえない」が 8.9％、「理解で

きていない」が 8.6％、使用者側では、「理解できている」が 72.0％、「どちらともいえな

い」が 11.5％、「理解できていない」が 16.5％であった。「内容を知らない」の回答は、労

働者側、使用者側とも１人もいなかった。 

全体として、労働者側、使用者側とも、調停ないし審判の内容を「理解できている」の

回答が多い。 

 

  

 

図 31 調停・審判の内容理解（労働者票・使用者票） 
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問 32 労働者側が得た権利・地位 

 

 問 32 は労働者側が得た権利・地位に関する質問である。労働者票では、調停ないし審判

の結果、自分側（労働者側）
．．．．．．．．．

がどのような権利や地位を得たかを尋ね、使用者票では、調

停ないし審判の結果、相手側（労働者側）
．．．．．．．．．

がどのような権利や地位を得たかを尋ねた。 

労働者側、使用者側とも、労働者側が得た権利や地位として「解決金などの金銭の支払

い」の回答が多い（労働者票で 95.0％、使用者票で 89.2％）。これに対して、労働者側が

「その会社で働く権利や地位（復職など）」を得たとの回答は、労働者側の回答で 4.0％、

使用者側の回答で 4.3％である。 

そのほか、労働者側の回答では、「その他の権利や地位」の回答が 7.9％ある。自由記述

を見ると、懲戒解雇の撤回や、解雇を会社都合退職に切り替えたなどの内容が多い。 

 労働者側に「認められた権利や地位はない」の回答は、労働者側の回答で 3.3％、使用者

側の回答で 4.9％である。 

 

 

図 32 労働者側が得た権利・地位 
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問 32 付問 解決金などの金銭支払いの金額 

  

 問 32 本問で労働者側が「解決金などの金銭の支払い」を求める権利や地位を得たと回答

した者に対して、問 32 付問で、その金額を尋ねた。 

該当者のうち具体的な金額を回答した者は、労働者側で 96.8％、使用者側で 96.2％であ

る。これに対して、「わからない」の回答は、労働者側で 1.1％、使用者側で 0.6％、「答え

たくない」の回答は労働者側で 2.1％、使用者側で 3.1％であった。労働者側、使用者側と

も、具体的金額の回答拒否は少なかった。 

回答の結果について、代表値をみると、労働者側では、最小値が 3万円、最大値が 1,468

万円、平均値が 144.9 万円、中央値が 100 万円、使用者側では、最小値が 10 万円、最大値

が 1,500 万円、平均値が 139.7 万円、中央値が 100 万円である。ただし、回答の分布をみ

ると、図 32-2 および図 32-3 が示すように、具体的な金額は、労働者側、使用者側の回答

とも、広い範囲に分布している。 
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図 32-2 「解決金など金銭の支払い」の金額（全体）（労働者票） 
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図 32-3 「解決金など金銭の支払い」の金額（全体）（使用者票） 
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問 33 労働者側が負った義務（労働者票）、使用者側が得た権利・地位（使用者票） 

 

 問 33 は、労働者票と使用者票とで異なった内容を尋ねている。労働者票では、調停ない

し審判の結果、自分（労働者側）が相手側（使用者側）に対して負った義務
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を尋ね、使用

者票では、自分側（使用者側）が得た権利や地位
．．．．．．．．．．．．．．．．．

を尋ねた。 

 労働者票で労働者側が負った義務については、「相手側に対して負った義務はない」が

72.4％で最も多く、次いで、「その他の約束や措置」が 19.8％、「何かの行為を行う義務」

が 6.1％、「何かの金銭を支払う義務」が 0.7％である（図 33-1）。自由記述を見ると、「何

かの行為を行う義務」の具体的内容は、「解決内容の口外禁止」「守秘」「本件申立てに係る

その余の請求を放棄」のほか、「退社手続をとること」、「制服、マニュアルの返還」「ID カ

ードの返還」等の記載があった。「何かの金銭を支払う義務」の具体的内容は、「手数料は

各自負担」等の記載があった。「その他の約束や措置」の具体的内容は、主に「調停内容の

口外禁止」「守秘」であり、そのほか、「今後一切の請求をしない」と記載されている例も

あった。 

使用者票で使用者側が得た権利や地位としては、「相手側（労働者）を退職扱いとするこ

と」が 52.2％と最も多く、次いで、「自分の会社・団体に認められた権利や地位はない」が

24.7％、「その他」が 14.3％、「相手側（労働者）に金銭を支払う義務がないこと」が 9.3％

の順であった（図 33-2）。自由記述を見ると、使用者側が得た「その他」の権利や地位の具

体的内容としては、「ほかには一切請求できないことの確認」「雇用の実態は無いことの確

認」「パワハラの事実がなかったことの確認」等のほか、「退職金規定についてのこちら側

（＝使用者側）の主張を認めさせた」「役員の辞任、株の返還」「情報・データの使用・流

出の禁止」などが記載されている例もあった。 
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図 33-1 労働者側が負った義務（労働者票） 
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図 33-2 使用者側が得た権利・地位（使用者票） 
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問 34 結果の有利・不利 

 

 問 34 では、調停ないし審判の結果は、全体として有利なものであったか不利なものであ

ったかを尋ねた。 

労働者側では、「有利」が 61.2％、「中間・どちらともいえない」が 14.5％、「不利」が

24.3％（図 34-1）、これに対して、使用者側では、「有利」が 26.6％、「中間・どちらとも

いえない」が 20.7％、「不利」が 52.7％であった（図 34-2）。 

労働者側では｢有利｣の回答が多く、使用者側では｢不利｣の回答が多いという違いが見ら

れた。 

 

図 34-1 結果の有利・不利（労働者票） 

有利・

やや有利

61.2%中間・

どちらとも

いえない

14.5%

不利・やや不利

24.3%

 
図 34-2 結果の有利・不利（使用者票）
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問 35 調停・審判の結果の評価 

  

 問 35 では、調停ないし審判の結果についての評価を、9項目について尋ねた。 

労働者側（図 35-1）では、9 項目中 8 項目で「そう思う」の回答が 5 割を超えており、

とくに「⑨同じような問題で困っている知人がいたら、労働審判手続で問題を解決するよ

うに勧める」では、74.7％が「そう思う」と回答している。「⑥裁判所における調停や審判

の結果なので実現が大いに期待できる」（61.3％）および「⑧将来、同じような問題状況を

かかえた場合、再び労働審判手続で問題を解決しようと思う」（61.2％）の 2 項目も、「そ

う思う」の回答が 6割を超えている。 

 これに対して、使用者側の回答では、全般的に「そう思う」の回答は少なく、上位 2 項

目の「③今回の結果は法律上の権利・義務をふまえている」（42.5％）および「⑥裁判所に

おける調停や審判の結果なので実現が大いに期待できる」（41.2％）でも 4割程度にとどま

っている（図 35-2）。 

 調停ないし審判の結果についての評価を労働者側と使用者側とで比較すると、労働者側

で全般的に評価が高く、使用者側では全般的に低いという違いが見られる。 
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図 35-1 調停・審判の結果の評価（労働者票） 
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図 35-2 調停・審判の結果の評価（使用者票） 
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問 36 労働審判手続の結果に対する満足 

 

 問 36 では、今回の労働審判手続の結果にどの程度満足しているか尋ねた。 

労働者側では、「満足している」が 59.5％、「どちらともいえない」が 7.2％、「満足して

いない」が 33.2％であったのに対して（図 36-1）、使用者側は、「満足している」が 35.5％、

「どちらともいえない」が 12.0％、「満足していない」が 52.5％であった（図 36-2）。 

労働者側では約 6 割が結果に「満足している」のに対して、使用者側は結果に「満足し

ていない」との回答が 5 割を超えている。労働者側の回答と使用者側の回答では、結果に

対する満足に大きな違いがあることが明らかになった。 

 

図 36-1 労働審判手続の結果に対する満足（労働者票） 
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図 36-2 労働審判手続の結果に対する満足（使用者票） 
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問 37 労働審判手続の特徴についての意見 

  

 問 37 では、今回の経験に照らして、労働審判制度の特徴がどのくらい重要と思うかを、

11 項目について尋ねた。 

全体として、労働者側、使用者側とも、肯定的な意見が多い傾向が見られる（図 37-1、

図 37-2）。労働者側では、11 項目中 9 項目で「重要だと思う」の回答が 7 割を超え、使用

者側でも 11 項目中 6 項目で 7 割を超えている。逆に、「重要だと思う」の回答が 5 割をき

った項目は、労働者側、使用者側とも、1つもない。 

労働者側、使用者側ともにとくに「重要だと思う」の回答が多かったのは、「①裁判所で

行なわれる手続であること」（労働者側で 92.5％、使用者側で 80.1％）、「⑦当事者本人が

口頭で事情を説明すること」（労働者側で 83.6％、使用者側で 82.0％）である。 

そのほか、労働者側でとくに肯定的な評価が多かった項目としては、「②法的な権利関係

をふまえた制度であること」（労働者側が 93.5％、使用者側が 73.9％）、「④手数料が裁判

（訴訟）の半額程度であること」（労働者側が 80.3％、使用者側が 50.3％）、「⑤労使双方

から選ばれた労使関係に関する専門的な知識や経験を有する審判員が手続に参加するこ

と」（労働者側が 83.9％、使用者側が 66.1％）がある。 

他方、「⑥手続が原則として非公開であること」は、わずかながら、使用者側で肯定的な

回答が多かった（労働者側が 59.9％、使用者側が 64.5％）。 
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図 37-1 労働審判手続の特徴についての意見（労働者票） 
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図 37-2 労働審判手続の特徴についての意見（使用者票） 
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問 37 付問 労働審判手続の特徴についての意見（最も重要な特徴） 

  

 問 37 付問では、今回の経験に照らして、労働審判制度のもつ特徴のうち、最も重要と思

われるものを 1つ選択してもらった。 

労働者側、使用者側ともに、労働審判が「①裁判所で行われる手続きであること」が最

も重要だと考える回答者が多く、労働者側で 20.4%、使用者側で 17.6％であった。また、「③

3回以内の期日で終了すること」を最も重要だと考える回答者も、労働者側で 13.8%、使用

者側で 12.1％と多かった。 

一方、労働者側と使用者側で違いがあるものも見られ、「②法的な権利関係をふまえた制

度」であることを最も重要だと考える回答者は、労働者側では 21.1％いるのに対して、使

用者側では 10.4％であった。逆に、「⑩裁判（訴訟）の判決に比べて、事件の実情や当事者

の事情に応じた柔軟な解決が可能であること」を最も重要だと考える回答者は、使用者側

では 15.9％いるのに対し、労働者側では 8.9％であった。 

 

 

図 37-3 労働審判手続の特徴についての意見（最も重要な特徴）（労働者票・使用者票） 
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問 38 労働審判手続終了後の労働者の在職状況 

 

 問 38 では、労働審判手続終了後の、労働者の在職状況を尋ねた。 

労働者側では、「（雇用関係の有無に争いはなく）退職していた」が 69.8％、「雇用関係の

有無について争っていた」が 23.0％、「（雇用関係の有無に争いはなく）在職していた」が

5.9％、「そもそも雇用関係がなかった（派遣など）」が 1.3％であった。使用者側では、「（雇

用関係の有無に争いはなく）退職していた」が 83.6％、「雇用関係の有無について争ってい

た」が 6.6％、「（雇用関係の有無に争いはなく）在職していた」が 7.1％、「そもそも雇用

関係がなかった（派遣など）」が 2.7％であった。 

労働審判手続申し立て当時の労働者の在職状況(前出、A票問 5、B票問 5C)と比較すると、

労働者側の回答では、「雇用関係の有無について争っていた」および「（雇用関係の有無に

争いはなく）在職していた」が減少し、「（雇用関係の有無に争いはなく）退職していた」

が増加している。「そもそも雇用関係がなかった（派遣など）」は変化がない。使用者側の

回答でも、「雇用関係の有無について争っていた」および「（雇用関係の有無に争いはなく）

在職していた」が減少し、「（雇用関係の有無に争いはなく）退職していた」が増加してい

る。「そもそも雇用関係がなかった（派遣など）」は大きな変化がない。 

 

 

図 38 労働審判手続終了後の労働者の在職状況（労働者票・使用者票） 
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問 39 手続終了後の職場・事業者の変化 

 

 問 39 では、労働審判手続終了後の職場・事業者の変化について尋ねた。 

 労働者側は、問 38 で「（雇用関係の有無に争いはなく）在職していた」に回答した当事

者だけを対象とした質問であるが、「わからない」の回答が多い。また、労働者側では、い

ずれの項目でも、「とくに検討されていない」の回答が多い（図 39-1）。 

 使用者側では、「①労働時間管理の適正化などのコンプライアンス（法令遵守）の重視」

および「②就業規則の改訂などの人事管理制度の変更」の 2項目で「実施した」および「検

討中である」の合計の数字が 6割を超え、「⑥現場の意向聴取、個人面接など、職場コミュ

ニケーション施策」も「実施した」および「検討中である」の合計の数字が 5 割を超えて

いる。これに対して、「⑤管理職への研修」は、「実施した」および「検討中である」をあ

わせても 4割を少し超える程度、「④人事管理担当者の配置などの人事管理体制の整備」は

3割程度、「②関係する職場の管理職の異動などの人事異動」は 2割程度である（図 39-2）。 
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図 39-1 手続終了後の職場・事業者の変化（労働者票） 
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図 39-2 手続終了後の職場・事業者の変化（使用者票） 
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労働者 F1・F2・F3 性別、年齢、最終卒業学校 

  

 労働者側には、性別（F1）・年齢（F2）・最終卒業学校（F3）を尋ねた。 

 性別は、男性が 62.9％、女性が 37.1％で、男性の回答者が多い（図 F-1）。 

 年齢は、20 歳未満が 0.3％、20 歳台が 8.5％、30 歳台が 28.7％、40 歳台が 32.2％、50

歳台が 16.6％、60 歳台が 12.4％、70 歳以上が 1.3％で（図 F-2）、30 歳代および 40 歳代で

全体の 6割を占める。 

 最終卒業学校は、中学校卒が8.2％、高等学校卒が31.4％、専修学校・各種学校卒が12.7％、 

短大（高専を含む）卒が 7.8、大学・大学院卒が 39.9％、その他が 0％である（図 F-3）。

  

 

図 F-1 性別（労働者票）            図 F-2 年齢（労働者票） 

 

 

図 F-3 最終卒業学校（労働者票） 
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労働者票 F4・使用者票問 5A 問題発生時の労働者の働き方 

 

 労働者票 F4 および使用者票問 5A では、労働審判の原因となった問題が発生した当時の

労働者の働き方（従業上の地位）を尋ねた。労働者票（F4）では回答者は自分について回

答し、使用者票（問 5A）では相手側について回答する形になる。 

労働者側の回答では、「正規の職員・従業員」が 74.4％と最も多く、以下、「パート」が

8.1％、「契約社員」が 7.8 ％、「アルバイト」が 5.5％、「嘱託」が 1.9％、「派遣社員」が

1.3％、「その他」が 1.0％の順である。使用者側の回答では、「正規の職員・従業員」が 65.0％

と最も多く、以下、「パート」が 9.6％、「契約社員」が 9.6％、「その他」が 6.2％、「アル

バイト」が 4.5％、「嘱託」が 4.0％、「派遣社員」が 1.1％の順である。労働者側、使用者

側の回答とも、労働審判の原因となった問題が発生した当時の労働者の働き方としては「正

規の職員・従業員」が多い。 

図 F-4 には、労働者側、使用者側の回答のほか、総務省「労働力調査」（詳細集計 2010

年、年平均値）の第 2 表に基づく従業上の地位（「役員を除く雇用者」）の内訳の数値もあ

わせて掲載している（なお、本調査の調査票では、「契約社員」と「嘱託」を別に聞いてい

るが、図 F-4 では、労働力調査の区分に合せて、両者を 1つにまとめている）。労働力調査

における従業上の地位の数値は非農林業従業者に対して集計されており、本調査とは対象

が異なるため、厳密な比較はできないが、その点を留保した上で労働力調査と本調査の回

答結果を比較すると、「正規の職員・従業員」は、労働者票では、本調査の回答が労働力調

査の数字よりも多く、使用者票の回答では、労働力統計とほぼ同じ水準ある。「契約社員・

嘱託」は、労働者票、使用者票とも、本調査の回答が労働力調査よりも多く、逆に、「パー

ト」「アルバイト」「派遣社員」は、労働者票、使用者票とも、労働力調査よりも少ない傾

向が見られる。 

 

図 F-4 問題発生時の労働者の働き方（労働者票・使用者票・労働力調査） 
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1.0%
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8.1%

74.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

７その他

６派遣社員

４，５契約社員・嘱託

３アルバイト

２パート

１正規の職員・従業員

労働者票

使⽤者票

労働⼒調査（2010年詳細集計）

 

（注）労働力調査の区分に合わせて、「契約社員」および「嘱託」を 1つにまとめている。
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労働者票 F4 付問 1・使用者票問 5B 問題発生時の労働者の役職 

 

労働者票 F4 付問 1 および使用者票問 5B では、労働審判の原因となった問題が発生した

当時の労働者の役職を尋ねた。労働者票（F4 付問 1）では回答者は自分について回答し、

使用者票（問 5B）では相手側について回答する形となる。 

労働者側の回答では、「役職にはついていない」が 62.6％と最も多く、以下、「職長、班

長、組長などの現場監督職」が 9.2％、「部長・次長クラスの管理職」が 8.9％、「その他」

が 8.5％、「課長クラスの管理職」が 6.9％、「係長クラスの管理職」が 3.9％である。 

使用者側の回答でも、「役職にはついていない」が 62.6％と最も多く、以下、「その他」

が 16.1％、「部長・次長クラスの管理職」が 6.9％、「職長、班長、組長などの現場監督職」

が 6.3％、「課長クラスの管理職」が 5.7％、「係長クラスの管理職」が 2.3％である。 

 この回答結果からは、本調査の回答者の 3 分の 2 が無役職者であるが、他方で、現場監

督職や課長・係長クラスの管理職と並んで、部長・次長クラスの上級管理職も一定程度含

まれていることがわかる。 

  

 

 

図 F-5 問題発生時の労働者の役職（労働者票・使用者票） 

16.1%

62.6%

6.3%

2.3%

5.7%
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労働者票

使⽤者票
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労働者票 F4 付問 2・使用者票 F1 会社・団体の業種 

 

 労働者票 F4 付問 2・使用者票 F1 では、労働審判手続の当事者である会社・団体の業種を

尋ねた。労働者票（F4 付問 2）では回答者は相手側の会社・団体について回答し、使用者

票（F1）では自分の会社・団体について回答する形となる。 

 労働者側の回答では、「その他サービス業」（18.8％）が最も多く、次いで、「卸売業・小

売業」（13.9％）、「製造業」（12.6％）、「医療、福祉」（8.7％）、「運輸業、郵便業」（8.4％）、

「宿泊業、飲食サービス業」（7.8％）、「情報通信業」（7.8％）「建設業」（7.4％）の順に多

い。 使用者側の回答では、「卸売業・小売業」（19.5％）が最も多く、次いで、「その他サ

ービス業」（15.1％）、「情報通信業」（9.7％）、「製造業」（9.2％）、「建設業」（8.6％）、「運

輸業,郵便業」（8.1％）、「医療,福祉」（7.0％）の順に多い。全体として、「その他サービス

業」「卸売業・小売業」の比率が高い状況がうかがわれる。 

図 F-6 には、労働者側、使用者側の回答のほか、総務省「労働力調査」（基本集計 2010

年、年平均値）の第 9 表に基づく産業別雇用者数の内訳の数値もあわせて掲載している。

厳密な比較ではないが、労働力調査と本調査の回答結果を比較すると、「その他サービス業」

「情報通信業」「運輸業、郵便業」では、労働者票、使用者票とも、本調査の回答が労働力

調査よりも多く、逆に、「製造業」「医療、福祉」では、労働者票、使用者票とも、労働力

調査よりも少ない傾向が見られる。「卸売業・小売業」については、労働者票では労働力調

査よりも少なく、使用者票では労働力調査よりも多い。なお、公務員法の適用者は労働審

判手続を利用できないものとされているため、本調査では｢公務｣のケースはない。 

 

図 F-6 会社・団体の業種（労働者票・使用者票・労働力調査） 
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労働⼒調査（2010年基本集計）
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労働者票 F4 付問 3・使用者票 F3 会社・団体の従業員規模 

 

 労働者票 F4 付問 3 および使用者票 F3 では、労働審判手続の当事者である会社・団体の

従業員規模を尋ねた。労働者票（F4 付問 3）では回答者は相手側の会社・団体について回

答し、使用者票（F3）では自分側の会社・団体について回答する形となる。 

 労働者側の回答では、「10～29 人」（25.3％）が最も多く、次いで、「30～99 人」（21.8％）、

「10 人未満」（18.8％）、「100～299 人」（14.6％）の順に多い。従業員 30 人未満の小規模

な会社・団体が全体の約 44％を占め、従業員 100 人未満で区切ると、全体の 66％に及ぶ。

一方、従業員 1,000 人以上の規模の大きな企業も約 1割ある。 

 使用者側の回答では、「30～99 人」（20.0％）が最も多く、次いで、「10 人未満」（18.4％）、

「10～29 人」（16.2％）、「100～299 人」（15.1％）の順に多い。従業員 30 人未満の小規模

な会社・団体が全体の約 35％を占め、従業員 100 人未満で区切ると、全体の約 55％に及ぶ。

一方、従業員 1,000 人以上の規模の大きな企業も約 15％ある。 

 図 F-7 には、労働者側、使用者側の回答のほか、総務省「労働力調査」（基本集計 2010

年、年平均値）の第 9 表に基づく従業員規模別雇用者数の内訳の数値もあわせて掲載して

いる。なお、本調査の調査票では、「10 人未満」「10～29 人」「30～99 人」「100～299 人」「300

～499 人」「500～999 人」「1,000～2,999 人」「3,000 人以上」「わからない」のカテゴリー

で聞いているが、図 F-7 では、労働力調査の区分に合せて、「100～299 人」および「300～

499 人」を「100～499 人」に、「1,000～2,999 人」および「3,000 人以上」を「1,000 人以

上」に、それぞれ統合している。また、本調査では従業員規模について官公庁のカテゴリ

ーを立てていないことに対応し、労働力調査の数字については、「官公」を外した合計に対

する各従業員規模の比率を示している。 

厳密なものではないが、労働力調査と本調査の回答結果を比較すると、従業員規模「10

人未満」「10～29 人」「30～99 人」については、労働者票、使用者票とも、本調査の回答が

労働力調査よりも多く（とくに労働者側の回答では「10～29 人」が非常に多くなっている）、

逆に、「1000 人以上」については、労働者票、使用者票とも、労働力調査よりも少ない傾向

が見られる。全体として、労働力調査に比べて、本調査の回答者には、比較的規模の小さ

い会社・団体が多い傾向がうかがわれる。 
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図 F-7 会社・団体の従業員規模（労働者票・使用者票・労働力調査） 
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労働⼒調査（2010年基本集計）

 

 

（注）労働力調査の区分に合わせて、本調査の「100～299 人」および「300～499 人」を「100～ 

499 人」に、「1,000～2,999 人」および「3,000 人以上」を「1000 人以上」に、それぞれ統合 

している。 
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使用者票 F2 会社の資本金 

 

 使用者票の F2 では、労働審判手続の当事者である会社・団体に資本金を尋ねた。これは

使用者票のみの質問である。 

 回答の結果は、会社・団体の資本金は、「1億円以上」が 28.6％と最も多く、次いで、「1,000

～3,000万円未満」（26.9％）、「300～1,000万円未満」（17.6％）、「5,000～1億円未満」（10.4％）、

「3,000～5,000 万円未満」（6.6％）、「300 万円未満」（5.5％）の順である。「資本金なし」

も 4.4％あった。 

 前出の会社・団体の従業員規模（労働者票 F4 付問 3・使用者票 F3）の質問では、比較的

規模の小さい会社・団体が多い傾向が見られたのに対して、資本金については、最も高額

のカテゴリーである「1億円以上」が多いという結果であった。 

図 F-8 には、使用者側の回答のほか、総務省｢平成 21 年経済センサス(基礎調査)｣の「企

業等に関する集計」第 7 表に基づく資本金階級別企業数（2009 年 7 月 1 日現在）もあわせ

て掲載している（図中の％は資本金が確認できる企業数の合計に対する各カテゴリーの比

率）。経済センサスの集計には「資本金なし」のカテゴリーがないため厳密な比較はできな

いが、経済センサスと本調査の回答結果を比較すると、資本金が高い「1億円以上」「5,000

～1 億円未満」「3,000～5,000 万円未満」では、経済センサスより多く、逆に、資本金が低

い「300～1,000 万円未満」「1,000～3,000 万円未満」では、経済センサスより少ない傾向

が見られる。 

 

図 F-8 会社の資本金（使用者票） 
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（注）経済センサスの集計には、「資本金なし」のカテゴリーはない。 

-99-



労働者票 F5・使用者票 F4 会社・団体の労動組合の有無、組合への所属 

 

 労働者票 F5 および使用者票 F4 では、労働審判の原因となった問題が起こった当時、会

社・団体に労働組合があったかどうかを尋ねた。 

 労働者側の回答では、「はい」が 12.3％、「いいえ」が 84.5％（図 F-9）、使用者側の回答

では、「はい」が 18.9％、「いいえ」が 81.1％であった（図 F-10）。 

 労働者側にはさらに、「はい」と回答した者に対して、組合員だったかどうかを尋ねた（F5

付問）。回答の内訳は、「組合員だった」が 42.1％、「組合員ではなかった」が 57.9％であ

った。労働者側のうち、会社・団体に労働組合が存在し、自ら組合員であったとの回答は、

有効回答の 5.2％（309 人中 16 人）である。 

 

図 F-9 会社・団体の労働組合の有無、組合への所属（労働者票） 
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図 F-10 会社・団体の労働組合の有無（使用者票） 

はい

18.9%

いいえ

81.1%

 

-100-



労働者票 F7・使用者票 F6 過去の裁判・調停の経験の有無 

 

 労働者票 F7 および使用者票 F6 では、今回の労働審判手続事件以外に、労働関係の紛争

であるかどうかを問わず、裁判や調停の経験はあるかどうかを尋ねた。 

 労働者側の回答では、「ある」が 15.7％、「ない」が 84.3％、使用者側の回答では、「あ

る」が 42.1％、「ない」が 57.9％であった。使用者側で、過去に裁判・調停を経験してい

る比率が高い。 

 

 

図 F-11 過去の裁判・調停の経験の有無（労働者票） 
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15.7%
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図 F-12 過去の裁判・調停の経験の有無（使用者票） 
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労働者票 F8 日本語以外に用いる言語 

 

 労働者票の F8 では、日常生活で（仕事を除く）、日本語のほかによく用いる言語がある

かどうかを尋ねた。外国人による労働審判手続の利用の状況を確認するための手がかりを

得るためである。 

 回答は、「ある」が 10.1％、「ない」が 89.9％である。自由記述の内容を見ると、「ある」

と回答した者が用いる言語は、英語が 23 人、中国語が 4人、韓国語が 1人、スペイン語が

1人、「英語、中国語」が 1人、「韓国語、中国語、英語」が 1人であった。 

 

 

図 F-13 日本語以外に用いる言語（労働者票） 
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労働者票 F6 労働者の年収 

 

 労働者票の F6 では、労働者に、①労働審判手続の原因となった問題が生じる（直）前の

年収、および、②現在の年収を尋ねた。 

 回答を見ると、まず①労働審判手続の原因となった問題が生じる（直）前の年収では、「200

～300 万円未満」が 25.9％と最も多く、次いで、「300～400 万円未満」（20.3％）、「400～500

万円未満」（13.1％）、「100～200 万円未満」（12.5％）、「500～600 万円未満」（8.9％）の順

である。「なし」は 0.3％である（図 F-14）。 

他方、②現在の年収では、「なし」が 41.7％で最も多く、次いで、「200～300 万円未満」

（15.2％）、「100～200 万円未満」（9.7％）、「100 万円未満」（8.3％）、「300～400 万円未満」

（8.3％）の順となる（図 F-15）。 

本調査において｢現在｣とは、労働審判手続が終結してから間もない時期であることを念

頭に置かなければならないが（労働審判手続が終了してから調査票を記入し終わるまでの

期間については、後出、労働者票 F10・使用者票 F8 参照）、労働者側の約 4割が、現在の年

収は「なし」と回答している。 
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図 F-14 問題発生前の年収（労働者票） 
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１０００〜１５００万円未満

９００〜１０００万円未満
８００〜９００万円未満
７００〜８００万円未満
６００〜７００万円未満
５００〜６００万円未満
４００〜５００万円未満
３００〜４００万円未満
２００〜３００万円未満
１００〜２００万円未満

１００万円未満
なし

 

 

 

図 F-15 現在の年収（労働者票） 
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２００〜３００万円未満
１００〜２００万円未満

１００万円未満
なし
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労働者票 F10・使用者票 F8 調査票の記入時期 

 

労働者票 F10 および使用者票 F8 では、調査票を記入し終わったのは労働審判手続が終了

したとき（調停が成立したとき、または、審判が告知されたとき）からおよそどのくらい

後であったかを尋ねた。 

労働者側では、最小値が 1 日、最大値が 120 日、平均値が 27.6 日、中央値が 20 日、使

用者側では、最小値が 2日、最大値が 110 日、平均値が 25.5 日、中央値が 20 日であった。 

回答の分布を、図 F-16、図 F-17 に示した。  

 

 

図 F-16 調査票の記入時期（労働者票） 
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図 F-17 調査票の記入時期（労働者票） 
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（参考）主要評価項目の結果一覧 

 

 参考に、労働審判手続（問 18）、審判官（問 20・問 21）、審判員（問 22～問 24）、裁判所

職員（問 25・問 26）、調停ないし審判の結果（問 35・問 36）の評価を一覧表形式にまとめ

ると、下のようになる。○印は、肯定的評価（「そう思う」「満足している」の回答）が 5

割以上だった項目、◎印は 7割以上だった項目である（ただし、「権威的・威圧的だった」

の項目のみは「そう思わない」の回答の比率である）。 

 

対象 評価項目 労働者側 使用者側

手 

続 

（
問
１
８
） 

労働審判手続の中で、自分の側の立場を十分に主張できた ○ ○ 

労働審判手続の中で、自分の側の証拠を十分に提出できた ◎ ○ 

相手側の主張・立証について十分に理解できた   

労働審判手続の一連の進み方は分かりやすかった ○ ○ 

労働審判の場で使われていた言葉は分かりやすかった ◎ ◎ 

結果はともあれ、手続の進み方は公正・公平だった ○ ○ 

今回の労働審判手続は、迅速に進められた ◎ ◎ 

今回の労働審判手続では、充実した審理が行なわれた   

審 

判 

官 

（
問
２
０
・
問
２
１
） 

中立的な立場で審理を行なった ◎ ○ 

あなたの言い分を十分に聞いてくれた ○ ○ 

信頼できる人物だった ○ ○ 

権威的・威圧的だった（「そう思わない」） ○ ○ 

あなたに対してていねいに接してくれた ◎ ◎ 

法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた ○ ○ 

法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた     

あなたの事件の審理のために十分な準備をしていた     

手続を適切に進めていた ◎ ○ 

審判員とよく協力していた ○ ○ 

全般的評価（審判官に満足している） ○ ○ 

審
判
員
Ａ 

（
問
２
２
・
問
２
４
） 

中立的な立場で審理を行なった ◎   

あなたの言い分を十分に聞いてくれた ○   

信頼できる人物だった ○   

権威的・威圧的だった（「そう思わない」） ◎ ○ 

あなたに対してていねいに接してくれた ◎ ○ 

法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた     

法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた ○    

あなたの事件の審理のために十分な準備をしていた     

審判官やもう１人の審判員とよく協力していた ○  ○ 

全般的評価（審判員Ａに満足している） ○   
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対象 評価項目 労働者側 使用者側

審
判
員
Ｂ 

（
問
２
２
・
問
２
４
） 

中立的な立場で審理を行なった ○ ○  

あなたの言い分を十分に聞いてくれた ○ ○  

信頼できる人物だった ○   

権威的・威圧的だった（「そう思わない」） ○ ◎ 

あなたに対してていねいに接してくれた ○ ○  

法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた     

法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた     

あなたの事件の審理のために十分な準備をしていた     

審判官やもう１人の審判員とよく協力していた ○   

全般的評価（審判員Ｂに満足している） ○    

裁
判
所
職
員 

（
問
２
５
・
問
２
６
）

中立的な立場で物事を処理していた ◎ ○ 

あなたの話すことをきちんと聞いてくれた ○ ○ 

あなたに対してていねいに接してくれた ◎ ○ 

権威的・威圧的だった（「そう思わない」） ○ ◎ 

効率的に仕事をしていた ○  

全般的評価（裁判所職員に満足している） ○  

結 

果 
（
問
３
５
・
問
３
６
） 

公平なものである ○  

労働関係の実情をふまえている ○  

法律上の権利・義務をふまえている ○  

当事者双方の事情を偏らずに考慮している ○  

当事者間の力の不均衡を是正している   

裁判所における調停や審判の結果なので実現が大いに期待できる ○  

具体的な事件の解決として適切である ○  

将来、同じような問題状況をかかえた場合、再び労働審判手続で

問題を解決しようと思う 
○  

同じような問題で困っている知人がいたら（会社・団体等があっ

たら）、労働審判手続で問題を解決するように勧める 
◎  

全般的評価（今回の調停ないし審判の結果に満足している） ○  
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Ⅲ 単純集計表 

 

１ Ａ票・単純集計表 

 

２ Ｂ票・単純集計表 





A票・単純集計表

問1

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 会社都合の解雇（整理解雇） 80 26.7
2 懲戒処分の解雇（懲戒解雇） 35 11.7
3 それ以外（1、2以外）の解雇 46 15.3
4 退職強要 68 22.7
5 雇止め（有期労働契約の更新拒否） 31 10.3
6 採用内定取消 3 1.0
7 試用期間中または試用期間満了時の本採用拒否 8 2.7
8 賃金（基本給、諸手当）不払い 81 27.0
9 残業代不払い 81 27.0
10 退職金不払い 41 13.7
11 解雇予告手当不払い 42 14.0
12 賃金など労働条件の引き下げ 47 15.7
13 配転・出向 13 4.3
14 セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 12 4.0
15 パワー・ハラスメント（パワハラ） 73 24.3
16 それ以外（14、15以外）のいじめ・いやがらせ 40 13.3
17 その他 17 5.7
有効回答者数 300
無回答 9
計 309

今回の労働審判手続は、どのような問題に関するものでしたか。選択肢の中からあてはまるものを
すべて選んで、番号に○をつけてください。

付問1    その問題が起こったのは、いつ頃でしたか。

年月 ケース数 ％ 年月 ケース数 ％
2000年11月 1 0.3 2009年02月 4 1.3
2005年05月 1 0.3 2009年03月 5 1.7
2006年02月 1 0.3 2009年04月 4 1.3
2006年04月 1 0.3 2009年05月 2 0.7
2006年11月 1 0.3 2009年06月 6 2.0
2007年04月 1 0.3 2009年07月 10 3.3
2007年06月 1 0.3 2009年08月 6 2.0
2007年09月 1 0.3 2009年09月 14 4.7
2007年11月 3 1.0 2009年10月 5 1.7
2008年01月 1 0.3 2009年11月 14 4.7
2008年04月 5 1.7 2009年12月 17 5.7
2008年05月 2 0.7 2010年01月 20 6.7
2008年06月 3 1.0 2010年02月 23 7.7
2008年07月 4 1.3 2010年03月 37 12.3
2008年08月 1 0.3 2010年04月 29 9.7
2008年09月 3 1.0 2010年05月 28 9.3
2008年10月 1 0.3 2010年06月 16 5.3
2008年11月 1 0.3 2010年07月 11 3.7
2008年12月 4 1.3 2010年08月 7 2.3
2009年01月 4 1.3 2010年09月 2 0.7

有効回答者数 300
無回答 9
計 309
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問2

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 （労働審判手続を）申し立てた側 304 99.3
2 申し立てられた側 2 0.7
有効回答者数 306 100.0

9 無回答 3
計 309

今回の労働審判手続でのあなたのお立場は次のどちらでしたか。選択肢の中からあてはまるもの
を１つ選んで、番号に○をつけてください。

問3　 今回の労働審判手続を裁判所に申し立てた（申し立てられた）のは、いつ頃でしたか。

年月 ケース数 ％
2009年02月 2 0.7
2009年06月 1 0.3
2009年09月 1 0.3
2009年10月 1 0.3
2009年12月 1 0.3
2010年01月 1 0.3
2010年02月 2 0.7
2010年03月 9 3.0
2010年04月 16 5.3
2010年05月 33 11.0
2010年06月 79 26.3
2010年07月 62 20.7
2010年08月 57 19.0
2010年09月 27 9.0
2010年10月 8 2.7
有効回答者数 300 100.0
無回答 9
計 309

問4

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択数 ％
1 月給（未払い分）など月当たりの請求 130 43.0
2 その他の定額の請求（残業代、退職金、損害賠償など） 238 78.8
3 金銭の支払いは求めていない（求められていない） 7 2.3
4 わからない 4 1.3

有効回答者数 302
無回答 7
計 309

今回の労働審判手続で、あなたが申立時に請求した金額はおおよそいくらでしたか。選択肢の中
からあてはまるものすべてに○をつけ、「１」「２」を選んだ場合は該当する欄に金額（万円）を記入
してください。金額について回答に迷う場合は、申立書の「労働審判を求める事項の価額」をお答
えください。

金額(万円)
ケース数 非該当 無回答 平均値 中央値 最小値 最大値

1
月給（未払い分）な
ど月当たりの請求

128 179 2 47.3 26 1 700

2
その他の定額の請
求（残業代、退職
金、損害賠償など）

238 71 0 323.2 220 3 2000
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問5

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 雇用関係の有無について争っていた 125 41.0
2 （雇用関係の有無に争いはなく）在職していた 39 12.8
3 （雇用関係の有無に争いはなく）退職していた 137 44.9
4 そもそも雇用関係がなかった（派遣など） 4 1.3

有効回答者数 305 100.0
9 無回答 4

計 309

今回の労働審判手続の申し立ての当時、あなたは相手側の会社や団体に在職していましたか。
選択肢の中からあてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。

問6

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 上司・管理職

ケース数 ％
1 とても相談しやすかった 5 1.9
2 どちらかといえば相談しやすかった 9 3.5
3 どちらともいえない 35 13.5
4 どちらかといえば相談しにくかった 23 8.9
5 とても相談しにくかった 187 72.2

有効回答者数 259 100.0
9 無回答 50

計 309

今回の労働審判手続の相手側の会社や団体に在職中、あなたは、次の人たちに相談しやすい環
境にありましたか。①～③について、どのくらい相談しやすかったか、それぞれについてあてはま
るものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。

② 社内の労働組合

ケース数 ％
1 とても相談しやすかった 5 1.7
2 どちらかといえば相談しやすかった 2 0.7
3 どちらともいえない 4 1.4
4 どちらかといえば相談しにくかった 4 1.4
5 とても相談しにくかった 22 7.6
6 該当するものがなかった 253 87.2

有効回答者数 290 100.0
9 無回答 19

計 309

③ 社内（企業グループ内）の苦情相談窓口

ケース数 ％
1 とても相談しやすかった 0 0.0
2 どちらかといえば相談しやすかった 2 0.7
3 どちらともいえない 3 1.1
4 どちらかといえば相談しにくかった 2 0.7
5 とても相談しにくかった 28 9.9
6 該当するものがなかった 249 87.7

有効回答者数 284 100.0
9 無回答 25

計 309
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問8

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

A あなた自身が直接、相手側と交渉しましたか

ケース数 ％
1 した 196 64.9
2 しなかった 106 35.1

有効回答者数 302 100.0
9 無回答 7

計 309

今回の労働審判手続を申し立てる（申し立てられる）前に､その問題を解決するために、相手側
（使用者）と交渉しましたか。ＡとＢのそれぞれについて、あてはまるものを１つ選んで、番号に○を
つけてください。

B 人や組織を介して、相手側と交渉しましたか

ケース数 ％
1 した 174 59.0
2 しなかった 121 41.0

有効回答者数 295 100.0
9 無回答 14

計 309

問9

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 労働局の行う相談窓口（「総合労働相談コーナー」など）を利用した 145 48.0
2 労働局の助言・指導の制度を利用した 76 25.2
3 労働局の紛争調整委員会の制度（あっせん）を利用した 62 20.5
4 労働委員会の紛争解決手続を利用した 15 5.0
5 以上の制度や手続を利用したことはなかった 110 36.4

有効回答者数 302
無回答 7
計 309

今回の労働審判手続を申し立てる（申し立てられる）前に､その問題を解決するために、労働局や
労働委員会の制度や手続を利用したことはありましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて
選んで、番号に○をつけてください。

問7

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 家族・親せき・個人的な知人に相談した 184 59.7
2 会社の同僚や知人に相談した 97 31.5
3 社内の労働組合に相談した 12 3.9
4 社外の労働組合に相談した 70 22.7
5 地方自治体の無料法律相談を利用した 86 27.9
6 弁護士事務所または弁護士会の法律相談を利用した 191 62.0
7 社会保険労務士（会）に相談した 34 11.0
8 法テラスのコールセンターや法律相談を利用した 101 32.8
9 その他の機関や専門家に相談した 21 6.8

10 以上の人や機関・専門家に相談したことはなかった 7 2.3
11 労働基準監督署に相談した 61 19.8
12 労働委員会に相談した 2 0.6
13 労働局に相談した 21 6.8
14 ハローワーク･職安に相談した 10 3.2
15 労働総合相談センター（都道府県･自治体の相談所等を含む）に相談した 8 2.6
16 その他の労働関係行政機関に相談した 2 0.6

有効回答者数 308
無回答 1
計 309

（注）

今回の労働審判手続を申し立てる（申し立てられる）前に､その問題を解決するために、次のような
人や機関・専門家に相談したことはありましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選んで、
番号に○をつけてください。

相談機関カテゴリーのうち、11（労働基準監督署）～16（その他の労働関係行政機関）は、調査終
了後の再コーディングの結果、追加された。
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問10

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 はい 250 81.2
2 いいえ 58 18.8
有効回答者数 308 100.0

9 無回答 1
計 309

今回の労働審判手続で、弁護士を依頼しましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけ
てください。

付問　 その弁護士に初めて相談したのはいつですか。

年月 ケース数 ％
2005年05月 1 0.4
2006年05月 1 0.4
2008年02月 1 0.4
2009年01月 2 0.8
2009年04月 2 0.8
2009年06月 1 0.4
2009年07月 1 0.4
2009年08月 4 1.6
2009年09月 2 0.8
2009年10月 6 2.4
2009年11月 5 2.0
2009年12月 5 2.0
2010年01月 10 4.1
2010年02月 24 9.8
2010年03月 24 9.8
2010年04月 41 16.7
2010年05月 39 15.9
2010年06月 36 14.7
2010年07月 28 11.4
2010年08月 9 3.7
2010年09月 2 0.8
2010年10月 1 0.4
有効回答者数 245 100.0
非該当 59
無回答 5
計 309

問11　

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 家族・親せき・個人的な知人 33 10.7
2 会社の同僚や知人 13 4.2
3 社内の労働組合 2 0.6
4 社外の労働組合 46 14.9
5 地方自治体の無料法律相談 28 9.1
6 弁護士（会） 148 48.1
7 社会保険労務士（会） 18 5.8
8 法テラス 40 13.0
9 労働局、労働基準監督署、労働委員会 113 36.7

10 裁判所 23 7.5
11 新聞・雑誌やテレビ 24 7.8
12 その他 9 2.9
13 インターネット 32 10.4

有効回答者数 308
無回答 1
計 309

（注）

あなたはなにを通じて労働審判手続を知りましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選ん
で、番号に○をつけてください。

情報入手先カテゴリーのうち、13（インターネット）は、調査終了後の再コーディングの結果、追加さ
れた。
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問12　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 労働審判によって自分の社会的名誉や自尊心を守りたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 181 59.2
2 少しあてはまる 58 19.0
3 どちらともいえない 29 9.5
4 あまりあてはまらない 21 6.9
5 まったくあてはまらない 17 5.6

有効回答者数 306 100.0
9 無回答 3

計 309

労働審判手続を申し立てた理由についておたずねします。次の理由について、どのくらい強くそう
思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。

② 労働審判によって金銭や財産など経済的な利益を守りたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 157 51.1
2 少しあてはまる 88 28.7
3 どちらともいえない 28 9.1
4 あまりあてはまらない 23 7.5
5 まったくあてはまらない 11 3.6

有効回答者数 307 100.0
9 無回答 2

計 309

③ 労働審判によって自分の個人的自由やプライバシー、健康などを守りたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 64 21.1
2 少しあてはまる 63 20.8
3 どちらともいえない 62 20.5
4 あまりあてはまらない 50 16.5
5 まったくあてはまらない 64 21.1

有効回答者数 303 100.0
9 無回答 6

計 309

④ 労働審判によって自分の権利を実現し（あるいは守り）たかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 207 67.2
2 少しあてはまる 74 24.0
3 どちらともいえない 20 6.5
4 あまりあてはまらない 5 1.6
5 まったくあてはまらない 2 0.6

有効回答者数 308 100.0
9 無回答 1

計 309

⑤ 労働審判によって公正な解決を得たかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 271 88.0
2 少しあてはまる 28 9.1
3 どちらともいえない 7 2.3
4 あまりあてはまらない 2 0.6
5 まったくあてはまらない 0 0.0

有効回答者数 308 100.0
9 無回答 1

計 309
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⑥ 労働審判によって強制力のある解決を得たかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 239 77.6
2 少しあてはまる 41 13.3
3 どちらともいえない 16 5.2
4 あまりあてはまらない 8 2.6
5 まったくあてはまらない 4 1.3

有効回答者数 308 100.0
9 無回答 1

計 309

⑦ 労働審判によって事実関係をはっきりさせたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 251 81.8
2 少しあてはまる 37 12.1
3 どちらともいえない 12 3.9
4 あまりあてはまらない 5 1.6
5 まったくあてはまらない 2 0.7

有効回答者数 307 100.0
9 無回答 2

計 309

⑧ 労働審判によって白黒をはっきりさせたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 256 83.4
2 少しあてはまる 37 12.1
3 どちらともいえない 9 2.9
4 あまりあてはまらない 3 1.0
5 まったくあてはまらない 2 0.7

有効回答者数 307 100.0
9 無回答 2

計 309

⑨ 労働審判という公的な場で議論したかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 186 60.6
2 少しあてはまる 56 18.2
3 どちらともいえない 40 13.0
4 あまりあてはまらない 16 5.2
5 まったくあてはまらない 9 2.9

有効回答者数 307 100.0
9 無回答 2

計 309

⑩ 労働審判官（裁判官）や労働関係の専門家である労働審判員に話を聞いてもらいたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 144 47.1
2 少しあてはまる 86 28.1
3 どちらともいえない 48 15.7
4 あまりあてはまらない 19 6.2
5 まったくあてはまらない 9 2.9

有効回答者数 306 100.0
9 無回答 3

計 309
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⑪ 労働審判を通じて相手側と話し合いの機会を持ちたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 83 27.2
2 少しあてはまる 80 26.2
3 どちらともいえない 57 18.7
4 あまりあてはまらない 44 14.4
5 まったくあてはまらない 41 13.4

有効回答者数 305 100.0
9 無回答 4

計 309

⑫ 労働審判を通じて、同じような問題をかかえている労働者の立場や利益も守りたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 127 41.4
2 少しあてはまる 78 25.4
3 どちらともいえない 62 20.2
4 あまりあてはまらない 24 7.8
5 まったくあてはまらない 16 5.2

有効回答者数 307 100.0
9 無回答 2

計 309

⑬ 訴訟（裁判）よりも労働審判のほうが適切な方法だと思った

ケース数 ％
1 強くあてはまる 118 38.6
2 少しあてはまる 81 26.5
3 どちらともいえない 81 26.5
4 あまりあてはまらない 15 4.9
5 まったくあてはまらない 11 3.6

有効回答者数 306 100.0
9 無回答 3

計 309

付問 ①～⑬のうちもっとも重要だと思ったものを１つ選んで、その番号をお書きください。
[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 社会的名誉 39 12.7
2 経済的利益 51 16.6
3 個人的自由・会社・団体の自由な活動やプライバシー 1 0.3
4 自分・会社・団体の権利 32 10.4
5 公正な解決 54 17.6
6 強制力のある解決 34 11.1
7 事実関係をはっきりさせる 24 7.8
8 白黒をはっきりさせる 26 8.5
9 公的な場で議論 2 0.7

10 専門家に話をきいてもらう 3 1.0
11 話し合いの機会 3 1.0
12 同じ問題をかかえる労働者の立場や利益 26 8.5
13 訴訟よりも適切な方法 12 3.9

有効回答者数 307 100.0
99 無回答 2

計 309
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問13

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 まったく予想がつかなかった 85 27.7
2 ある程度は予想がついていた 174 56.7
3 はっきりと予想がついていた 48 15.6

有効回答者数 307 100.0
9 無回答 2

計 309

今回の労働審判手続が始まった時点で、労働審判手続が終わるまでにどのくらいの費用がかかる
か事前に予想はつきましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。

問14

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 労働審判手続を申し立てるにあたって裁判所に納めた手数料

ケース数 ％
1 非常に高い 8 2.7
2 やや高い 46 15.3
3 どちらともいえない 139 46.3
4 やや安い 43 14.3
5 非常に安い 34 11.3
6 支払わなかった・あてはまらない 30 10.0

有効回答者数 300 100.0
9 無回答 9

計 309

今回の労働審判手続を終えて、かかった費用はあなたにとって高いものでしたか、安いものでした
か。次の①～③について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つず
つ選んで、番号に○をつけてください。

② 弁護士に支払った金額

ケース数 ％
1 非常に高い 38 12.5
2 やや高い 76 25.0
3 どちらともいえない 75 24.7
4 やや安い 36 11.8
5 非常に安い 18 5.9
6 支払わなかった・あてはまらない 61 20.1

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309

③ 労働審判手続にかかった費用の総額

ケース数 ％
1 非常に高い 37 12.5
2 やや高い 82 27.8
3 どちらともいえない 110 37.3
4 やや安い 46 15.6
5 非常に安い 20 6.8

有効回答者数 295 100.0
9 無回答 14

計 309
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問15

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 非常に大きかった 114 37.0
2 やや大きかった 99 32.1
3 どちらともいえない 59 19.2
4 やや小さかった 23 7.5
5 非常に小さかった 13 4.2

有効回答者数 308 100.0
9 無回答 1

計 309

今回の労働審判手続で直接かかった費用以外に、書類の準備や必要な連絡・相談などに要した
手間や負担は、あなたにとってどの程度のものでしたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○
をつけてください。

問16

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 まったく予想がつかなかった 98 31.8
2 ある程度は予想がついていた 194 63.0
3 はっきりと予想がついていた 16 5.2

有効回答者数 308 100.0
9 無回答 1

計 309

今回の労働審判手続が始まった時点で、労働審判手続が終わるまでにどのくらいの時間がかかる
か事前に予想はつきましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。

問17

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 非常に短い 67 21.7
2 やや短い 67 21.7
3 どちらともいえない 71 23.0
4 やや長い 75 24.3
5 非常に長い 29 9.4

有効回答者数 309 100.0
9 無回答 0

計 309

今回の労働審判手続を終えて、かかった時間をどのように思いますか。あてはまるものを１つ選ん
で、番号に○をつけてください。

付問
　　　　　　　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 満足している 105 34.0
2 どちらともいえない 126 40.8
3 満足していない 78 25.2

有効回答者数 309 100.0
9 無回答 0

計 309

問17でお答えいただいた時間の短さや長さについて、あなたは満足していますか。あてはまるもの
を１つ選んで、番号に○をつけてください。
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問18

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 労働審判手続の中で、自分の側の立場を十分に主張できた

ケース数 ％
1 強くそう思う 77 24.9
2 少しそう思う 104 33.7
3 どちらともいえない 34 11.0
4 あまりそう思わない 61 19.7
5 まったくそう思わない 32 10.4
9 わからない 1 0.3

有効回答者数 309 100.0
99 無回答 0

計 309

今回の労働審判手続の過程や経過についておたずねします。次の①～⑧について、どのくらい
強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてくださ
い。

② 労働審判手続の中で、自分の側の証拠を十分に提出できた

ケース数 ％
1 強くそう思う 112 36.2
2 少しそう思う 108 35.0
3 どちらともいえない 33 10.7
4 あまりそう思わない 37 12.0
5 まったくそう思わない 18 5.8
9 わからない 1 0.3

有効回答者数 309 100.0
99 無回答 0

計 309

③ 相手側の主張・立証について十分に理解できた

ケース数 ％
1 強くそう思う 14 4.6
2 少しそう思う 22 7.2
3 どちらともいえない 30 9.8
4 あまりそう思わない 65 21.2
5 まったくそう思わない 171 55.7
9 わからない 5 1.6

有効回答者数 307 100.0
99 無回答 2

計 309

④ 労働審判手続の一連の進み方は分かりやすかった

ケース数 ％
1 強くそう思う 74 24.0
2 少しそう思う 106 34.4
3 どちらともいえない 55 17.9
4 あまりそう思わない 52 16.9
5 まったくそう思わない 20 6.5
9 わからない 1 0.3

有効回答者数 308 100.0
99 無回答 1

計 309
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⑤ 労働審判の場で使われていた言葉は分かりやすかった

ケース数 ％
1 強くそう思う 94 30.4
2 少しそう思う 125 40.5
3 どちらともいえない 51 16.5
4 あまりそう思わない 26 8.4
5 まったくそう思わない 11 3.6
9 わからない 2 0.6

有効回答者数 309 100.0
99 無回答 0

計 309

⑥ 結果はともあれ、手続の進み方は公正・公平だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 96 31.1
2 少しそう思う 99 32.0
3 どちらともいえない 48 15.5
4 あまりそう思わない 36 11.7
5 まったくそう思わない 28 9.1
9 わからない 2 0.6

有効回答者数 309 100.0
99 無回答 0

計 309

⑦ 今回の労働審判手続は、迅速に進められた

ケース数 ％
1 強くそう思う 114 36.9
2 少しそう思う 111 35.9
3 どちらともいえない 43 13.9
4 あまりそう思わない 26 8.4
5 まったくそう思わない 12 3.9
9 わからない 3 1.0

有効回答者数 309 100.0
99 無回答 0

計 309

⑧ 今回の労働審判手続では、充実した審理が行なわれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 58 18.8
2 少しそう思う 80 26.0
3 どちらともいえない 66 21.4
4 あまりそう思わない 55 17.9
5 まったくそう思わない 47 15.3
9 わからない 2 0.6

有効回答者数 308 100.0
99 無回答 1

計 309
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問19

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 すべて立ち会った 271 89.4
2 一部立ち会った 27 8.9
3 まったく立ち会わなかった 5 1.7

有効回答者数 303 100.0
9 無回答 6

計 309

今回の労働審判手続では、あなた自身がどの程度立会いましたか。あてはまるものを１つ選んで、
番号に○をつけてください。

問20

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① その審判官は、中立的な立場で審理を行なった

ケース数 ％
1 強くそう思う 138 45.4
2 少しそう思う 84 27.6
3 どちらともいえない 30 9.9
4 あまりそう思わない 29 9.5
5 まったくそう思わない 23 7.6

有効回答者数 304 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 309

今回の労働審判手続を担当した審判官（裁判官）の印象についておたずねします。次の①～⑩
について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号
に○をつけてください。

② その審判官は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 107 35.2
2 少しそう思う 89 29.3
3 どちらともいえない 36 11.8
4 あまりそう思わない 46 15.1
5 まったくそう思わない 26 8.6

有効回答者数 304 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 309

③ その審判官は、信頼できる人物だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 127 41.8
2 少しそう思う 76 25.0
3 どちらともいえない 62 20.4
4 あまりそう思わない 22 7.2
5 まったくそう思わない 17 5.6

有効回答者数 304 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 309
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④ その審判官は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 30 9.9
2 少しそう思う 39 12.9
3 どちらともいえない 47 15.5
4 あまりそう思わない 91 30.0
5 まったくそう思わない 96 31.7

有効回答者数 303 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 309

⑤ その審判官は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 130 42.8
2 少しそう思う 95 31.3
3 どちらともいえない 42 13.8
4 あまりそう思わない 25 8.2
5 まったくそう思わない 12 3.9

有効回答者数 304 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 309

⑥ その審判官は、法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 69 22.8
2 少しそう思う 83 27.4
3 どちらともいえない 71 23.4
4 あまりそう思わない 51 16.8
5 まったくそう思わない 29 9.6

有効回答者数 303 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 309

⑦ その審判官は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 68 22.4
2 少しそう思う 80 26.3
3 どちらともいえない 90 29.6
4 あまりそう思わない 39 12.8
5 まったくそう思わない 27 8.9

有効回答者数 304 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 309
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⑧ その審判官は、あなたの事件の審理のために十分な準備をしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 71 23.4
2 少しそう思う 76 25.1
3 どちらともいえない 77 25.4
4 あまりそう思わない 52 17.2
5 まったくそう思わない 27 8.9

有効回答者数 303 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 309

⑨ その審判官は、手続を適切に進めていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 104 34.3
2 少しそう思う 109 36.0
3 どちらともいえない 46 15.2
4 あまりそう思わない 29 9.6
5 まったくそう思わない 15 5.0

有効回答者数 303 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 309

⑩ その審判官は、審判員とよく協力していた

ケース数 ％
1 強くそう思う 99 32.8
2 少しそう思う 86 28.5
3 どちらともいえない 79 26.2
4 あまりそう思わない 25 8.3
5 まったくそう思わない 13 4.3

有効回答者数 302 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 309

問21

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 とても満足している 97 32.4
2 少し満足している 90 30.1
3 どちらともいえない 27 9.0
4 あまり満足していない 55 18.4
5 まったく満足していない 30 10.0

有効回答者数 299 100.0
8 非該当 5
9 無回答 5

計 309

今回の労働審判手続で、その審判官に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に
○をつけてください。
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問22

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

A① その審判員は、中立的な立場で審理を行なった

ケース数 ％
1 強くそう思う 97 32.1
2 少しそう思う 99 32.8
3 どちらともいえない 45 14.9
4 あまりそう思わない 26 8.6
5 まったくそう思わない 13 4.3
6 その審判員の印象はまったくわからない 22 7.3

有効回答者数 302 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 309

今回の労働審判手続を担当した２人の審判員（仮に審判員「Ａ」と審判員「Ｂ」と呼ぶこととしま
す。）の印象についてそれぞれおたずねします。次の①～⑨について、どのくらい強くそう思った
か、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。その審判員
がひと言も話さなかったなどの理由で印象がまったくわからない場合には、一番下の段の「６」に○
をして、次の問にお進みください。

A② その審判員は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 90 29.8
2 少しそう思う 100 33.1
3 どちらともいえない 44 14.6
4 あまりそう思わない 30 9.9
5 まったくそう思わない 16 5.3
6 その審判員の印象はまったくわからない 22 7.3

有効回答者数 302 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 309

A③ その審判員は、信頼できる人物だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 86 28.5
2 少しそう思う 93 30.8
3 どちらともいえない 75 24.8
4 あまりそう思わない 14 4.6
5 まったくそう思わない 12 4.0
6 その審判員の印象はまったくわからない 22 7.3

有効回答者数 302 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 309

A④ その審判員は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 9 3.0
2 少しそう思う 25 8.3
3 どちらともいえない 47 15.6
4 あまりそう思わない 83 27.5
5 まったくそう思わない 116 38.4
6 その審判員の印象はまったくわからない 22 7.3

有効回答者数 302 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 309
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A⑤ その審判員は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 106 35.3
2 少しそう思う 99 33.0
3 どちらともいえない 47 15.7
4 あまりそう思わない 13 4.3
5 まったくそう思わない 13 4.3
6 その審判員の印象はまったくわからない 22 7.3

有効回答者数 300 100.0
8 非該当 5
9 無回答 4

計 309

A⑥ その審判員は、法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 39 13.1
2 少しそう思う 60 20.1
3 どちらともいえない 94 31.5
4 あまりそう思わない 45 15.1
5 まったくそう思わない 38 12.8
6 その審判員の印象はまったくわからない 22 7.4

有効回答者数 298 100.0
8 非該当 5
9 無回答 6

計 309

A⑦ その審判員は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 60 20.1
2 少しそう思う 83 27.8
3 どちらともいえない 84 28.1
4 あまりそう思わない 35 11.7
5 まったくそう思わない 15 5.0
6 その審判員の印象はまったくわからない 22 7.4

有効回答者数 299 100.0
8 非該当 5
9 無回答 5

計 309

A⑧ その審判員は、あなたの事件の審理のために十分な準備をしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 52 17.4
2 少しそう思う 73 24.4
3 どちらともいえない 92 30.8
4 あまりそう思わない 40 13.4
5 まったくそう思わない 20 6.7
6 その審判員の印象はまったくわからない 22 7.4

有効回答者数 299 100.0
8 非該当 5
9 無回答 5

計 309
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A⑨ その審判員は、審判官やもう１人の審判員とよく協力していた

ケース数 ％
1 強くそう思う 76 25.2
2 少しそう思う 86 28.5
3 どちらともいえない 86 28.5
4 あまりそう思わない 21 7.0
5 まったくそう思わない 11 3.6
6 その審判員の印象はまったくわからない 22 7.3

有効回答者数 302 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 309

B① その審判員は、中立的な立場で審理を行なった

ケース数 ％
1 強くそう思う 86 28.5
2 少しそう思う 87 28.8
3 どちらともいえない 66 21.9
4 あまりそう思わない 28 9.3
5 まったくそう思わない 12 4.0
6 その審判員の印象はまったくわからない 23 7.6

有効回答者数 302 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 309

B② その審判員は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 78 25.8
2 少しそう思う 83 27.5
3 どちらともいえない 70 23.2
4 あまりそう思わない 30 9.9
5 まったくそう思わない 18 6.0
6 その審判員の印象はまったくわからない 23 7.6

有効回答者数 302 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 309

B③ その審判員は、信頼できる人物だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 78 25.8
2 少しそう思う 76 25.2
3 どちらともいえない 98 32.5
4 あまりそう思わない 15 5.0
5 まったくそう思わない 12 4.0
6 その審判員の印象はまったくわからない 23 7.6

有効回答者数 302 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 309
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B④ その審判員は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 10 3.3
2 少しそう思う 28 9.3
3 どちらともいえない 58 19.2
4 あまりそう思わない 78 25.8
5 まったくそう思わない 105 34.8
6 その審判員の印象はまったくわからない 23 7.6

有効回答者数 302 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 309

B⑤ その審判員は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 97 32.2
2 少しそう思う 77 25.6
3 どちらともいえない 72 23.9
4 あまりそう思わない 21 7.0
5 まったくそう思わない 11 3.7
6 その審判員の印象はまったくわからない 23 7.6

有効回答者数 301 100.0
8 非該当 5
9 無回答 3

計 309

B⑥ その審判員は、法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 36 12.0
2 少しそう思う 50 16.7
3 どちらともいえない 101 33.8
4 あまりそう思わない 47 15.7
5 まったくそう思わない 42 14.0
6 その審判員の印象はまったくわからない 23 7.7

有効回答者数 299 100.0
8 非該当 5
9 無回答 5

計 309

B⑦ その審判員は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 57 19.0
2 少しそう思う 75 25.0
3 どちらともいえない 90 30.0
4 あまりそう思わない 36 12.0
5 まったくそう思わない 19 6.3
6 その審判員の印象はまったくわからない 23 7.7

有効回答者数 300 100.0
8 非該当 5
9 無回答 4

計 309
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B⑧ その審判員は、あなたの事件の審理のために十分な準備をしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 46 15.3
2 少しそう思う 68 22.7
3 どちらともいえない 103 34.3
4 あまりそう思わない 35 11.7
5 まったくそう思わない 25 8.3
6 その審判員の印象はまったくわからない 23 7.7

有効回答者数 300 100.0
8 非該当 5
9 無回答 4

計 309

B⑨ その審判員は、審判官やもう１人の審判員とよく協力していた

ケース数 ％
1 強くそう思う 75 24.8
2 少しそう思う 83 27.4
3 どちらともいえない 85 28.1
4 あまりそう思わない 25 8.3
5 まったくそう思わない 12 4.0
6 その審判員の印象はまったくわからない 23 7.6

有効回答者数 303 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 309

問23

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 とても満足している 98 32.3
2 少し満足している 73 24.1
3 どちらともいえない 52 17.2
4 あまり満足していない 33 10.9
5 まったく満足していない 26 8.6
6 わからない 21 6.9

有効回答者数 303 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 309

今回の労働審判手続で、審判員Ａに満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○
をつけてください。

問24

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 とても満足している 71 23.4
2 少し満足している 75 24.8
3 どちらともいえない 65 21.5
4 あまり満足していない 34 11.2
5 まったく満足していない 31 10.2
6 わからない 27 8.9

有効回答者数 303 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 309

今回の労働審判手続で、審判員Ｂに満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を
つけてください。

-130-

A票・単純集計表



問25

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 裁判所職員は、中立的な立場で物事を処理していた

ケース数 ％
1 強くそう思う 73 24.5
2 少しそう思う 69 23.2
3 どちらともいえない 49 16.4
4 あまりそう思わない 6 2.0
5 まったくそう思わない 0 0.0
6 裁判所職員と接触した経験がない 101 33.9

有効回答者数 298 100.0
9 無回答 11

計 309

裁判所には、審判官・審判員以外の裁判所職員がいます。裁判所職員の印象についておたずね
します。次の①～⑤について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１
つずつ選んで、番号に○をつけてください。裁判所職員と接触した経験がない場合には「６」に○
をつけてください。

② 裁判所職員は、あなたの話すことをきちんと聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 68 22.8
2 少しそう思う 65 21.8
3 どちらともいえない 53 17.8
4 あまりそう思わない 7 2.3
5 まったくそう思わない 4 1.3
6 裁判所職員と接触した経験がない 101 33.9

有効回答者数 298 100.0
9 無回答 11

計 309

③ 裁判所職員は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 81 27.1
2 少しそう思う 69 23.1
3 どちらともいえない 36 12.0
4 あまりそう思わない 7 2.3
5 まったくそう思わない 5 1.7
6 裁判所職員と接触した経験がない 101 33.8

有効回答者数 299 100.0
9 無回答 10

計 309

④ 裁判所職員は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 7 2.3
2 少しそう思う 16 5.4
3 どちらともいえない 41 13.7
4 あまりそう思わない 50 16.7
5 まったくそう思わない 84 28.1
6 裁判所職員と接触した経験がない 101 33.8

有効回答者数 299 100.0
9 無回答 10

計 309
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⑤ 裁判所職員は、効率的に仕事をしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 51 17.1
2 少しそう思う 70 23.4
3 どちらともいえない 61 20.4
4 あまりそう思わない 10 3.3
5 まったくそう思わない 6 2.0
6 裁判所職員と接触した経験がない 101 33.8

有効回答者数 299 100.0
9 無回答 10

計 309

問26

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 とても満足している 68 22.1
2 少し満足している 58 18.8
3 どちらともいえない 62 20.1
4 あまり満足していない 14 4.5
5 まったく満足していない 5 1.6
6 裁判所職員と接触した経験がない 101 32.8

有効回答者数 308 100.0
9 無回答 1

計 309

今回の労働審判手続で、裁判所職員に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に
○をつけてください。

問27

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① その弁護士は、あなたの味方になってくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 183 59.2
2 少しそう思う 53 17.2
3 どちらともいえない 6 1.9
4 あまりそう思わない 5 1.6
5 まったくそう思わない 3 1.0
6 弁護士を依頼しなかった 59 19.1

有効回答者数 309 100.0
9 無回答 0

計 309

今回の労働審判手続で、あなたが依頼した弁護士に対する印象についておたずねします。次の
①～⑪について、どのくらい強くそう思ったかそれぞれについてあてはまるものを１つずつ選ん
で、番号に○をつけてください。弁護士を依頼しなかった場合には「６」に○をつけてください。

② その弁護士は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 172 55.7
2 少しそう思う 57 18.4
3 どちらともいえない 13 4.2
4 あまりそう思わない 6 1.9
5 まったくそう思わない 2 0.6
6 弁護士を依頼しなかった 59 19.1

有効回答者数 309 100.0
9 無回答 0

計 309
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③ その弁護士は、信頼できる人物だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 165 53.4
2 少しそう思う 55 17.8
3 どちらともいえない 19 6.1
4 あまりそう思わない 6 1.9
5 まったくそう思わない 5 1.6
6 弁護士を依頼しなかった 59 19.1

有効回答者数 309 100.0
9 無回答 0

計 309

④ その弁護士は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 12 3.9
2 少しそう思う 18 5.9
3 どちらともいえない 42 13.7
4 あまりそう思わない 63 20.5
5 まったくそう思わない 113 36.8
6 弁護士を依頼しなかった 59 19.2

有効回答者数 307 100.0
9 無回答 2

計 309

⑤ その弁護士は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 147 47.6
2 少しそう思う 66 21.4
3 どちらともいえない 22 7.1
4 あまりそう思わない 11 3.6
5 まったくそう思わない 4 1.3
6 弁護士を依頼しなかった 59 19.1

有効回答者数 309 100.0
9 無回答 0

計 309

⑥ その弁護士は、法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 135 43.7
2 少しそう思う 71 23.0
3 どちらともいえない 21 6.8
4 あまりそう思わない 17 5.5
5 まったくそう思わない 6 1.9
6 弁護士を依頼しなかった 59 19.1

有効回答者数 309 100.0
9 無回答 0

計 309
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⑦ その弁護士は、手続の進行経過や今後の見込みを十分説明してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 131 42.5
2 少しそう思う 76 24.7
3 どちらともいえない 18 5.8
4 あまりそう思わない 19 6.2
5 まったくそう思わない 5 1.6
6 弁護士を依頼しなかった 59 19.2

有効回答者数 308 100.0
9 無回答 1

計 309

⑧ その弁護士は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 118 38.2
2 少しそう思う 76 24.6
3 どちらともいえない 29 9.4
4 あまりそう思わない 24 7.8
5 まったくそう思わない 3 1.0
6 弁護士を依頼しなかった 59 19.1

有効回答者数 309 100.0
9 無回答 0

計 309

⑨ その弁護士は、あなたの事件のために十分な準備をしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 135 43.8
2 少しそう思う 63 20.5
3 どちらともいえない 27 8.8
4 あまりそう思わない 20 6.5
5 まったくそう思わない 4 1.3
6 弁護士を依頼しなかった 59 19.2

有効回答者数 308 100.0
9 無回答 1

計 309

⑩ その弁護士は、手続を迅速に進めようとしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 140 45.5
2 少しそう思う 60 19.5
3 どちらともいえない 32 10.4
4 あまりそう思わない 14 4.5
5 まったくそう思わない 3 1.0
6 弁護士を依頼しなかった 59 19.2

有効回答者数 308 100.0
9 無回答 1

計 309
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⑪ その弁護士は、手続を適正に進めようとしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 158 51.1
2 少しそう思う 56 18.1
3 どちらともいえない 26 8.4
4 あまりそう思わない 8 2.6
5 まったくそう思わない 2 0.6
6 弁護士を依頼しなかった 59 19.1

有効回答者数 309 100.0
9 無回答 0

計 309

問28

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 とても満足している 134 43.9
2 少し満足している 76 24.9
3 どちらともいえない 11 3.6
4 あまり満足していない 22 7.2
5 まったく満足していない 7 2.3
6 弁護士を依頼しなかった 55 18.0

有効回答者数 305 100.0
9 無回答 4

計 309

今回の労働審判手続で、その弁護士に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に
○をつけてください。

問29

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 相手側の弁護士は、あなた側の言い分を十分に聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 6 2.0
2 少しそう思う 18 6.0
3 どちらともいえない 50 16.6
4 あまりそう思わない 49 16.2
5 まったくそう思わない 102 33.8
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 77 25.5

有効回答者数 302 100.0
9 無回答 7

計 309

相手側（使用者側）の弁護士に対する印象についておたずねします。次の①～⑧について、どの
くらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてく
ださい。相手側に弁護士がいなかった場合、あるいは、相手側に弁護士がいてもあなたとまったく
接触がなかった場合には「６」に○をして、次の問にお進みください。

② 相手側の弁護士は、信頼できる人物だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 3 1.0
2 少しそう思う 21 6.9
3 どちらともいえない 68 22.4
4 あまりそう思わない 47 15.5
5 まったくそう思わない 87 28.7
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 77 25.4

有効回答者数 303 100.0
9 無回答 6

計 309
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③ 相手側の弁護士は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 39 12.9
2 少しそう思う 31 10.3
3 どちらともいえない 63 20.9
4 あまりそう思わない 52 17.2
5 まったくそう思わない 40 13.2
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 77 25.5

有効回答者数 302 100.0
9 無回答 7

計 309

④ 相手側の弁護士は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 13 4.3
2 少しそう思う 26 8.6
3 どちらともいえない 79 26.2
4 あまりそう思わない 52 17.2
5 まったくそう思わない 55 18.2
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 77 25.5

有効回答者数 302 100.0
9 無回答 7

計 309

⑤ 相手側の弁護士は、法律上の問題点をわかりやすく説明していた

ケース数 ％
1 強くそう思う 2 0.7
2 少しそう思う 6 2.0
3 どちらともいえない 59 19.4
4 あまりそう思わない 57 18.8
5 まったくそう思わない 103 33.9
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 77 25.3

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309

⑥ 相手側の弁護士は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 4 1.3
2 少しそう思う 17 5.6
3 どちらともいえない 78 25.7
4 あまりそう思わない 53 17.4
5 まったくそう思わない 75 24.7
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 77 25.3

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309
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⑦ 相手側の弁護士は、手続を迅速に進めようとしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 18 5.9
2 少しそう思う 46 15.1
3 どちらともいえない 70 23.0
4 あまりそう思わない 39 12.8
5 まったくそう思わない 55 18.0
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 77 25.2

有効回答者数 305 100.0
9 無回答 4

計 309

⑧ 相手側の弁護士は、手続を適正に進めようとしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 11 3.6
2 少しそう思う 29 9.5
3 どちらともいえない 73 24.0
4 あまりそう思わない 44 14.5
5 まったくそう思わない 70 23.0
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 77 25.3

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309

問30

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 調停が成立した 244 81.9
2 労働審判が告知された 50 16.8
3 終わり方がどちらかわからない 4 1.3

有効回答者数 298 100.0
9 無回答 11

計 309

今回の労働審判手続は、どのような形で終わりましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を
つけてください。

付問1
　　　　　　　 　 

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 自分の側だけが申し立てた 11 22.4
2 相手の側だけが申し立てた 22 44.9
3 双方が申し立てた 0 0.0
4 双方とも申し立てなかった 11 22.4
5 わからない 5 10.2

有効回答者数 49 100.0
8 非該当 259
9 無回答 1

計 309

その労働審判に対して、異議申立てがありましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつ
けてください。
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付問2
　　　　　　　　　

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 調停案が自分に不利だと思ったから 7 15.2
2 事実関係をもっとはっきりさせたかったから 8 17.4
3 自分の側が正しいことをもっとはっきりさせたかったから 11 23.9
4 審判官や審判員にもっと調べてもらいたかったから 6 13.0
5 労働審判委員会（審判官・審判員）の公的な判断が欲しかったから 6 13.0
6 審判官や審判員が自分の話を十分に聞いてくれなかったから 6 13.0
7 調停の進め方が不公正・不公平だったから 6 13.0
8 相手側（使用者側）が調停案を拒んだから 25 54.3
9 相手側（使用者側）が譲歩しなかったから 23 50.0
10 その他 9 19.6
有効回答者数 46
非該当 259
無回答 4
計 309

その労働審判手続が調停で解決しなかった理由についておたずねします。あてはまるものをすべ
て選んで、番号に○をつけてください。

問31

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 よく理解できている 140 46.1
2 どちらかというと理解できている 111 36.5
3 どちらともいえない 27 8.9
4 どちらかというと理解できていない 17 5.6
5 まったく理解できていない 9 3.0
6 内容を知らない 0 0.0

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309

あなたは、その調停ないし審判の内容を十分理解できていると思いますか。あてはまるものを１つ
選んで、番号に○をつけてください。

問32

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 解決金などの金銭の支払い 287 95.0
2 その会社で働く権利や地位（復職など） 12 4.0
3 賃金など労働条件の引き下げの是正・回復 6 2.0
4 配転・出向などの命令の是正・撤回 1 0.3
5 セクハラ・パワハラやそれ以外のいじめ・いやがらせへの対応 3 1.0
6 その他の権利や地位 24 7.9
7 認められた権利や地位はない 10 3.3
8 わからない 1 0.3

有効回答者数 302
無回答 7
計 309

調停ないし審判の結果、あなたは、相手側から何かをしてもらう権利や地位などを得たり、認めら
れたりしましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選んで、番号に○をつけてください。
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付問
　　　　　　　　

[単一回答][単一回答][単一回答][単一回答]

選択者数 ％
1 およそXX万円　(金額記入) 272 96.8
2 わからない 3 1.1
3 答えたくない 6 2.1

有効回答者数 281 100.0
8 非該当 22
9 無回答 6

計 309

調停ないし審判の結果認められた金額は、総額でおおよそいくらでしたか。差し支えのない範囲
でお答えください。

解決金金額（万円）

ケース数 非該当 無回答 平均値 中央値 最小値 最大値
272 37 0 144.9 100 3 1468

問33

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 何かの行為を行う義務 18 6.1
2 何かの金銭を支払う義務 2 0.7
3 その他の約束や措置 58 19.8
4 相手に対して負った義務はない 212 72.4
5 わからない 9 3.1

有効回答者数 293
無回答 16
計 309

調停ないし審判の結果、あなたは、相手側に対して何かをしなければならない義務を負いました
か。選択肢の中からあてはまるものをすべて選んで、番号に○をつけてください。

問34

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 有利 102 33.6
2 やや有利 84 27.6
3 中間・どちらともいえない 44 14.5
4 やや不利 34 11.2
5 不利 40 13.2

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309

今回の調停ないし審判の結果は、全体として、あなたにとって有利なものでしたか、不利なもので
したか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。
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問35

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 今回の結果は公平なものである

ケース数 ％
1 強くそう思う 82 26.9
2 少しそう思う 97 31.8
3 どちらともいえない 38 12.5
4 あまりそう思わない 55 18.0
5 まったくそう思わない 33 10.8

有効回答者数 305 100.0
9 無回答 4

計 309

今回の調停ないし審判の結果について、次の①～⑨を、どのくらい強くそう思いましたか。 それぞ
れについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。

② 今回の結果は労働関係の実情をふまえている

ケース数 ％
1 強くそう思う 83 27.3
2 少しそう思う 84 27.6
3 どちらともいえない 41 13.5
4 あまりそう思わない 58 19.1
5 まったくそう思わない 38 12.5

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309

③ 今回の結果は法律上の権利・義務をふまえている

ケース数 ％
1 強くそう思う 93 30.6
2 少しそう思う 81 26.6
3 どちらともいえない 63 20.7
4 あまりそう思わない 40 13.2
5 まったくそう思わない 27 8.9

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309

④ 今回の結果は当事者双方の事情を偏らずに考慮している

ケース数 ％
1 強くそう思う 71 23.3
2 少しそう思う 84 27.5
3 どちらともいえない 60 19.7
4 あまりそう思わない 50 16.4
5 まったくそう思わない 40 13.1

有効回答者数 305 100.0
9 無回答 4

計 309
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⑤ 今回の結果は当事者間の力の不均衡を是正している

ケース数 ％
1 強くそう思う 62 20.5
2 少しそう思う 74 24.4
3 どちらともいえない 77 25.4
4 あまりそう思わない 47 15.5
5 まったくそう思わない 43 14.2

有効回答者数 303 100.0
9 無回答 6

計 309

⑥ 裁判所における調停や審判の結果なので実現が大いに期待できる

ケース数 ％
1 強くそう思う 108 35.8
2 少しそう思う 77 25.5
3 どちらともいえない 53 17.5
4 あまりそう思わない 38 12.6
5 まったくそう思わない 26 8.6

有効回答者数 302 100.0
9 無回答 7

計 309

⑦ 今回の結果は具体的な事件の解決として適切である

ケース数 ％
1 強くそう思う 76 25.1
2 少しそう思う 88 29.0
3 どちらともいえない 50 16.5
4 あまりそう思わない 50 16.5
5 まったくそう思わない 39 12.9

有効回答者数 303 100.0
9 無回答 6

計 309

⑧ 将来、同じような問題状況をかかえた場合、再び労働審判手続で問題を解決しようと思う

ケース数 ％
1 強くそう思う 109 35.9
2 少しそう思う 77 25.3
3 どちらともいえない 68 22.4
4 あまりそう思わない 29 9.5
5 まったくそう思わない 21 6.9

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309

⑨ 同じような問題で困っている知人がいたら、労働審判手続で問題を解決するように勧める

ケース数 ％
1 強くそう思う 136 44.7
2 少しそう思う 91 29.9
3 どちらともいえない 49 16.1
4 あまりそう思わない 14 4.6
5 まったくそう思わない 14 4.6

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309
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問36

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 とても満足している 77 25.3
2 少し満足している 104 34.2
3 どちらともいえない 22 7.2
4 あまり満足していない 64 21.1
5 まったく満足していない 37 12.2

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309

今回の調停ないし審判の結果に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつ
けてください。

問37　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 裁判所で行なわれる手続であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 232 75.3
2 やや重要だと思う 53 17.2
3 どちらともいえない 14 4.5
4 あまり重要だとは思わない 7 2.3
5 まったく重要だとは思わない 2 0.6

有効回答者数 308 100.0
9 無回答 1

計 309

労働審判手続は、次の①～⑪にあげるような特徴を持つといわれています。今回の経験に照らし
て、①～⑪はどのくらい重要だと思うか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番
号に○をつけてください。

② 法的な権利関係をふまえた制度であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 221 72.0
2 やや重要だと思う 66 21.5
3 どちらともいえない 17 5.5
4 あまり重要だとは思わない 1 0.3
5 まったく重要だとは思わない 2 0.7

有効回答者数 307 100.0
9 無回答 2

計 309

③ 原則として3回以内の期日で終了すること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 141 45.8
2 やや重要だと思う 94 30.5
3 どちらともいえない 45 14.6
4 あまり重要だとは思わない 22 7.1
5 まったく重要だとは思わない 6 1.9

有効回答者数 308 100.0
9 無回答 1

計 309
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④ 手数料が裁判（訴訟）の半額程度であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 161 53.0
2 やや重要だと思う 83 27.3
3 どちらともいえない 47 15.5
4 あまり重要だとは思わない 8 2.6
5 まったく重要だとは思わない 5 1.6

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309

⑤ 

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 171 56.3
2 やや重要だと思う 84 27.6
3 どちらともいえない 33 10.9
4 あまり重要だとは思わない 13 4.3
5 まったく重要だとは思わない 3 1.0

有効回答者数 304 100.0
9 無回答 5

計 309

労使双方から選ばれた労使関係に関する専門的な知識や経験を有する審判員が手続に参加す
ること

⑥ 手続が原則として非公開であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 105 34.2
2 やや重要だと思う 79 25.7
3 どちらともいえない 69 22.5
4 あまり重要だとは思わない 27 8.8
5 まったく重要だとは思わない 27 8.8

有効回答者数 307 100.0
9 無回答 2

計 309

⑦ 当事者本人が口頭で事情を説明すること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 172 56.4
2 やや重要だと思う 83 27.2
3 どちらともいえない 40 13.1
4 あまり重要だとは思わない 7 2.3
5 まったく重要だとは思わない 3 1.0

有効回答者数 305 100.0
9 無回答 4

計 309

⑧ 双方の関係者が、一つのテーブルを囲んで手続を進めること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 100 32.7
2 やや重要だと思う 83 27.1
3 どちらともいえない 77 25.2
4 あまり重要だとは思わない 34 11.1
5 まったく重要だとは思わない 12 3.9

有効回答者数 306 100.0
9 無回答 3

計 309
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⑨ 手続のなかで、適宜、調停による解決が試みられること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 136 44.3
2 やや重要だと思う 98 31.9
3 どちらともいえない 60 19.5
4 あまり重要だとは思わない 10 3.3
5 まったく重要だとは思わない 3 1.0

有効回答者数 307 100.0
9 無回答 2

計 309

⑩ 裁判（訴訟）の判決に比べて、事件の実情や当事者の事情に応じた柔軟な解決が可能であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 134 43.8
2 やや重要だと思う 115 37.6
3 どちらともいえない 41 13.4
4 あまり重要だとは思わない 10 3.3
5 まったく重要だとは思わない 6 2.0

有効回答者数 306 100.0
9 無回答 3

計 309

⑪ 労働審判に異議の申立てがあると裁判（訴訟）に移行する手続であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 130 42.5
2 やや重要だと思う 91 29.7
3 どちらともいえない 60 19.6
4 あまり重要だとは思わない 16 5.2
5 まったく重要だとは思わない 9 2.9

有効回答者数 306 100.0
9 無回答 3

計 309

付問 ①～⑪のうちもっとも重要だと思うものを１つ選んで、その記号をお書きください。
[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 裁判所の手続きである 62 20.4
2 法的な権利関係をふまえた制度 64 21.1
3 3回以内の期日で終了 42 13.8
4 手数料が裁判の半額 11 3.6
5 専門的な審判員が手続きに参加 32 10.5
6 手続が原則非公開 6 2.0
7 当事者本人が口頭で説明 23 7.6
8 双方の関係者がテーブルを囲む 10 3.3
9 調停による解決が試みられる 9 3.0

10 裁判よりも柔軟な解決が可能 27 8.9
11 異議の申立てで裁判に移行 18 5.9

有効回答者数 304 100.0
99 無回答 5

計 309
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問38

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 雇用関係の有無について争っていた 70 23.0
2 （雇用関係の有無に争いはなく）在職していた 18 5.9
3 （雇用関係の有無に争いはなく）退職していた 213 69.8
4 そもそも雇用関係がなかった（派遣など） 4 1.3

有効回答者数 305 100.0
9 無回答 4

計 309

労働審判手続の終了後、あなたは相手側の会社・団体に在職していましたか。あてはまるものを１
つ選んで、番号に○をつけてください。

問39

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 労働時間管理の適正化などのコンプライアンス（法令遵守）の重視

ケース数 ％
1 実施された 1 5.9
2 検討中である 2 11.8
3 とくに検討されていない 9 52.9
9 わからない 5 29.4

有効回答者数 17 100.0
88 非該当 291
99 無回答 1

計 309

労働審判手続の終了後、あなたの職場や事業所で、どのような変化がありましたか。次の①～⑥
について、それぞれあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。

② 就業規則の改訂などの人事管理制度の変更

ケース数 ％
1 実施された 0 0.0
2 検討中である 3 17.6
3 とくに検討されていない 9 52.9
9 わからない 5 29.4

有効回答者数 17 100.0
88 非該当 291
99 無回答 1

計 309

③ 関係する職場の管理職の異動などの人事異動

ケース数 ％
1 実施された 1 5.9
2 検討中である 3 17.6
3 とくに検討されていない 9 52.9
9 わからない 4 23.5

有効回答者数 17 100.0
88 非該当 291
99 無回答 1

計 309
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④ 人事管理担当者の配置などの人事管理体制の整備

ケース数 ％
1 実施された 0 0.0
2 検討中である 2 11.8
3 とくに検討されていない 10 58.8
9 わからない 5 29.4

有効回答者数 17 100.0
88 非該当 291
99 無回答 1

計 309

⑤ 管理職への研修

ケース数 ％
1 実施された 0 0.0
2 検討中である 1 5.9
3 とくに検討されていない 9 52.9
9 わからない 7 41.2

有効回答者数 17 100.0
88 非該当 291
99 無回答 1

計 309

⑥ 現場の意向聴取、個人面接など、職場コミュニケーション施策

ケース数 ％
1 実施された 1 5.9
2 検討中である 1 5.9
3 とくに検討されていない 11 64.7
9 わからない 4 23.5

有効回答者数 17 100.0
88 非該当 291
99 無回答 1

計 309

-146-

A票・単純集計表



F1 あなたの性別をお答えください。
[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 男性 193 62.9
2 女性 114 37.1
有効回答者数 307 100.0

9 無回答 2
計 309

F2 お年はおいくつですか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。
[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 20歳未満 1 0.3
2 20～29歳 26 8.5
3 30～39歳 88 28.7
4 40～49歳 99 32.2
5 50～59歳 51 16.6
6 60～69歳 38 12.4
7 70歳以上 4 1.3

有効回答者数 307 100.0
9 無回答 2

計 309

F3

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 中学校 25 8.2
2 高等学校 96 31.4
3 専修学校・各種学校 39 12.7
4 短大（高専を含む） 24 7.8
5 大学・大学院 122 39.9
6 その他 0 0.0

有効回答者数 306 100.0
9 無回答 3

計 309

あなたが最後に卒業された学校は、次のどれですか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつ
けてください。

F4　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 正規の職員・従業員 230 74.4
2 パート 25 8.1
3 アルバイト 17 5.5
4 契約社員 24 7.8
5 嘱託 6 1.9
6 派遣社員 4 1.3
7 その他 3 1.0

有効回答者数 309 100.0
9 無回答 0

計 309

今回の労働審判の原因となった問題が起こった当時のあなたの働き方は何でしたか。 あてはまる
ものを１つ選んで、番号に○をつけてください。
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付問1
　　　　　 　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 部長・次長クラスの管理職 27 8.9
2 課長クラスの管理職 21 6.9
3 係長クラスの管理職 12 3.9
4 職長、班長、組長などの現場監督職 28 9.2
5 役職にはついていない 191 62.6
6 その他 26 8.5

有効回答者数 305 100.0
9 無回答 4

計 309

あなたのその会社・団体での役職はなんでしたか。選択肢の中から最もあてはまるものを１つ選ん
で、番号に○をつけてください。

付問2 その会社・団体の業種は何でしたか。 あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。
                 [単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 建設業 23 7.4
2 製造業 39 12.6
3 電気・ガス・熱供給・水道業 8 2.6
4 情報通信業 24 7.8
5 運輸業、郵便業 26 8.4
6 卸売業・小売業 43 13.9
7 金融業、保険業 6 1.9
8 不動産業、物品賃貸業 12 3.9
9 宿泊業、飲食サービス業 24 7.8

10 教育、学習支援業 9 2.9
11 医療、福祉 27 8.7
12 職業紹介・労働者派遣業 8 2.6
13 その他サービス業 58 18.8
14 公務 0 0.0
15 その他 2 0.6

有効回答者数 309 100.0
99 無回答 0

計 309

付問3
                  

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 10人未満 58 18.8
2 10～29人 78 25.3
3 30～99人 67 21.8
4 100～299人 45 14.6
5 300～499人 8 2.6
6 500～999人 15 4.9
7 1,000人～2,999人 15 4.9
8 3,000人以上 15 4.9
9 わからない 7 2.3

有効回答者数 308 100.0
99 無回答 1

計 309

その会社・団体で働いている人は、全体で何人くらいでしたか。あてはまるものを１つ選んで、番号
に○をつけてください。
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F5

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 はい 38 12.3
2 いいえ 261 84.5
3 わからない 10 3.2

有効回答者数 309 100.0
9 無回答 0

計 309

今回の労働審判の原因となった問題が起こった当時、あなたが働いていた会社・団体には労働組
合がありましたか。

付問 あなたはその組合の組合員でしたか。
[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 組合員だった 16 42.1
2 組合員ではなかった 22 57.9
有効回答者数 38 100.0

8 非該当 271
9 無回答 0
計 309

F6　 あなたの年収をおたずねします。
[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 

ケース数 ％
1 なし 1 0.3
2 100万円未満 12 3.9
3 100～200万円未満 38 12.5
4 200～300万円未満 79 25.9
5 300～400万円未満 62 20.3
6 400～500万円未満 40 13.1
7 500～600万円未満 27 8.9
8 600～700万円未満 16 5.2
9 700～800万円未満 10 3.3

10 800～900万円未満 3 1.0
11 900～1,000万円未満 5 1.6
12 1,000～1,500万円未満 3 1.0
13 1,500～2,000万円未満 2 0.7
14 2,000万円以上 2 0.7
15 わからない 0 0.0
16 答えたくない 5 1.6

有効回答者数 305 100.0
99 無回答 4

計 309

労働審判手続の原因となった問題が生じる（直）前について、あなた個人の年収は、次のどれにあ
てはまりますか。あてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。
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② 

ケース数 ％
1 なし 121 41.7
2 100万円未満 24 8.3
3 100～200万円未満 28 9.7
4 200～300万円未満 44 15.2
5 300～400万円未満 24 8.3
6 400～500万円未満 14 4.8
7 500～600万円未満 3 1.0
8 600～700万円未満 2 0.7
9 700～800万円未満 3 1.0

10 800～900万円未満 0 0.0
11 900～1,000万円未満 1 0.3
12 1,000～1,500万円未満 1 0.3
13 1,500～2,000万円未満 1 0.3
14 2,000万円以上 0 0.0
15 わからない 15 5.2
16 答えたくない 9 3.1

有効回答者数 290 100.0
99 無回答 19

計 309

現在について、あなた個人の年収は、次のどれにあてはまりますか。 あてはまるものを１つずつ選
んで、番号に○をつけてください。

F7

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 ある 48 15.7
2 ない 258 84.3
有効回答者数 306 100.0

9 無回答 3
計 309

あなたは、今回の事件以外に、労働関係の紛争であるかどうかを問わず、裁判や調停の経験は
ありますか。

F8 あなたは、日常生活で（仕事を除く）、日本語のほかによく用いる言語がありますか。
[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 ある 31 10.1
2 ない 276 89.9
有効回答者数 307 100.0

9 無回答 2
計 309

F9

ケース数 ％
1 記入あり 218 70.6
2 記入なし 91 29.4
計 309

以下の欄には、今の労働審判についてあなたが考えていること、また、この調査およびアンケート
用紙についての感想をご自由にお書きください。

F10

日数

ケース数 非該当 無回答 平均値 中央値 最小値 最大値
306 0 3 27.6 20 1 120

このアンケート用紙を記入し終わったのは、労働審判手続が終了したとき（調停が成立したとき、
または、審判が告知されたとき）から、おおよそどのくらい後ですか。
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  B票・単純集計表

問1

      　 [複数回答]

選択者数 ％
1 会社都合の解雇（整理解雇） 29 16.5
2 懲戒処分の解雇（懲戒解雇） 20 11.4
3 それ以外（1、2以外）の解雇 34 19.3
4 退職奨励 19 10.8
5 雇止め（有期労働契約の更新拒否） 19 10.8
6 採用内定取消 3 1.7
7 試用期間中または試用期間満了時の本採用拒否 8 4.5
8 賃金（基本給、諸手当） 24 13.6
9 残業代 34 19.3

10 退職金 10 5.7
11 解雇予告手当 13 7.4
12 賃金など労働条件の変更 17 9.7
13 配転・出向 4 2.3
14 セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 1 0.6
15 パワー・ハラスメント（パワハラ） 11 6.3
16 それ以外（14、15以外）のいじめ・いやがらせ 7 4.0
17 その他 10 5.7

有効回答者数 176
無回答 9
回答者人数 185

今回の労働審判手続は、どのような問題に関するものでしたか。選択肢の中からあてはまるものを
すべて選んで、番号に○をつけてください。

付問1　その問題が起こったのは、いつ頃でしたか。

年月 ケース数 ％ 年月 ケース数 ％
2006年03月 1 0.6% 2009年09月 4 2.2%
2006年07月 1 0.6% 2009年10月 5 2.8%
2006年11月 1 0.6% 2009年11月 7 3.9%
2007年10月 2 1.1% 2009年12月 14 7.8%
2007年11月 2 1.1% 2010年01月 11 6.1%
2008年05月 2 1.1% 2010年02月 10 5.6%
2008年09月 1 0.6% 2010年03月 26 14.5%
2008年11月 1 0.6% 2010年04月 22 12.3%
2008年12月 1 0.6% 2010年05月 20 11.2%
2009年01月 3 1.7% 2010年06月 15 8.4%
2009年03月 5 2.8% 2010年07月 6 3.4%
2009年04月 2 1.1% 2010年08月 4 2.2%
2009年05月 2 1.1% 2010年09月 2 1.1%
2009年06月 1 0.6% 2010年10月 1 0.6%

有効回答者数 179 100.0
無回答 6
計 185
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問3 今回の労働審判手続を裁判所に申し立てられた（申し立てた）のは、いつ頃でしたか。

年月 ケース数 ％
2009年04月 1 0.5
2009年10月 2 1.1
2010年02月 1 0.5
2010年03月 6 3.3
2010年04月 7 3.8
2010年05月 23 12.6
2010年06月 29 15.8
2010年07月 50 27.3
2010年08月 33 18.0
2010年09月 22 12.0
2010年10月 7 3.8
2010年11月 2 1.1
有効回答者数 183 100.0
無回答 2
計 185

問4
        
        
     

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 月給（未払い分）など月当たりの請求 82 44.8
2 その他の定額の請求（残業代、退職金、損害賠償など） 135 73.8
3 金銭の支払いは求められていない（求めていない） 7 3.8
4 わからない 2 1.1

有効回答者数 183
無回答 2
計 185

今回の労働審判手続で、相手側（労働者側）から申立時に請求された金額は  おおよそいくらでし
たか。選択肢の中からあてはまるものすべてに○をつけ、  「１」「２」を選んだ場合は該当する欄に
金額（万円）を記入してください。金額について回答に迷う場合は、申立書の「労働審判を求める
事項の価額」をお答えください。

金額(万円)
ケース数 非該当 無回答 平均値 中央値 最小値 最大値

1
月給（未払い分）な
ど月当たりの請求

80 103 2 71.7 29 1 850

2
その他の定額の請
求（残業代、退職
金、損害賠償など）

134 50 1 329.7 200 10 3102

問2　　
[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 （労働審判手続を）申し立てた側 1 0.5
2 申し立てられた側 182 99.5

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185
(注）

今回の労働審判手続でのあなたの会社・団体お立場は次のどちらでしたか。

B票の調査票の選択肢は「1（労働審判手続きを）申し立てられた側」「2 申し立てた側」であるが、
データの入力に際しては、A票に合わせて「「1（労働審判手続きを）申し立てた側」「2 申し立てら
れた側」に変換しており、上記集計もそれに従っている。
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問5　
　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

A 
                 

ケース数 ％
1 正規の職員・従業員 115 65.0
2 パート 17 9.6
3 アルバイト 8 4.5
4 契約社員 17 9.6
5 嘱託 7 4.0
6 派遣社員 2 1.1
7 その他 11 6.2

有効回答者数 177 100.0
9 無回答 8

計 185

今回の労働審判手続の相手側（労働者側）の当事者についておたずねします。相手側の当事者
が複数いる場合は、もっとも主要な相手側についてお答えください。

今回の労働審判手続の原因となった問題が起こった当時、相手側（労働者）の働き方は何でした
か。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。

B 

ケース数 ％
1 部長・次長クラスの管理職 12 6.9
2 課長クラスの管理職 10 5.7
3 係長クラスの管理職 4 2.3
4 職長、班長、組長などの現場監督職 11 6.3
5 役職にはついていない 109 62.6
6 その他 28 16.1

有効回答者数 174 100.0
9 無回答 11

計 185

その当時の相手側（労働者）の役職は何でしたか。選択肢の中から 最もあてはまるものを１つ選ん
で番号に○をつけてください。

C 

ケース数 ％
1 雇用関係の有無について争っていた 56 31.5
2 （雇用関係の有無に争いはなく）在職していた 29 16.3
3 （雇用関係の有無に争いはなく）退職していた 86 48.3
4 そもそも雇用関係がなかった（派遣など） 7 3.9

有効回答者数 178 100.0
9 無回答 7

計 185

今回の労働審判手続の申し立てがあった当時、相手側（労働者）はあなたの会社や団体に 在職
していましたか。選択肢の中からあてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。

問6 

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 とても良好であった 18 9.9
2 どちらかといえば良好であった 51 28.0
3 どちらともいえない 40 22.0
4 どちらかといえば良好でなかった 41 22.5
5 まったく良好でなかった 32 17.6

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

あなたの会社・団体では、今回の労働審判手続の原因となった問題が起こった当時、   あなたの
会社・団体と従業員との間のコミュニケーションの状態は良好でしたか。 あてはまるものを１つずつ
選んで、番号に○をつけてください。
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問8 
　　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

A 直接、相手側本人と交渉しましたか

ケース数 ％
1 した 85 47.2
2 しなかった 95 52.8

有効回答者数 180 100.0
9 無回答 5

計 185

今回の労働審判手続を申し立てられる（申し立てる）前に､その問題を解決するために、相手側
（使用者）と交渉しましたか。ＡとＢのそれぞれについて、あてはまるものを１つ選んで、番号に○を

B 人や組織を介して、相手側本人と交渉しましたか

ケース数 ％
1 した 66 37.7
2 しなかった 109 62.3

有効回答者数 175 100.0
9 無回答 10

計 185

問9　
       
         

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 労働局の行う相談窓口（「総合労働相談コーナー」など）を経由した 12 6.6
2 労働局の助言・指導の制度を経由した 16 8.8
3 労働局の紛争調整委員会の制度（あっせん）を経由した 24 13.2
4 労働委員会の紛争解決手続を経由した 3 1.6
5 以上の制度や手続を経由したことはなかった 132 72.5

有効回答者数 182
無回答 3
計 185

今回の労働審判手続を申し立てられる（申し立てる）前に､その問題を解決するために、労働局や
労働委員会の制度や手続を経由しましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選んで、番
号に○をつけてください。

問7
         
        

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 家族・親せき・個人的な知人に相談した 18 9.8
2 経営者の団体・知人に相談した 17 9.3
3 地方自治体の無料法律相談を利用した 11 6.0
4 顧問弁護士に相談した 93 50.8
5 顧問弁護士以外の弁護士事務所または弁護士会の法律相談を利用した 35 19.1
6 社会保険労務士（会）に相談した 50 27.3
7 法テラスのコールセンターや法律相談を利用した 1 0.5
8 その他の機関や専門家に相談した 4 2.2
9 以上の人や機関・専門家に相談したことはなかった 32 17.5

11 労働基準監督署に相談した 6 3.3
12 労働委員会に相談した 1 0.5
13 労働局に相談した 2 1.1
14 ハローワーク･職安に相談した 1 0.5
15 労働総合相談センター（都道府県･自治体の相談所等を含む）に相談した 1 0.5
16 その他の労働関係行政機関に相談した 1 0.5

有効回答者数 183
無回答 2
計 185

（注）

今回の労働審判手続を申し立てられる（申し立てる）前に､その問題を解決するために、 次のよう
な人や機関・専門家に相談したことはありましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選ん
で、番号に○をつけてください。

相談機関カテゴリーのうち、11（労働基準監督署）～16（その他の労働関係行政機関）は、調査終
了後の再コーディングの結果、追加された。
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問10　

            [単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 はい 167 90.8
2 いいえ 17 9.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

今回の労働審判手続で、弁護士を依頼しましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけ
てください。

付問　　その弁護士に初めて相談したのはいつですか。

年月 ケース数 ％
2003年04月 1 0.6
2007年05月 1 0.6
2007年10月 1 0.6
2008年05月 1 0.6
2009年04月 1 0.6
2009年07月 2 1.2
2009年09月 1 0.6
2009年10月 3 1.8
2009年11月 3 1.8
2009年12月 8 4.9
2010年01月 4 2.5
2010年02月 4 2.5
2010年03月 10 6.1
2010年04月 13 8.0
2010年05月 25 15.3
2010年06月 17 10.4
2010年07月 26 16.0
2010年08月 21 12.9
2010年09月 17 10.4
2010年10月 4 2.5
有効回答者数 163 100.0
非該当 18
無回答 4
計 185

問11
          

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 家族・親せき・個人的な知人 4 2.2
2 経営者の団体・知人 9 4.9
3 地方自治体の無料法律相談 2 1.1
4 顧問弁護士 70 37.8
5 顧問弁護士以外の弁護士または弁護士会 24 13.0
6 社会保険労務士（会） 24 13.0
7 法テラス 2 1.1
8 労働局、労働基準監督署、労働委員会 28 15.1
9 裁判所 8 4.3

10 新聞・雑誌やテレビ 27 14.6
11 その他 3 1.6
12 相手側から申し立てがあるまで労働審判手続のことは知らなかった 73 39.5
13 インターネット 4 2.2

有効回答者数 185
無回答 0
計 185

（注）

あなたの会社・団体はどこで労働審判手続を知りましたか。選択肢の中から あてはまるものをすべ
て選んで、番号に○をつけてください。

情報入手先カテゴリーのうち、13（インターネット）は、調査終了後の再コーディングの結果、追加さ
れた。
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問12

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 労働審判では自分の会社・団体の社会的名誉を守りたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 67 36.8
2 少しあてはまる 49 26.9
3 どちらともいえない 30 16.5
4 あまりあてはまらない 18 9.9
5 まったくあてはまらない 18 9.9

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

労働審判手続を申し立てられたとき、あなたが労働審判手続に何を期待したかについておたずね
します。次の期待について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つ
ずつ選んで、番号に○をつけてください。

　② 労働審判では金銭や財産など経済的な利益を守りたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 75 41.2
2 少しあてはまる 45 24.7
3 どちらともいえない 26 14.3
4 あまりあてはまらない 16 8.8
5 まったくあてはまらない 20 11.0

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

③ 労働審判では自分の会社・団体の自由な活動やプライバシーを守りたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 39 21.5
2 少しあてはまる 33 18.2
3 どちらともいえない 54 29.8
4 あまりあてはまらない 28 15.5
5 まったくあてはまらない 27 14.9

有効回答者数 181 100.0
9 無回答 4

計 185

④ 労働審判では自分の会社・団体の権利を実現し（あるいは守り）たかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 94 51.6
2 少しあてはまる 49 26.9
3 どちらともいえない 19 10.4
4 あまりあてはまらない 11 6.0
5 まったくあてはまらない 9 4.9

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

　⑤ 労働審判では公正な解決を得たかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 148 80.9
2 少しあてはまる 19 10.4
3 どちらともいえない 7 3.8
4 あまりあてはまらない 6 3.3
5 まったくあてはまらない 3 1.6

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185
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⑥ 労働審判では強制力のある解決を得たかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 76 41.8
2 少しあてはまる 41 22.5
3 どちらともいえない 48 26.4
4 あまりあてはまらない 8 4.4
5 まったくあてはまらない 9 4.9

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

⑦ 労働審判では事実関係をはっきりさせたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 140 76.5
2 少しあてはまる 19 10.4
3 どちらともいえない 10 5.5
4 あまりあてはまらない 9 4.9
5 まったくあてはまらない 5 2.7

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

⑧ 労働審判では白黒をはっきりさせたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 122 67.0
2 少しあてはまる 32 17.6
3 どちらともいえない 17 9.3
4 あまりあてはまらない 3 1.6
5 まったくあてはまらない 8 4.4

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

　⑨ 労働審判という公的な場で議論したかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 70 38.5
2 少しあてはまる 28 15.4
3 どちらともいえない 48 26.4
4 あまりあてはまらない 15 8.2
5 まったくあてはまらない 21 11.5

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

⑩ 労働審判官（裁判官）や労働関係の専門家である労働審判員に話を聞いてもらいたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 68 37.4
2 少しあてはまる 29 15.9
3 どちらともいえない 52 28.6
4 あまりあてはまらない 16 8.8
5 まったくあてはまらない 17 9.3

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185
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⑪ 労働審判を通じて相手側と話し合いの機会を持ちたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 26 14.4
2 少しあてはまる 23 12.7
3 どちらともいえない 50 27.6
4 あまりあてはまらない 28 15.5
5 まったくあてはまらない 54 29.8

有効回答者数 181 100.0
9 無回答 4

計 185

⑫ 労働審判では、同じような問題をかかえている会社・団体の立場や利益も守りたかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 28 15.5
2 少しあてはまる 23 12.7
3 どちらともいえない 60 33.1
4 あまりあてはまらない 25 13.8
5 まったくあてはまらない 45 24.9

有効回答者数 181 100.0
9 無回答 4

計 185

⑬ 訴訟（裁判）よりも労働審判のほうが適切な方法だと思った

ケース数 ％
1 強くあてはまる 27 14.9
2 少しあてはまる 38 21.0
3 どちらともいえない 74 40.9
4 あまりあてはまらない 10 5.5
5 まったくあてはまらない 32 17.7

有効回答者数 181 100.0
9 無回答 4

計 185

　⑭ 相手側(労働者側)に申し立てられたので仕方なかった

ケース数 ％
1 強くあてはまる 96 52.5
2 少しあてはまる 38 20.8
3 どちらともいえない 24 13.1
4 あまりあてはまらない 8 4.4
5 まったくあてはまらない 17 9.3

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185
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付問　 ①～⑭のうちもっとも重要だと思ったものを１つ選んで、その番号をお書きください。
[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 社会的名誉 14 7.6
2 経済的利益 9 4.9
3 個人的自由・会社・団体の自由な活動やプライバシー 3 1.6
4 自分・会社・団体の権利 12 6.5
5 公正な解決 52 28.3
6 強制力のある解決 4 2.2
7 事実関係をはっきりさせる 28 15.2
8 白黒をはっきりさせる 9 4.9
9 公的な場で議論 5 2.7

10 専門家に話をきいてもらう 4 2.2
11 話し合いの機会 1 0.5
12 同じ問題をかかえる会社・団体の立場や利益 4 2.2
13 訴訟よりも適切な方法 2 1.1
14 申し立てられて仕方なく 37 20.1

有効回答者数 184 100.0
99 無回答 1

計 185

問13
         
        [単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 まったく予想がつかなかった 78 42.2
2 ある程度は予想がついていた 98 53.0
3 はっきりと予想がついていた 9 4.9

有効回答者数 185 100.0
9 無回答 0

計 185

今回の労働審判手続が始まった時点で、労働審判手続が終わるまでにどのくらいの費用が かか
るか事前に予想はつきましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を つけてください。

問14 
      
       

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 労働審判手続を申し立てるにあたって裁判所に納めた手数料

ケース数 ％
1 非常に高い 6 3.5
2 やや高い 2 1.2
3 どちらともいえない 40 23.3
4 やや安い 5 2.9
5 非常に安い 5 2.9
6 支払わなかった・あてはまらない 114 66.3

有効回答者数 172 100.0
9 無回答 13

計 185

今回の労働審判手続を終えて、かかった費用はあなたの会社・団体にとって高いものでしたか、
安いものでしたか。次の①～③について、どのくらい強くそう思ったか、 それぞれについてあては
まるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。
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② 弁護士に支払った金額

ケース数 ％
1 非常に高い 25 13.7
2 やや高い 65 35.5
3 どちらともいえない 57 31.1
4 やや安い 16 8.7
5 非常に安い 6 3.3
6 支払わなかった・あてはまらない 14 7.7

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

③ 労働審判手続にかかった費用の総額

ケース数 ％
1 非常に高い 52 30.2
2 やや高い 34 19.8
3 どちらともいえない 64 37.2
4 やや安い 12 7.0
5 非常に安い 10 5.8

有効回答者数 172 100.0
9 無回答 13

計 185

問15　
          
          

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 非常に大きかった 77 41.6
2 やや大きかった 66 35.7
3 どちらともいえない 26 14.1
4 やや小さかった 4 2.2
5 非常に小さかった 12 6.5

有効回答者数 185 100.0
9 無回答 0

計 185

今回の労働審判手続で直接かかった費用以外に、書類の準備や必要な連絡・相談などに要した
手間や人手の負担は、あなたの会社・団体にとってどの程度のものでしたか。あてはまるものを１
つ選んで、番号に○をつけてください。

問16　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 
ケース数 ％

1 まったく予想がつかなかった 52 28.1
2 ある程度は予想がついていた 123 66.5
3 はっきりと予想がついていた 10 5.4

有効回答者数 185 100.0
9 無回答 0

計 185

今回の労働審判手続が始まった時点で、労働審判手続が終わるまでにどのくらいの時間がかかる
か事前に予想はつきましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。
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問17　
　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 非常に短い 51 27.9
2 やや短い 44 24.0
3 どちらともいえない 56 30.6
4 やや長い 21 11.5
5 非常に長い 11 6.0

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

今回の労働審判手続を終えて、かかった時間をどのように思いますか。あてはまるものを１つ選ん
で、番号に○をつけてください。

付問
　　　　　　　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 満足している 77 42.1
2 どちらともいえない 72 39.3
3 満足していない 34 18.6

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

問17でお答えいただいた時間の短さや長さについて、あなたは満足していますか。あてはまるもの
を１つ選んで、番号に○をつけてください。

問18
　　　　

　　　 [単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 労働審判手続の中で、自分の側の立場を十分に主張できた

ケース数 ％
1 強くそう思う 41 22.4
2 少しそう思う 56 30.6
3 どちらともいえない 17 9.3
4 あまりそう思わない 34 18.6
5 まったくそう思わない 35 19.1
9 わからない 0 0.0

有効回答者数 183 100.0
99 無回答 2

計 185

今回の労働審判手続の過程や経過についておたずねします。次の①～⑧について、どのくらい
強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてくださ
い。

② 労働審判手続の中で、自分の側の証拠を十分に提出できた

ケース数 ％
1 強くそう思う 61 33.5
2 少しそう思う 53 29.1
3 どちらともいえない 22 12.1
4 あまりそう思わない 30 16.5
5 まったくそう思わない 16 8.8
9 わからない 0 0.0

有効回答者数 182 100.0
99 無回答 3

計 185
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　③ 相手側の主張・立証について十分に理解できた

ケース数 ％
1 強くそう思う 9 4.9
2 少しそう思う 22 12.0
3 どちらともいえない 16 8.7
4 あまりそう思わない 42 23.0
5 まったくそう思わない 88 48.1
9 わからない 6 3.3

有効回答者数 183 100.0
99 無回答 2

計 185

④ 労働審判手続の一連の進み方は分かりやすかった

ケース数 ％
1 強くそう思う 41 22.4
2 少しそう思う 59 32.2
3 どちらともいえない 34 18.6
4 あまりそう思わない 29 15.8
5 まったくそう思わない 17 9.3
9 わからない 3 1.6

有効回答者数 183 100.0
99 無回答 2

計 185

⑤ 労働審判の場で使われていた言葉は分かりやすかった

ケース数 ％
1 強くそう思う 58 31.7
2 少しそう思う 80 43.7
3 どちらともいえない 27 14.8
4 あまりそう思わない 16 8.7
5 まったくそう思わない 2 1.1
9 わからない 0 0.0

有効回答者数 183 100.0
99 無回答 2

計 185

⑥ 結果はともあれ、手続の進み方は公正・公平だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 48 26.2
2 少しそう思う 50 27.3
3 どちらともいえない 32 17.5
4 あまりそう思わない 16 8.7
5 まったくそう思わない 35 19.1
9 わからない 2 1.1

有効回答者数 183 100.0
99 無回答 2

計 185

⑦ 今回の労働審判手続は、迅速に進められた

ケース数 ％
1 強くそう思う 71 39.0
2 少しそう思う 65 35.7
3 どちらともいえない 28 15.4
4 あまりそう思わない 10 5.5
5 まったくそう思わない 4 2.2
9 わからない 4 2.2

有効回答者数 182 100.0
99 無回答 3

計 185
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⑧ 今回の労働審判手続では、充実した審理が行なわれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 28 15.3
2 少しそう思う 38 20.8
3 どちらともいえない 40 21.9
4 あまりそう思わない 32 17.5
5 まったくそう思わない 43 23.5
9 わからない 2 1.1

有効回答者数 183 100.0
99 無回答 2

計 185

問19
　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 すべて立ち会った 162 90.0
2 一部立ち会った 13 7.2
3 まったく立ち会わなかった 5 2.8

有効回答者数 180 100.0
9 無回答 5

計 185

今回の労働審判手続では、あなた（回答者）自身または会社・団体のどなたかがどの程度立会い
ましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。

問20　
　　　　

　　 [単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① その審判官は、中立的な立場で審理を行なった

ケース数 ％
1 強くそう思う 70 39.3
2 少しそう思う 39 21.9
3 どちらともいえない 25 14.0
4 あまりそう思わない 24 13.5
5 まったくそう思わない 20 11.2

有効回答者数 178 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 185

今回の労働審判手続を担当した審判官（裁判官）の印象についておたずねします。次の①～⑩
について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号
に○をつけてください。

② その審判官は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 53 29.9
2 少しそう思う 47 26.6
3 どちらともいえない 24 13.6
4 あまりそう思わない 35 19.8
5 まったくそう思わない 18 10.2

有効回答者数 177 100.0
8 非該当 5
9 無回答 3

計 185
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③ その審判官は、信頼できる人物だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 64 36.4
2 少しそう思う 46 26.1
3 どちらともいえない 39 22.2
4 あまりそう思わない 12 6.8
5 まったくそう思わない 15 8.5

有効回答者数 176 100.0
8 非該当 5
9 無回答 4

計 185

④ その審判官は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 12 6.8
2 少しそう思う 25 14.1
3 どちらともいえない 26 14.7
4 あまりそう思わない 60 33.9
5 まったくそう思わない 54 30.5

有効回答者数 177 100.0
8 非該当 5
9 無回答 3

計 185

⑤ その審判官は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 62 35.0
2 少しそう思う 62 35.0
3 どちらともいえない 31 17.5
4 あまりそう思わない 14 7.9
5 まったくそう思わない 8 4.5

有効回答者数 177 100.0
8 非該当 5
9 無回答 3

計 185

⑥ その審判官は、法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 41 23.2
2 少しそう思う 59 33.3
3 どちらともいえない 31 17.5
4 あまりそう思わない 27 15.3
5 まったくそう思わない 19 10.7

有効回答者数 177 100.0
8 非該当 5
9 無回答 3

計 185
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　⑦ その審判官は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 40 22.6
2 少しそう思う 46 26.0
3 どちらともいえない 50 28.2
4 あまりそう思わない 28 15.8
5 まったくそう思わない 13 7.3

有効回答者数 177 100.0
8 非該当 5
9 無回答 3

計 185

　⑧ その審判官は、あなたの事件の審理のために十分な準備をしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 43 24.3
2 少しそう思う 45 25.4
3 どちらともいえない 45 25.4
4 あまりそう思わない 26 14.7
5 まったくそう思わない 18 10.2

有効回答者数 177 100.0
8 非該当 5
9 無回答 3

計 185

⑨ その審判官は、手続を適切に進めていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 60 34.3
2 少しそう思う 52 29.7
3 どちらともいえない 43 24.6
4 あまりそう思わない 13 7.4
5 まったくそう思わない 7 4.0

有効回答者数 175 100.0
8 非該当 5
9 無回答 5

計 185

⑩ その審判官は、審判員とよく協力していた

ケース数 ％
1 強くそう思う 46 25.8
2 少しそう思う 68 38.2
3 どちらともいえない 40 22.5
4 あまりそう思わない 15 8.4
5 まったくそう思わない 9 5.1

有効回答者数 178 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 185
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問21

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 とても満足している 52 29.1
2 少し満足している 38 21.2
3 どちらともいえない 33 18.4
4 あまり満足していない 27 15.1
5 まったく満足していない 29 16.2

有効回答者数 179 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 185

今回の労働審判手続で、その審判官に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に
○をつけてください。

問22

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

A① その審判員は、中立的な立場で審理を行なった

ケース数 ％
1 強くそう思う 27 15.0
2 少しそう思う 48 26.7
3 どちらともいえない 31 17.2
4 あまりそう思わない 32 17.8
5 まったくそう思わない 24 13.3
6 その審判員の印象はまったくわからない 18 10.0

有効回答者数 180 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 185

今回の労働審判手続を担当した２人の審判員（仮に審判員「Ａ」と審判員「Ｂ」と呼ぶことと　　しま
す。）の印象についてそれぞれおたずねします。次の①～⑨について、どのくらい強くそう思った
か、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○を　つけてください。その審判
員がひと言も話さなかったなどの理由で印象がまったくわからない場合には、一番下の段の「６」に
○をして、次の問にお進みください。

　A② その審判員は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 31 17.3
2 少しそう思う 42 23.5
3 どちらともいえない 41 22.9
4 あまりそう思わない 23 12.8
5 まったくそう思わない 24 13.4
6 その審判員の印象はまったくわからない 18 10.1

有効回答者数 179 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 185

A③ その審判員は、信頼できる人物だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 26 14.5
2 少しそう思う 36 20.1
3 どちらともいえない 66 36.9
4 あまりそう思わない 14 7.8
5 まったくそう思わない 19 10.6
6 その審判員の印象はまったくわからない 18 10.1

有効回答者数 179 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 185
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A④ その審判員は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 6 3.4
2 少しそう思う 15 8.4
3 どちらともいえない 32 17.9
4 あまりそう思わない 55 30.7
5 まったくそう思わない 53 29.6
6 その審判員の印象はまったくわからない 18 10.1

有効回答者数 179 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 185

A⑤ その審判員は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 36 20.1
2 少しそう思う 51 28.5
3 どちらともいえない 43 24.0
4 あまりそう思わない 17 9.5
5 まったくそう思わない 14 7.8
6 その審判員の印象はまったくわからない 18 10.1

有効回答者数 179 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 185

A⑥ その審判員は、法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 13 7.3
2 少しそう思う 22 12.3
3 どちらともいえない 64 35.8
4 あまりそう思わない 41 22.9
5 まったくそう思わない 21 11.7
6 その審判員の印象はまったくわからない 18 10.1

有効回答者数 179 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 185

A⑦ その審判員は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 21 11.7
2 少しそう思う 38 21.2
3 どちらともいえない 65 36.3
4 あまりそう思わない 24 13.4
5 まったくそう思わない 13 7.3
6 その審判員の印象はまったくわからない 18 10.1

有効回答者数 179 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 185
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A⑧ その審判員は、あなたの事件の審理のために十分な準備をしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 19 10.6
2 少しそう思う 33 18.4
3 どちらともいえない 57 31.8
4 あまりそう思わない 28 15.6
5 まったくそう思わない 24 13.4
6 その審判員の印象はまったくわからない 18 10.1

有効回答者数 179 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 185

A⑨ その審判員は、審判官やもう１人の審判員とよく協力していた

ケース数 ％
1 強くそう思う 22 12.3
2 少しそう思う 60 33.5
3 どちらともいえない 49 27.4
4 あまりそう思わない 19 10.6
5 まったくそう思わない 11 6.1
6 その審判員の印象はまったくわからない 18 10.1

有効回答者数 179 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 185

　B① その審判員は、中立的な立場で審理を行なった

ケース数 ％
1 強くそう思う 23 12.8
2 少しそう思う 54 30.0
3 どちらともいえない 28 15.6
4 あまりそう思わない 33 18.3
5 まったくそう思わない 12 6.7
6 その審判員の印象はまったくわからない 30 16.7

有効回答者数 180 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 185

B② その審判員は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 27 15.0
2 少しそう思う 51 28.3
3 どちらともいえない 38 21.1
4 あまりそう思わない 18 10.0
5 まったくそう思わない 16 8.9
6 その審判員の印象はまったくわからない 30 16.7

有効回答者数 180 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 185
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　B③ その審判員は、信頼できる人物だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 24 13.4
2 少しそう思う 35 19.6
3 どちらともいえない 67 37.4
4 あまりそう思わない 12 6.7
5 まったくそう思わない 11 6.1
6 その審判員の印象はまったくわからない 30 16.8

有効回答者数 179 100.0
8 非該当 5
9 無回答 1

計 185

B④ その審判員は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 5 2.8
2 少しそう思う 10 5.6
3 どちらともいえない 29 16.1
4 あまりそう思わない 58 32.2
5 まったくそう思わない 48 26.7
6 その審判員の印象はまったくわからない 30 16.7

有効回答者数 180 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 185

　B⑤ その審判員は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 27 15.0
2 少しそう思う 57 31.7
3 どちらともいえない 42 23.3
4 あまりそう思わない 17 9.4
5 まったくそう思わない 7 3.9
6 その審判員の印象はまったくわからない 30 16.7

有効回答者数 180 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 185

　B⑥ その審判員は、法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 9 5.0
2 少しそう思う 22 12.2
3 どちらともいえない 66 36.7
4 あまりそう思わない 37 20.6
5 まったくそう思わない 16 8.9
6 その審判員の印象はまったくわからない 30 16.7

有効回答者数 180 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 185
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B⑦ その審判員は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 16 8.9
2 少しそう思う 37 20.6
3 どちらともいえない 68 37.8
4 あまりそう思わない 20 11.1
5 まったくそう思わない 9 5.0
6 その審判員の印象はまったくわからない 30 16.7

有効回答者数 180 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 185

B⑧ その審判員は、あなたの事件の審理のために十分な準備をしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 19 10.6
2 少しそう思う 30 16.7
3 どちらともいえない 60 33.3
4 あまりそう思わない 21 11.7
5 まったくそう思わない 20 11.1
6 その審判員の印象はまったくわからない 30 16.7

有効回答者数 180 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 185

B⑨ その審判員は、審判官やもう１人の審判員とよく協力していた

ケース数 ％
1 強くそう思う 21 11.8
2 少しそう思う 52 29.2
3 どちらともいえない 51 28.7
4 あまりそう思わない 16 9.0
5 まったくそう思わない 8 4.5
6 その審判員の印象はまったくわからない 30 16.9

有効回答者数 178 100.0
8 非該当 5
9 無回答 2

計 185

問23　
　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 とても満足している 28 15.6
2 少し満足している 36 20.0
3 どちらともいえない 41 22.8
4 あまり満足していない 25 13.9
5 まったく満足していない 27 15.0
6 わからない 23 12.8

有効回答者数 180 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 185

今回の労働審判手続で、審判員Ａに満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、　番号に○
をつけてください。
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問24　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 
ケース数 ％

1 とても満足している 19 10.6
2 少し満足している 38 21.1
3 どちらともいえない 47 26.1
4 あまり満足していない 28 15.6
5 まったく満足していない 21 11.7
6 わからない 27 15.0

有効回答者数 180 100.0
8 非該当 5
9 無回答 0

計 185

今回の労働審判手続で、審判員Ｂに満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を
つけてください。

問25　
　　　
　　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 裁判所職員は、中立的な立場で物事を処理していた

ケース数 ％
1 強くそう思う 30 17.5
2 少しそう思う 44 25.7
3 どちらともいえない 31 18.1
4 あまりそう思わない 4 2.3
5 まったくそう思わない 3 1.8
6 裁判所職員と接触した経験がない 59 34.5

有効回答者数 171 100.0
9 無回答 14

計 185

裁判所には、審判官・審判員以外の裁判所職員がいます。裁判所職員の印象について　おたず
ねします。次の①～⑤について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを
１つずつ選んで、番号に○をつけてください。裁判所職員と接触した経験がない場合には「６」に
○をつけてください。

② 裁判所職員は、あなたの話すことをきちんと聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 25 14.6
2 少しそう思う 35 20.5
3 どちらともいえない 44 25.7
4 あまりそう思わない 6 3.5
5 まったくそう思わない 2 1.2
6 裁判所職員と接触した経験がない 59 34.5

有効回答者数 171 100.0
9 無回答 14

計 185

③ 裁判所職員は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 31 18.0
2 少しそう思う 47 27.3
3 どちらともいえない 29 16.9
4 あまりそう思わない 5 2.9
5 まったくそう思わない 1 0.6
6 裁判所職員と接触した経験がない 59 34.3

有効回答者数 172 100.0
9 無回答 13

計 185
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④ 裁判所職員は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 2 1.2
2 少しそう思う 3 1.8
3 どちらともいえない 24 14.0
4 あまりそう思わない 43 25.1
5 まったくそう思わない 40 23.4
6 裁判所職員と接触した経験がない 59 34.5

有効回答者数 171 100.0
9 無回答 14

計 185

　⑤ 裁判所職員は、効率的に仕事をしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 17 9.9
2 少しそう思う 34 19.8
3 どちらともいえない 51 29.7
4 あまりそう思わない 8 4.7
5 まったくそう思わない 3 1.7
6 裁判所職員と接触した経験がない 59 34.3

有効回答者数 172 100.0
9 無回答 13

計 185

問26　

　　　 [単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 とても満足している 19 10.5
2 少し満足している 36 19.9
3 どちらともいえない 56 30.9
4 あまり満足していない 6 3.3
5 まったく満足していない 5 2.8
6 裁判所職員と接触した経験がない 59 32.6

有効回答者数 181 100.0
9 無回答 4

計 185

今回の労働審判手続で、裁判所職員に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に
○をつけてください。

問27　
　　　
　　　　

　　　 [単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① その弁護士は、あなたの味方になってくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 124 67.4
2 少しそう思う 34 18.5
3 どちらともいえない 4 2.2
4 あまりそう思わない 4 2.2
5 まったくそう思わない 1 0.5
6 弁護士を依頼しなかった 17 9.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

今回の労働審判手続で、あなたの会社・団体が依頼した弁護士に対する印象についておたずね
します。次の①～⑪について、どのくらい強くそう思ったかそれぞれについてあてはまるものを１つ
ずつ選んで、番号に○をつけてください。　弁護士を依頼しなかった場合には「６」に○をつけてく
ださい。
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② その弁護士は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 127 69.0
2 少しそう思う 32 17.4
3 どちらともいえない 5 2.7
4 あまりそう思わない 2 1.1
5 まったくそう思わない 1 0.5
6 弁護士を依頼しなかった 17 9.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

③ その弁護士は、信頼できる人物だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 127 69.0
2 少しそう思う 29 15.8
3 どちらともいえない 9 4.9
4 あまりそう思わない 1 0.5
5 まったくそう思わない 1 0.5
6 弁護士を依頼しなかった 17 9.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

④ その弁護士は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 7 3.8
2 少しそう思う 7 3.8
3 どちらともいえない 18 9.8
4 あまりそう思わない 39 21.2
5 まったくそう思わない 96 52.2
6 弁護士を依頼しなかった 17 9.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

⑤ その弁護士は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 107 59.1
2 少しそう思う 47 26.0
3 どちらともいえない 9 5.0
4 あまりそう思わない 0 0.0
5 まったくそう思わない 1 0.6
6 弁護士を依頼しなかった 17 9.4

有効回答者数 181 100.0
9 無回答 4

計 185

⑥ その弁護士は、法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 99 53.8
2 少しそう思う 49 26.6
3 どちらともいえない 15 8.2
4 あまりそう思わない 2 1.1
5 まったくそう思わない 2 1.1
6 弁護士を依頼しなかった 17 9.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185
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　⑦ その弁護士は、手続の進行経過や今後の見込みを十分説明してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 100 54.3
2 少しそう思う 48 26.1
3 どちらともいえない 15 8.2
4 あまりそう思わない 3 1.6
5 まったくそう思わない 1 0.5
6 弁護士を依頼しなかった 17 9.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

⑧ その弁護士は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 82 44.6
2 少しそう思う 43 23.4
3 どちらともいえない 31 16.8
4 あまりそう思わない 8 4.3
5 まったくそう思わない 3 1.6
6 弁護士を依頼しなかった 17 9.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

⑨ その弁護士は、あなたの事件のために十分な準備をしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 91 49.5
2 少しそう思う 54 29.3
3 どちらともいえない 11 6.0
4 あまりそう思わない 9 4.9
5 まったくそう思わない 2 1.1
6 弁護士を依頼しなかった 17 9.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

⑩ その弁護士は、手続を迅速に進めようとしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 95 51.6
2 少しそう思う 55 29.9
3 どちらともいえない 14 7.6
4 あまりそう思わない 3 1.6
5 まったくそう思わない 0 0.0
6 弁護士を依頼しなかった 17 9.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

⑪ その弁護士は、手続を適正に進めようとしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 101 54.9
2 少しそう思う 46 25.0
3 どちらともいえない 15 8.2
4 あまりそう思わない 2 1.1
5 まったくそう思わない 3 1.6
6 弁護士を依頼しなかった 17 9.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185
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問28　
　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 とても満足している 97 54.5
2 少し満足している 39 21.9
3 どちらともいえない 13 7.3
4 あまり満足していない 10 5.6
5 まったく満足していない 5 2.8
6 弁護士を依頼しなかった 14 7.9

有効回答者数 178 100.0
9 無回答 7

計 185

今回の労働審判手続で、その弁護士に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に
○をつけてください。

問29
　　　
　　　
　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 相手側の弁護士は、あなた側の言い分を十分に聞いてくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 1 0.5
2 少しそう思う 11 6.0
3 どちらともいえない 28 15.2
4 あまりそう思わない 28 15.2
5 まったくそう思わない 53 28.8
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 63 34.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

相手側（労働者側）の弁護士に対する印象についておたずねします。次の①～⑧について、どの
くらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてく
ださい。相手側に弁護士がいなかった場合、あるいは、相手側に弁護士がいてもあなたとまったく
接触がなかった場合には「６」に○をして、次の問にお進みください。

② 相手側の弁護士は、信頼できる人物だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 2 1.1
2 少しそう思う 10 5.4
3 どちらともいえない 41 22.3
4 あまりそう思わない 23 12.5
5 まったくそう思わない 45 24.5
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 63 34.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

③ 相手側の弁護士は、権威的・威圧的だった

ケース数 ％
1 強くそう思う 16 8.7
2 少しそう思う 17 9.2
3 どちらともいえない 31 16.8
4 あまりそう思わない 35 19.0
5 まったくそう思わない 22 12.0
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 63 34.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185
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④ 相手側の弁護士は、あなたに対してていねいに接してくれた

ケース数 ％
1 強くそう思う 2 1.1
2 少しそう思う 17 9.2
3 どちらともいえない 50 27.2
4 あまりそう思わない 28 15.2
5 まったくそう思わない 24 13.0
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 63 34.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

　⑤ 相手側の弁護士は、法律上の問題点をわかりやすく説明していた

ケース数 ％
1 強くそう思う 2 1.1
2 少しそう思う 2 1.1
3 どちらともいえない 45 24.5
4 あまりそう思わない 31 16.8
5 まったくそう思わない 41 22.3
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 63 34.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

⑥ 相手側の弁護士は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく分かっていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 3 1.6
2 少しそう思う 10 5.5
3 どちらともいえない 50 27.3
4 あまりそう思わない 28 15.3
5 まったくそう思わない 29 15.8
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 63 34.4

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

⑦ 相手側の弁護士は、手続を迅速に進めようとしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 13 7.1
2 少しそう思う 36 19.7
3 どちらともいえない 39 21.3
4 あまりそう思わない 16 8.7
5 まったくそう思わない 16 8.7
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 63 34.4

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

⑧ 相手側の弁護士は、手続を適正に進めようとしていた

ケース数 ％
1 強くそう思う 5 2.7
2 少しそう思う 30 16.4
3 どちらともいえない 40 21.9
4 あまりそう思わない 24 13.1
5 まったくそう思わない 21 11.5
6 相手側に弁護士がいなかった・接触がなかった 63 34.4

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185
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問30　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 調停が成立した 151 84.4
2 労働審判が告知された 26 14.5
3 終わり方がどちらかわからない 2 1.1

有効回答者数 179 100.0
9 無回答 6

計 185

今回の労働審判手続は、どのような形で終わりましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を
つけてください。

付問1　
　　　　　　　 

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 自分の会社・団体の側だけが申し立てた 8 30.8
2 相手の側だけが申し立てた 5 19.2
3 双方が申し立てた 2 7.7
4 双方とも申し立てなかった 9 34.6
5 わからない 2 7.7

有効回答者数 26 100.0
8 非該当 159
9 無回答 0

計 185

その労働審判に対して、異議申立てがありましたか。あてはまるものを１つ選んで、 番号に○をつ
けてください。

付問2
　　　　

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 調停案が不利だと思ったから 5 20.8
2 事実関係をもっとはっきりさせたかったから 12 50.0
3 自分の会社・団体の側が正しいことをもっとはっきりさせたかったから 13 54.2
4 審判官や審判員にもっと調べてもらいたかったから 9 37.5
5 労働審判委員会（審判官・審判員）の公的な判断が欲しかったか 5 20.8
6 審判官や審判員が自分の会社・団体の側の話を十分に聞いてくれなかったから 6 25.0
7 調停の進め方が不公正・不公平だったから 7 29.2
8 相手側（労働者側）が調停案を拒んだから 6 25.0
9 相手側（労働者側）が譲歩しなかったから 6 25.0
10 その他 4 16.7
有効回答者数 24
非該当 159
無回答 2
計 185

その労働審判手続が調停で解決しなかった理由についておたずねします。あてはまるものをすべ
て選んで、番号に○をつけてください。

問31　
　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 
ケース数 ％

1 よく理解できている 87 47.8
2 どちらかというと理解できている 44 24.2
3 どちらともいえない 21 11.5
4 どちらかというと理解できていない 17 9.3
5 まったく理解できていない 13 7.1
6 内容を知らない 0 0.0

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

あなたの会社・団体は、その調停ないし審判の内容を十分理解できていると思いますか。あてはま
るものを１つ選んで、番号に○をつけてください。
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問33　

[複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 相手側（労働者）を退職扱いとすること 95 52.2
2 相手側（労働者）に金銭を支払う義務がないこと 17 9.3
3 その他 26 14.3
4 自分の会社・団体に認められた権利や地位はない 45 24.7
5 わからない 15 8.2

有効回答者数 182
9 無回答 3

計 185

調停ないし審判の結果、あなたの会社・団体は、どのような権利や地位を得たり、認められたりしま
したか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選んで、番号に○をつけてください。

問32
　　　

　　 [複数回答][複数回答][複数回答][複数回答]

選択者数 ％
1 解決金などの金銭の支払い 165 89.2
2 その会社で働く権利や地位（復職など） 8 4.3
3 賃金など労働条件の引き下げの是正・回復 6 3.2
4 配転・出向などの命令の是正・撤回 2 1.1
5 セクハラ・パワハラやそれ以外のいじめ・いやがらせへの対応 0 0.0
6 その他の権利や地位 9 4.9
7 相手側に認められた権利や地位はない 9 4.9
8 わからない 1 0.5

有効回答者数 185
9 無回答 0

計 185

調停ないし審判の結果、相手側(労働者)は、あなたの会社・団体に対して、どのような権利や地位
を得たり、認められたりしましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選んで、番号に○をつ
けてください。

付問　
　　　　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 
選択者数 ％

1 およそXX万円　(金額記入) 153 96.2
2 わからない 1 0.6
3 答えたくない 5 3.1

有効回答者数 159 100.0
8 非該当 20
9 無回答 6

計 185

調停ないし審判の結果相手側(労働者)に認められた金額は、総額でおおよそいくらでしたか。差
し支えのない範囲でお答えください。

解決金金額（万円）

ケース数 非該当 無回答 平均値 中央値 最小値 最大値
153 32 0 139.7 100 10 1500

問34　
　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 
ケース数 ％

1 有利 23 12.5
2 やや有利 26 14.1
3 中間・どちらともいえない 38 20.7
4 やや不利 31 16.8
5 不利 66 35.9

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

今回の調停ないし審判の結果は、全体として、あなたの会社・団体にとって有利なものでしたか、
不利なものでしたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。
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問35　
　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 今回の結果は公平なものである

ケース数 ％
1 強くそう思う 26 14.1
2 少しそう思う 33 17.9
3 どちらともいえない 36 19.6
4 あまりそう思わない 41 22.3
5 まったくそう思わない 48 26.1

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

今回の調停ないし審判の結果について、次の①～⑨を、どのくらい強くそう思いましたか。それぞ
れについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。

　② 今回の結果は労働関係の実情をふまえている

ケース数 ％
1 強くそう思う 28 15.2
2 少しそう思う 34 18.5
3 どちらともいえない 33 17.9
4 あまりそう思わない 39 21.2
5 まったくそう思わない 50 27.2

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

③ 今回の結果は法律上の権利・義務をふまえている

ケース数 ％
1 強くそう思う 28 15.5
2 少しそう思う 49 27.1
3 どちらともいえない 46 25.4
4 あまりそう思わない 25 13.8
5 まったくそう思わない 33 18.2

有効回答者数 181 100.0
9 無回答 4

計 185

④ 今回の結果は当事者双方の事情を偏らずに考慮している

ケース数 ％
1 強くそう思う 25 13.6
2 少しそう思う 37 20.1
3 どちらともいえない 41 22.3
4 あまりそう思わない 34 18.5
5 まったくそう思わない 47 25.5

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

⑤ 今回の結果は当事者間の力の不均衡を是正している

ケース数 ％
1 強くそう思う 16 8.7
2 少しそう思う 30 16.3
3 どちらともいえない 65 35.3
4 あまりそう思わない 36 19.6
5 まったくそう思わない 37 20.1

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185
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⑥ 裁判所における調停や審判の結果なので実現が大いに期待できる

ケース数 ％
1 強くそう思う 43 23.6
2 少しそう思う 32 17.6
3 どちらともいえない 50 27.5
4 あまりそう思わない 23 12.6
5 まったくそう思わない 34 18.7

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

⑦ 今回の結果は具体的な事件の解決として適切である

ケース数 ％
1 強くそう思う 35 19.0
2 少しそう思う 35 19.0
3 どちらともいえない 38 20.7
4 あまりそう思わない 35 19.0
5 まったくそう思わない 41 22.3

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

　⑧ 将来、同じような問題状況をかかえた場合、再び労働審判手続で問題を解決しようと思う

ケース数 ％
1 強くそう思う 26 14.3
2 少しそう思う 26 14.3
3 どちらともいえない 52 28.6
4 あまりそう思わない 29 15.9
5 まったくそう思わない 49 26.9

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

⑨ 

ケース数 ％
1 強くそう思う 16 8.7
2 少しそう思う 34 18.5
3 どちらともいえない 67 36.4
4 あまりそう思わない 18 9.8
5 まったくそう思わない 49 26.6

有効回答者数 184 100.0
9 無回答 1

計 185

同じような問題で困っている知人がいたら（会社・団体等があったら）、労働審判手続で問題を解
決するように勧める

問36　
　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 
ケース数 ％

1 とても満足している 24 13.1
2 少し満足している 41 22.4
3 どちらともいえない 22 12.0
4 あまり満足していない 44 24.0
5 まったく満足していない 52 28.4

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

今回の調停ないし審判の結果に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつ
けてください。
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問37　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 裁判所で行なわれる手続であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 88 48.6
2 やや重要だと思う 57 31.5
3 どちらともいえない 23 12.7
4 あまり重要だとは思わない 4 2.2
5 まったく重要だとは思わない 9 5.0

有効回答者数 181 100.0
9 無回答 4

計 185

労働審判手続は、次の①～⑪にあげるような特徴を持つといわれています。今回の経験に照らし
て、①～⑪はどのくらい重要だと思うか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番
号に○をつけてください。

② 法的な権利関係をふまえた制度であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 85 47.2
2 やや重要だと思う 48 26.7
3 どちらともいえない 33 18.3
4 あまり重要だとは思わない 8 4.4
5 まったく重要だとは思わない 6 3.3

有効回答者数 180 100.0
9 無回答 5

計 185

③ 原則として3回以内の期日で終了すること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 78 42.9
2 やや重要だと思う 53 29.1
3 どちらともいえない 24 13.2
4 あまり重要だとは思わない 16 8.8
5 まったく重要だとは思わない 11 6.0

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

④ 手数料が裁判（訴訟）の半額程度であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 54 30.2
2 やや重要だと思う 36 20.1
3 どちらともいえない 68 38.0
4 あまり重要だとは思わない 14 7.8
5 まったく重要だとは思わない 7 3.9

有効回答者数 179 100.0
9 無回答 6

計 185

⑤ 

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 71 38.8
2 やや重要だと思う 50 27.3
3 どちらともいえない 28 15.3
4 あまり重要だとは思わない 18 9.8
5 まったく重要だとは思わない 16 8.7

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

労使双方から選ばれた労使関係に関する専門的な知識や経験を有する審判員が手続に参加す
ること

-181-

B票・単純集計表



⑥ 手続が原則として非公開であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 73 39.9
2 やや重要だと思う 45 24.6
3 どちらともいえない 46 25.1
4 あまり重要だとは思わない 9 4.9
5 まったく重要だとは思わない 10 5.5

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

⑦ 当事者本人が口頭で事情を説明すること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 97 53.0
2 やや重要だと思う 53 29.0
3 どちらともいえない 25 13.7
4 あまり重要だとは思わない 6 3.3
5 まったく重要だとは思わない 2 1.1

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

⑧ 双方の関係者が、一つのテーブルを囲んで手続を進めること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 63 34.8
2 やや重要だと思う 47 26.0
3 どちらともいえない 52 28.7
4 あまり重要だとは思わない 12 6.6
5 まったく重要だとは思わない 7 3.9

有効回答者数 181 100.0
9 無回答 4

計 185

⑨ 手続のなかで、適宜、調停による解決が試みられること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 68 37.6
2 やや重要だと思う 68 37.6
3 どちらともいえない 33 18.2
4 あまり重要だとは思わない 8 4.4
5 まったく重要だとは思わない 4 2.2

有効回答者数 181 100.0
9 無回答 4

計 185

⑩ 裁判（訴訟）の判決に比べて、事件の実情や当事者の事情に応じた柔軟な解決が可能であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 73 40.6
2 やや重要だと思う 55 30.6
3 どちらともいえない 40 22.2
4 あまり重要だとは思わない 6 3.3
5 まったく重要だとは思わない 6 3.3

有効回答者数 180 100.0
9 無回答 5

計 185
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　⑪ 労働審判に異議の申立てがあると裁判（訴訟）に移行する手続であること

ケース数 ％
1 非常に重要だと思う 72 39.8
2 やや重要だと思う 46 25.4
3 どちらともいえない 56 30.9
4 あまり重要だとは思わない 4 2.2
5 まったく重要だとは思わない 3 1.7

有効回答者数 181 100.0
9 無回答 4

計 185

付問　 ①～⑪のうちもっとも重要だと思うものを１つ選んで、その記号をお書きください。
[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 裁判所の手続きである 32 17.6
2 法的な権利関係をふまえた制度 19 10.4
3 3回以内の期日で終了 22 12.1
4 手数料が裁判の半額 2 1.1
5 専門的な審判員が手続きに参加 17 9.3
6 手続が原則非公開 4 2.2
7 当事者本人が口頭で説明 20 11.0
8 双方の関係者がテーブルを囲む 12 6.6
9 調停による解決が試みられる 12 6.6

10 裁判よりも柔軟な解決が可能 29 15.9
11 異議の申立てで裁判に移行 13 7.1

有効回答者数 182 100.0
99 無回答 3

計 185

問38　
　　　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 雇用関係の有無について争っていた 12 6.6
2 （雇用関係の有無に争いはなく）在職していた 13 7.1
3 （雇用関係の有無に争いはなく）退職していた 153 83.6
4 そもそも雇用関係がなかった（派遣など） 5 2.7

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

労働審判手続の終了後、相手側(労働者)はあなたの会社・団体に在職していましたか。あてはま
るものを１つ選んで、番号に○をつけてください。

問39　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

① 労働時間管理の適正化などのコンプライアンス（法令遵守）の重視

ケース数 ％
1 実施された 45 25.9
2 検討中である 69 39.7
3 とくに検討されていない 55 31.6
9 わからない 5 2.9

有効回答者数 174 100.0
99 無回答 11

計 185

労働審判手続の終了後、あなたの会社・団体の組織、人事管理に関して、どのような変化がありま
したか。次の①～⑥について、それぞれあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてくだ
さい。
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　② 就業規則の改訂などの人事管理制度の変更

ケース数 ％
1 実施された 44 24.6
2 検討中である 73 40.8
3 とくに検討されていない 59 33.0
9 わからない 3 1.7

有効回答者数 179 100.0
99 無回答 6

計 185

③ 関係する職場の管理職の異動などの人事異動

ケース数 ％
1 実施された 9 5.2
2 検討中である 29 16.7
3 とくに検討されていない 128 73.6
9 わからない 8 4.6

有効回答者数 174 100.0
99 無回答 11

計 185

④ 人事管理担当者の配置などの人事管理体制の整備

ケース数 ％
1 実施された 10 5.7
2 検討中である 42 24.1
3 とくに検討されていない 115 66.1
9 わからない 7 4.0

有効回答者数 174 100.0
99 無回答 11

計 185

⑤ 管理職への研修

ケース数 ％
1 実施された 19 10.9
2 検討中である 58 33.1
3 とくに検討されていない 94 53.7
9 わからない 4 2.3

有効回答者数 175 100.0
99 無回答 10

計 185

⑥ 現場の意向聴取、個人面接など、職場コミュニケーション施策

ケース数 ％
1 実施された 40 22.7
2 検討中である 59 33.5
3 とくに検討されていない 73 41.5
9 わからない 4 2.3

有効回答者数 176 100.0
99 無回答 9

計 185
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F1

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 建設業 16 8.6
2 製造業 17 9.2
3 電気・ガス・熱供給・水道業 2 1.1
4 情報通信業 18 9.7
5 運輸業,郵便業 15 8.1
6 卸売業・小売業 36 19.5
7 金融業,保険業 4 2.2
8 不動産業,物品賃貸業 6 3.2
9 宿泊業,飲食サービス業 9 4.9

10 教育,学習支援業 10 5.4
11 医療,福祉 13 7.0
12 職業紹介・労働者派遣業 10 5.4
13 その他サービス業 28 15.1
14 公務 0 0.0
15 その他 1 0.5

有効回答者数 185 100.0
99 無回答 0

計 185

（当事者となった）あなたの会社・団体の業種は何ですか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○
をつけてください。

F2　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 300万円未満 10 5.5
2 300～1,000万円未満 32 17.6
3 1,000～3,000万円未満 49 26.9
4 3,000～5,000万円未満 12 6.6
5 5,000～1億円未満 19 10.4
6 1億円以上 52 28.6
7 資本金なし 8 4.4

有効回答者数 182 100.0
9 無回答 3

計 185

あなたの会社の資本金はどの程度ですか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてくださ
い。

F3　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 10人未満 34 18.4
2 10～29人 30 16.2
3 30～99人 37 20.0
4 100～299人 28 15.1
5 300～499人 12 6.5
6 500～999人 15 8.1
7 1,000人～2,999人 15 8.1
8 3,000人以上 14 7.6

有効回答者数 185 100.0
9 無回答 0

計 185

会社・団体全体の従業員規模はどの程度ですか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけ
てください。
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F4　 あなたの会社・団体には労働組合がありますか。
[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 はい 35 18.9
2 いいえ 150 81.1
3 わからない 0 0.0

有効回答者数 185 100.0
9 無回答 0

計 185

F5　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 経営者 94 50.8
2 総務 48 25.9
3 法務 6 3.2
4 人事 27 14.6
5 その他 10 5.4

有効回答者数 185 100.0
9 無回答 0

計 185

あなた（回答者）のお立場または所属セクションはどちらですか。  あてはまるものを１つ選んで、番
号に○をつけてください。

付問　
             

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 部長・次長クラスの管理職 56 61.5
2 課長クラスの管理職 23 25.3
3 係長クラスの管理職 2 2.2
4 職長、班長、組長などの現場監督職 0 0.0
5 役職にはついていない 2 2.2
6 その他 8 8.8

有効回答者数 91 100.0
8 非該当 94
9 無回答 0

計 185

あなた（回答者）の役職は次のどれにあてはまりますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を
つけてください。

F6　

[単一回答] [単一回答] [単一回答] [単一回答] 

ケース数 ％
1 ある 77 42.1
2 ない 106 57.9

有効回答者数 183 100.0
9 無回答 2

計 185

あなたは、今回の事件以外に、労働関係の紛争であるかどうかを問わず、裁判や調停の経験はあ
りますか。
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F7　

ケース数 ％
1 記入あり 102 55.1
2 記入なし 83 44.9

計 185 100.0

以下の欄には、今の労働審判についてあなたが考えていること、また、この調査および アンケート
用紙についての感想をご自由にお書きください。

F8

日数

ケース数 無回答 平均値 中央値 最小値 最大値
181 4 25.5 20 2 110

このアンケート用紙を記入し終わったのは、労働審判手続が終了したとき（調停が成立したとき、
または、審判が告知されたとき）から、おおよそどのくらい後ですか。
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Ⅳ エディティング・コーディングガイド 

 

１ A 票と B票の取り違えの可能性のある調査票 

 

（１）問題の所在 

本調査では、労働者用に A 票、使用者用に B 票の 2 種類の調査票を用意し（「Ⅰ 調査の

概要」４（２）参照）、協力意思確認用ハガキの当事者の立場の記載（労働者・使用者のど

ちらかに○印）に基づき該当する調査票を送付した。 

ところが、調査終了後の原票チェックの段階で、使用者側が A票に記入し、労働者側が B

票に記入しているのではないかと疑われる調査票がいくつか発見された（誤った調査票が

送付された場合には正しい調査票に差し替える旨調査票の表紙に記載しておいたが、すべ

ての場合にそのような申し出がなされたとは限らない）。 

A 票と B票とでは質問の形式・内容が異なる箇所が相当あり、使用者側が A票に、労働者

側が B票に回答した場合は、それらの回答は信憑性に欠ける点が生じることになる。 

 

（２）チェック作業 

そこで、A票と B票の取り違えの可能性を厳密にチェックする作業を行なった。作業に際

しては調査票の全体を繰り返し精読し、A票と B票の取り違えの可能性があるかどうかを総

合的に判断したが、とくに注目したチェック項目は次の点である。 

 

【労働者が B票に回答したのではないかと疑われる調査票】 

１）B票で「申し立てた側」との回答（問 2）がある場合。現在の労働審判手続の利用状

況を見ると、労働者側はほとんどが申立人であり、使用者側はほとんどが相手方であ

る。このことからすれば、使用者用の B 票で「申し立てた側」となるケースは比較的

稀な事態であり、この場合、労働者側が取り違えて B 票に回答している可能性も考え

られる（B票で「申し立てた側」と回答されている場合を直ちに取り違えと判断すると

いう趣旨ではない）。 

２）問 5A・問 5B の回答とフェイスシート項目の回答の関係。B 票では、問 5A・問 5B で

相手側（労働者側）の属性を尋ね、フェイスシート項目で回答者（使用者側）の属性

を尋ねる構造になっている。したがって、問 5A・問 5B の回答とフェイスシート項目の

回答とは、通常は異なった属性になる。逆に、問 5A・問 5B の回答とフェイスシート項

目の回答とが一致している場合は、回答者が労働者であり、問 5A・問 5B およびフェイ

スシート項目に同じ内容の回答をしている可能性がある。 

３）問 32 と問 33 の回答の関係。B 票の問 32 は調停ないし労働審判の結果相手側（労働
．．．．．．

者）が得た権利や地位
．．．．．．．．．．

の有無・内容を尋ねる質問であり、問 33 は調停ないし労働審判

の結果自分の会社・団体が得た権利や地位
．．．．．．．．．．．．．．．．

の有無・内容を尋ねる質問である。回答者

が使用者側であれば、自分側の事情に属する問 33 のほうが回答しやすい質問である。

ところが、実際の回答の中には、問 32 では具体的な回答があるのに対して、問 33 で
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は「わからない」が選択されるという特徴的なパターンを示すものが見られた。使用

者側が事実上の回答拒否の意図で「わからない」を選択している可能性もあるが、労

働者側が取り違えて B 票に回答しているために、労働者側が得た権利や地位（問 32）

については具体的な回答を行い、使用者側が得た権利や地位（問 33）については「わ

からない」の回答をしている可能性も否定できない。 

４）自由記述の内容。たとえば、F7 の自由記述で、相手方を「被告法人｣と記載している

ケース、あるいは、相手側（労働者側）の従業上の地位を尋ねた問 5A で「7 その他｣

を選択し、その自由記述欄に「相手は会社」と記載しているようなケースは、いずれ

も相手方が法人・会社で、回答者は労働者である可能性（労働者側が取り違えて B 票

に回答している可能性）が示唆される。 

 以上のチェック項目はいずれもどれか一つだけで決め手となるものではない。しかし、

これらの項目の全てあるいは多くに該当する場合には、その他の回答の状況もあわせて総

合的に判断し、労働者が取り違えて B票に回答した可能性が考えられる。 

 以上の作業の結果、労働者が取り違えて B 票に回答したのではないかと強く疑われる調

査票が 5票特定された。 

 

【使用者が A票に回答したのではないかと疑われる調査票】 

１）A票で「申し立てられた側」との回答（問 2）がある場合。上述の通り、現在の労働

審判手続の利用状況を見ると、労働者用の A 票で「申し立てられた側」となるケース

は比較的稀な事態であり、この場合、使用者側が取り違えて A 票に回答している可能

性もある（A票で「申し立てられた側」と回答されている場合を直ちに取り違えと判断

するという趣旨ではない）。 

２）問 32 と問 33 の回答の関係。A 票の問 32 は調停ないし労働審判の結果回答者（労働
．．．．．．

者側）が得
．．．．．

た権利や地位
．．．．．．

の有無・内容を尋ねる質問であり、問 33 は調停ないし労働審

判の結果回答者（労働者側）が負った義務
．．．．．．．．．．．．．．．

の有無・内容を尋ねる質問である。労働審

判の実務でよく見られる、使用者が労働者に対して解決金を支払って紛争を解決する

ケースでは、A票では、問 32（回答者が得た権利）の「1 解決金などの金銭の支払い」

が選択されることになる。これに対して仮に、問 32 ではなく、問 33 で「2 何らかの

金銭を支払う義務」が選択され、自由記述で「解決金の支払い（義務）」の回答がある

ような場合は、回答者である労働者が契約義務違反等について損害賠償の義務を負う

などのケースもまったく考えられないではないが、むしろ、使用者が取り違えて A 票

に回答したために、解決金の支払いが問 32（回答者が得た権利）ではなく問 33（回答

者が負った義務）に回答されている可能性もある。たとえばあるケースを例に取ると、

本来労働者用の A票で、「残業代不払い」の事件について、労働審判手続を「申し立て

られた」立場の回答者が、問 33 で「未払い残業代 70 万円支払い」の義務を負ったと

回答している。回答者が労働者側であるとすると、「残業代不払い」の事件について、

労働審判手続を「申し立てられた」労働者が「未払い残業代 70 万円支払い」の義務を

負ったことになるが、このような事態の展開は通常考えにくい。これに対して、使用

者が取り違えて A票に回答したと考えると、「残業代不払い」の事件について、労働審
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判手続を「申し立てられた」使用者が「未払い残業代 70 万円支払い」の義務を負った

ことになり、整合的な理解が可能となる。 

３）自由記述の内容。たとえば、F9 の自由記述で、「解決金目当てでの労働審判が急増す

るのではと不安」の記載があるケースがあるが、この種の感想はしばしば使用者側に

みられるものと聞く。また、「申し立てられた」立場である回答者が、労働審判手続申

し立て当時の労働者の在職関係を尋ねる問 5 について、欄外に「申立人は退職してい

た」と記述しているケースでは、回答者は使用者である可能性が示唆される。 

 以上のチェック項目はいずれもどれか一つだけで決め手となるものではない。しかし、

これらの項目の全てあるいは多くに該当する場合には、その他の回答の状況もあわせて総

合的に判断し、使用者が取り違えて A票に回答した可能性が考えられる。 

 以上の作業の結果、使用者が取り違えて A 票に回答したのではないかと強く疑われる調

査票が 4票特定された。 

 

（３）取り違え票の扱い 

 こうして A票と B票の取り違えの疑いが強い調査票が合計 9票発見された。 

これら 9 票は、次の理由から、全体を無効票とすることとした。第 1 に、本調査では、

労働者側と使用者側の非対称な関係を考慮し、労働者用の A 票と使用者用の B 票とで質問

の形式・内容を変えた箇所がある。A票と B票の取り違えがある場合には、それらの質問に

対する回答は信憑性が乏しい。第 2 に、それら A 票と B 票とで質問の形式・内容を変えた

質問に対する回答のみを欠損値とした上で、残りの回答をいかす処理も考えられないでは

ないが、本調査の結果の今後の分析を考えた場合、あるケースについて回答の相当部分を

系統的に欠損値とし、残りの部分は有効回答として扱う処理は、分析に歪みを生じさせる

心配もある。難しい判断ではあるが、本調査では、慎重を期して、A票と B票の取り違えの

可能性が強く疑われるこれら 9票は全体を無効票とすることとした。 

 

２ 代理人誤記入の可能性のある調査票 

 

本調査の対象者は労働審判手続を利用した当事者本人であるが、調査の実施過程で、調

査会社より、協力意思確認用ハガキ記載の住所（この住所に調査票が送付される）が法律

事務所になっているケースが散見されるとの指摘があり、また、代理人より調査会社に対

して電話で自分が回答してもよいのかの問合わせがあった旨の報告もあった。 

この事態に対処するため、9月 2日発送分から、協力意思確認ハガキ記載の住所が法律事

務所になっている場合には、①調査票を封入する封筒の表紙に本調査の対象は当事者本人

であり、調査票を当事者本人に伝達することを依頼する注意喚起のシールを貼付するとと

もに、②封筒にその旨の注意喚起の書類（チラシ）を同封し、さらに、③後日のチェック

用に、調査票の最終ページに調査票の記入者が当事者本人か代理人かを尋ねる質問を追加

する措置（当該質問を印刷したシールを貼付する形式）をとることにした。これらの対応

を行ったケースは全部で 25 ケースである。 

その上で、調査終了後の原票チェックの段階で、次の方針に従い代理人誤記入の疑いを

慎重に検討する作業を行った。 

-191-



 

１） 上記③の措置により、当該調査票に「当事者本人が記入」の記載がある場合は代

理人誤記入の疑いは少ないと考えられるが（この場合、協力意思確認用ハガキ記

載の住所が法律事務所となっているのは、当事者が自らの氏名・住所等を開示す

ることを避けて法律事務所気付にした等の事情が推測される）、念のため、回答の

全体について代理人誤記入の疑いがないかどうかを検討し、その結果代理人誤記

入の疑いがなければ有効票とする。 

２） 上記③の措置により、当該調査票に「代理人が記入」の記載がある場合は、ⅰ）

誤って代理人が記入した疑いがあるが、他方で、ⅱ）本人からの聴き取りに基づ

き代理人が記入するケースも想定されることから（実際、当事者が外国人である

として、その趣旨の付記がなされていた調査票も見られた）、その両方の可能性に

ついて回答の全体を慎重に検討する。その結果、ⅰ）であることが判明した場合

は無効票とし、ⅱ）である場合は当事者の回答を最大限いかす見地からこれを有

効票とする。 

３） 上記③の措置がとられていない段階の調査票については、回答の全体を慎重に検

討し、誤って代理人が記入した疑いがある場合には、当該調査票を無効票とする。 

 

上記の方針に基づき、調査票を精査した結果、調査開始後間もない時期（上記①～③の

措置がまだ講じられていない時期）に返送されてきた調査票の中に、事件の経緯やフェイ

スシート項目など本人でないと回答できない質問の多くが系統的に未記入であり、また、

自由記述欄に代理人記入の可能性を示唆する記述のある調査票が 1 票発見された。この 1

票については、代理人誤記入の疑いが強いことから、慎重を期して、これを無効票とした。 

 

３ 問 1の修正 

 

問１では、労働審判手続で問題となっている事件の種別を尋ねている（複数回答）。「1」

から「16」に個別の事件カテゴリーを列挙した後、「17 その他」の選択肢を設け、自由記

述欄に具体的な事件内容を記述してもらった。 

「17 その他」の記述内容について、「1」から「16」に掲げた既存の事件カテゴリーに該

当するものがある場合は、「17」を当該コードに修正した（たとえば、「17 その他」の自由

記述の内容が「1 会社都合の解雇（整理解雇）」に該当する場合であれば、17→1）。 

 

４ 問 1付問 1、問 3、問 10 付問の修正 

 

（１）問 1付問 1と問 3の時間的先後関係 

問 1 付問 1 では労働審判手続の原因となった問題が発生した時期を尋ね、問 3 では労働

審判手続を裁判所に申し立てた（申し立てられた）時期を尋ねている。論理的に、前者の

問題発生時期が後者の労働審判手続の申立時期に先行する関係になるが、実際の回答では、

労働審判手続の申立時期が原因となった問題の発生時期よりも先であるケースが 1 件あっ

た。これは何らかの誤解に基づくものと考えられるので、当該ケースの問 1 付問 1 および
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問 3の回答を欠損値（無回答）とした。 

 

（２）問 1付問 1、問 3、問 10 付問の回答と調査期間との関係 

 本調査の対象となる事件は、2010 年 7 月 12 日から同 11 月 11 日の間に、労働審判または

調停成立によって終結した労働審判手続事件である（「Ⅰ調査の概要」３－２参照）。した

がって、労働審判手続の原因となった問題が発生した時期（問 1 付問 1）、および、労働審

判手続を裁判所に申し立てた（申し立てられた）時期（問 3）は、いかに遅くとも、調査終

了時である「2010 年 11 月」以前になるはずである。また、問 10 付問では、今回の労働審
．．．．．．

判手続で
．．．．

依頼した弁護士に初めて相談した時期を尋ねているが、その時期も、遅くとも、

調査終了時である「2010 年 11 月」以前になるはずである。 

ところが、回答の中には、これらの時期の回答が、調査期間が終了した 2010 年 11 月よ

りも後、すなわち「2010 年 12 月」以降であるケースがあった（問題発生時期が「2010 年

12 月」以降であるものが 5 ケース、労働審判手続申立時期が「2010 年 12 月」以降である

ものが 5ケース、弁護士への最初の相談時期が「2010 年 12 月」以降であるものが 5ケース。

なお、ケース数が一致しているが必ずしも同一ケースではない）。これらの回答は何らかの

誤解に基づくものと考えられるので、当該回答を欠損値（無回答）とした。 

 

５ 問 7 の修正 

 

問 7 では、労働審判手続を申し立てる（申し立てられる）前に相談した人や機関・専門

家の有無・種別を尋ねている。 

労働者用の A票では、「1」から「8」に個別のカテゴリーを列挙した後に「9 その他の機

関や専門家に相談した」の選択肢を設け、使用者用の B票では、「1」から「7」に個別のカ

テゴリーを列挙した後に「8 その他の機関や専門家に相談した」の選択肢を設け、それぞ

れにつき自由記述欄に具体的な機関や専門家を記述してもらった。その記述内容について、

既存のカテゴリー（A票では「1」から「8」、B票では「1」から「7」）に該当するものがあ

る場合は、「9」（A票）・「8」（B票）を当該コードに修正した（たとえば、A票で「9 その他

の機関や専門家に相談した」の自由記述の内容が「4 社外の労働組合に相談した」に該当

する場合であれば、9→4）。 

なお、「その他の機関や専門家」の具体的内容として「労働基準監督署」等の労働関係行

政機関を記載する例が多数あった。そこで、新たに、 

11 労働基準監督署 

12 労働委員会 

13 労働局 

14 ハローワーク・職安 

15 労働総合相談センター（都道府県・自治体の相談所等を含む） 

16 その他の労働関係行政機関 

のカテゴリーを新設し、自由記述の内容が上記の各機関に該当する場合は、「9」（A票）・「8」

（B票）を適宜「11」～「16」に修正した（自由記述として複数の労働関係行政機関が併記
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されている場合は、それぞれのコードを割り当てた）。 

 

６ 問 11 の修正 

 

問 11 では、どこで労働審判手続を知ったかを尋ねている。A 票では、「1」から「11」に

個別のカテゴリーを列挙した後に「12 その他」の選択肢を設け、B票では、「1」から「10」

に個別のカテゴリーを列挙した後に「11 その他」の選択肢を設け、それぞれにつき自由記

述欄にその具体的内容を記述してもらった。その記述内容について、既存のカテゴリー（A

票では「1」から「11」、B 票では「1」から「10」）に該当するものがある場合は、「12」（A

票の場合）・「11」（B票の場合）を当該コードに修正した（たとえば、A票で「12 その他」

の自由記述の内容が「4 社外の労働組合」に該当する場合であれば、12→4）。 

なお、「その他」の具体的内容として「インターネット」を記載する例が非常に多数あっ

た。そこで、新たに、 

13 インターネット 

のカテゴリーを新設し、自由記述の内容が「インターネット」の場合は、「12」（A票）・「11」

（B票）を「13」に修正した。 

 

７ 問 19 および問 20～問 24 の関係 

 

問 20～問 24 は、本来、問 19 で「１ すべて立ち会った」または「2 一部立ち会った」に

回答した者だけを対象とする質問であるが、実際の回答では、問 19 で無回答だった者が問

20～問 24 に回答しているケースがあった。 

しかし、問 19 で無回答であったとしても、問 20～問 24 の回答が直ちに信憑性がないと

まではいえないので、これらのケースにおいても、問 20～問 24 の回答は有効回答として維

持した。その結果、単純集計表で問 19 の「１すべて立ち会った」および「2 一部立ち会っ

た」の合計数に対して、問 20～問 24 の有効回答数が多くなっている場合がある。 

 

８ 問 38 の修正 

 

問 38 では、労働審判手続の終了後
．．．．．．．．．．

の労働者側の在職状況を尋ねている。労働審判手続の
．．．．．．．

申し立ての当時
．．．．．．．

の労働者側の在職状況を尋ねる問 5（A 票）・問５C（B 票）の回答と比較対

照することによって、労働審判手続の前と後での在職関係の変化の状況を確認することを

可能にしている。 

しかし、問 38 の回答については、信憑性が疑わしい回答が少なからず発見された。たと

えば、解雇が問題となった事案で、調停が成立し解決金などが支払われているにもかかわ

らず、問 38 で、労働審判手続の終了後も「1 雇用関係について争っていた」に回答されて

いるようなケースである。「労働審判手続の終了後」の文言にもかかわらず、当事者が労働

審判手続開始前あるいは労働審判手続進行中の状況を念頭において回答した疑いがある。 

 このような混乱をきたしたことは調査票設計上の反省点の 1 つであるが、本調査のデー
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タについては、他の質問の回答とつき合わせる方法で、以下の一連の修正を行なった。 

 

① 問 32 の「2 その会社で働く権利や地位（復職など）」を手がかりとする修正 

問 32 では、調停ないし審判の結果、労働者側が得た権利や地位について尋ねている。問

32 の回答の選択肢の中から「2 その会社で働く権利や地位（復職など）」が選択されている

場合、労働者の復職が認められているので、問 38 では「2 在職していた」が選択される可

能性が高いと想定できる。実際、ほとんどのケースではそのような組み合わせの回答がな

されていた。 

これに対して、やや検討を要する組み合わせとして、問 32 で「2 その会社で働く権利や

地位（復職など）」が選択されているにもかかわらず、ⅰ）問 38 では「1 雇用関係の有無

について争っていた」が選択されているケースが 7票、ⅱ）「3 退職していた」が選択され

ているケースが 5票あった。 

ⅰ）の 7 票のうち 4 票は、労働審判に対して異議申し立てがなされているケースであり

（問 30 付問 1）、労働審判手続終了後も雇用関係について争っていたとしても不自然ではな

いので、「1 雇用関係の有無について争っていた」の回答を維持した。残りの 3票は、調停

が成立したケースである。この 3 票のケースではいずれも解決金などの金銭が支払われて

いる（問 32）ほか、使用者側の 2 票では、自分の会社・団体が得た権利や地位として「相

手側（労働者）を退職扱いとすること」の回答になっており（問 33）、また、労働者側の 1

票では、「労働審判手続の原因となった問題が生じる（直）前」の所得と「現在」の所得と

を比較すると所得の低下が見られる（F6）。解雇などの事件の解決として、一旦労働者を復

職させた上で、あらためて退職させる方法がよく取られており、問題となっている 3 票は

そのようなケースに該当するのではないかと推測される。そこで、これら 3票については、

退職の蓋然性が高いと判断して、問 38 の回答を「3  退職していた」に修正した。 

ⅱ）の 5 票のうち 4 票では、調停で解決金が支払われており、上記と同様、一旦労働者

を復職させた上であらためて退職させたケースに該当する可能性が高いと判断して、「3  

退職していた」の回答を維持した。残りの 1票は、解決金の支払いがあったかどうかは「答

えたくない」との回答であり、決め手がないが、逆に、「3 退職していた」の回答を別のコ

ードに修正すべき特段の根拠も見当たらないので、原回答を維持した。 

 

② B 票問 33 の「1 相手側（労働者）を退職扱いすること」を手がかりとする修正 

使用者用の B票の問 33 では、調停ないし審判の結果、使用者が労働者に対して得た権利

や地位を尋ねている。この質問について「1 相手側（労働者）を退職扱いすること」が選

択されている場合、問 38 では「3 退職していた」が選択される可能性が高いと想定できる。

実際、ほとんどのケースではそのような組み合わせの回答がなされていた。 

これに対して、やや検討を要する組み合わせとして、B 票問 33 で「1 相手側（労働者）

を退職扱いすること」が選択されているにもかかわらず、問 38 では、ⅰ）「1 雇用関係の

有無について争っていた」が選択されているケースが 8 票、ⅱ）「2 在職していた」が選択

されているケースが 2 票、ⅲ）「4 そもそも雇用関係がなかった」が選択されているケース

が 3票あった。 

ⅰ）の 8票のうち、1票は労働審判に対して異議申し立てがあったケースであり、労働審
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判手続終了後も雇用関係について争っていたとしても不自然ではないので、「1 雇用関係に

ついて争っていた」の回答を維持した。残りのうち 4 票は、調停成立のケースである。労

働審判手続で調停が成立し、その結果使用者が「相手側（労働者）を退職扱いする」権利

や地位を得ている場合には、労働者が退職している蓋然性が高いと判断して、問 38 の回答

を「3  退職していた」に修正した。最後に残った 3票は、労働審判手続の終局が不明のケ

ースである。回答からは判断の決め手がないことから、結論として、原回答を維持した。 

ⅱ）の 2 票は、解雇、退職奨励について争われたケースで、いずれも調停において解決

金が支払われている。調停で、使用者に「相手側（労働者）を退職扱いする」権利が認め

られ、解決金が支払われている場合には、労働者は最終的に退職扱いになっていることが

多いと思われ、この 2票については、問 38 の回答を「3 退職していた」に修正した。 

ⅲ）の 3 票は、雇用形態が「試用期間」または「契約社員」のケースである。雇用関係

は存在した上で、在職または退職のいずれかの回答となるのが自然なケースであり、B票問

33 で「相手側（労働者）を退職扱いすること」が選択されていることから、問 38 の回答を

「3 退職していた」に修正した。 

 

③ 問 32 および問 33 のその他の回答を手がかりとする修正 

調停ないし審判の結果、労働者が使用者に対して得た権利や地位（問 32）、労働者が使用

者に対して負う義務（A票問 33）、使用者が労働者に対して得た権利や地位（B票問 33）に

関する質問の回答（自由記述を含む）が雇用関係の終了を示唆するものである場合、問 38

では「3 退職していた」が選択される可能性が高く、実際、ほとんどのケースではそのよ

うな組み合わせの回答がなされていた。 

これに対して、やや検討を要する組み合わせとして、問 32 および問 33 の回答（自由記

述を含む）が雇用関係の終了を示唆するものであるにもかかわらず、問 38 では「1 雇用関

係の有無について争っていた」が選択されているケースが 8 票あった。この 8 票はいずれ

も調停成立のケースであり、調停が成立したにもかかわらず（労働審判手続の終了後に）「雇

用関係について争っていた」事態は考えにくい。関連の質問の回答も参照した上で、これ

らの 8票については、問 38 の回答を「3 退職していた」に修正した。 

 

９ A 票 F4、 B 票問 5A の従業上の地位の修正 

 

労働者の従業上の地位を尋ねる A 票 F4、 B 票問 5A で「7 その他」を選択し、その具体

的内容が記述されているものについて、「1」から「6」に掲げたカテゴリーに該当するもの

がある場合は、「7」を当該コードに修正した。たとえば、「準社員」を「4 契約社員」に、

「内定見込みのアルバイト」を「3 アルバイト」に、「試用期間中」「試雇社員」を「1 正

規の職員・従業員」に修正した。 

 

10 A 票 F4 付問 2、B票 F１の産業分類の修正 

 

A 票 F4 付問 2は、労働審判の原因となった問題が起こった当時労働者が勤務していた会

社・団体の産業分類を尋ねる質問、B票 F１は使用者側の会社・団体の産業分類を尋ねる質
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問である。これらの質問について「13 その他サービス業」および「15 その他」を選択し

た場合には、その具体的な産業名を自由記述欄に記述してもらっている。この具体的記述

を手がかりに、「13」および「15」の回答を「１」から「14」に掲げた産業カテゴリーに再

分類する作業を行った。再分類の基準は日本標準産業分類（2007 年 11 月改定）の小分類で

ある。自由記述欄に記載された産業を、いったん日本標準産業分類小分類に分類した上で、

それを本調査票の「１」から「14」の産業カテゴリーに戻す順序で作業した。 

 

本書に掲載した数値は、以上の修正後のデータに基づいている。 
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Ⅴ 資 料 

 

 

1  調査票（A票・B票） 

 

2  調査説明書類交付用大封筒 

 

3  当事者交付用小封筒 

 

4  調査協力依頼状・別紙説明書 

 

5  協力意思確認用ハガキ 

 

6  調査票同封協力依頼状 

 

7  調査票返送確認用ハガキ





 

1 
 

労働審判制度についての意識調査  Ａ票  
 

○この調査は、個人および会社・団体の方がどのような労働審判制度を求めているのかを知るために、

実際にこの制度を利用された皆さまからお考えをお聞きする調査です。 

 

○この期間に複数の事件の当事者となっている場合は、その中でもあなたにとってもっとも重要な事件

についてお答えください。   

 

○労働審判手続では、調停の内容を他人に話してはならないという約束（口外禁止条項）が入っている

場合があります。この調査では当事者や調停の具体的内容が特定できない形でお聞きするなど、口外

禁止条項との関係に配慮していますが、個々の質問のご回答に際しては、差し支えのない範囲でお答

えください。 

 

○このアンケート用紙（Ａ票）は、今回の労働審判手続に労働者（雇われる側）のお立場でかかわった

皆さまについてのものです。あなたがもし今回の労働審判手続に使用者（雇う側）のお立場でかかわ

った場合は、あらためて使用者側のアンケート用紙（Ｂ票）をお送りいたしますので、お手数ですが、

下記（社団法人 中央調査社）までご連絡くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

○質問の内容についてなどご不明な点がありましたら、東京大学社会科学研究所「労働審判制度に    

ついての意識調査」事務局までご連絡くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ ご記入にあたってのお願い ◎ 

①このアンケート用紙への回答は、今回の労働審判手続の当事者ご本人にお願いいたします。 

②質問をよく読み、あてはまる、あるいは自分の考えに近い、と思う回答の番号を○で囲んでください。

また、一部、数字でご記入いただく質問もありますので、本文の指示にしたがってご記入ください。 

③場合によっては、ご回答いただかなくともよい質問があります。本文の指示にしたがってお進みくだ

さい。 

④回答で「その他」を選んだ場合は、（   ）内に具体的な内容をご記入ください。 

⑤記入が済んだアンケート用紙は、同封の返信用封筒に入れて、なるべく早くご投函ください。 

（発送業務委託機関）社団法人 中央調査社 

住所：〒104-0064 東京都中央区銀座 6-16-12 丸高ビル 

ＨＰ：http://www.crs.or.jp/ 

電話：03-3549-3121 （担当：岩田・山中) 
  （問い合わせ受付時間 月～金 祝日除く 9：00～17：00） 

〔調査についてのお問い合わせ先〕 

東京大学 社会科学研究所 

「労働審判制度についての意識調査」事務局 

住所：〒113-0033 東京都文京区本郷７－３－１ 

ＨＰ：http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/roudou/ 

電話：0120-585-135、0120-585-137（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） 
  （問い合わせ受付時間 月～金 祝日除く 10：00～12：00、 

13：00～17：00） 
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【Ⅰ】はじめに、あなたが今回経験した労働審判手続について、事件の種類やあなたのお立場などを 

おたずねします。 

 

問１ 今回の労働審判手続は、どのような問題に関するものでしたか。選択肢の中からあてはまる 

ものをすべて選んで、番号に○をつけてください。 

 ⑧～⑩=101 

1 会社都合の解雇（整理解雇） 

2 懲戒処分の解雇（懲戒解雇）    

3 それ以外（1、2以外）の解雇 

4 退職強要 

5 雇止め（有期労働契約の更新拒否） 

6 採用内定取消    

7 試用期間中または試用期間満了時 

の本採用拒否 

8 賃金（基本給、諸手当）不払い  

 9 残業代不払い 

10 退職金不払い 

11 解雇予告手当不払い  

12 賃金など労働条件の引き下げ 

13 配転・出向 

14 セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）  

15 パワー・ハラスメント（パワハラ） 

16 それ以外（14、15 以外）のいじめ・いやがらせ 

17 その他（具体的に：              ） 

⑪ 

⑫ 

 

付問１ その問題が起こったのは、いつ頃でしたか。 

 

（西暦で） 2 0   年     月頃にその問題が起きた 
⑬⑭ 
⑮⑯ 

 

問２ 今回の労働審判手続でのあなたのお立場は次のどちらでしたか。選択肢の中からあてはまるもの 

を１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 （労働審判手続を）申し立てた側        2 申し立てられた側 ⑰ 

 

問３ 今回の労働審判手続を裁判所に申し立てた（申し立てられた）のは、いつ頃でしたか。 

 

（西暦で） 2 0    年     月頃に申し立てた（申し立てられた） ⑱⑲ 

 

問４ 今回の労働審判手続で、あなたが申立時に請求した金額はおおよそいくらでしたか。選択肢の中

からあてはまるものすべてに○をつけ、「１」「２」を選んだ場合は該当する欄に金額（万円）を

記入してください。金額について回答に迷う場合は、申立書の「労働審判を求める事項の価額」

をお答えください。 

※ １万円未満は切り捨ててお答えください。 

※ あなたが労働審判手続を申し立てられた側の場合は、相手側の会社・団体から請求された 

金額についてお答えください。 

1 月給（未払い分）など月当たりの請求          月額        万円 

 

2 その他の定額の請求（残業代、退職金、損害賠償など）            万円 

     

3 金銭の支払いは求めていない（求められていない） 

 

4 わからない 

⑳ 

～ 

～ 
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問５ 今回の労働審判手続
．．．．．．

の
．
申
．
し
．
立て
．．

の
．
当時
．．

、あなたは相手側の会社や団体に在職していましたか。 

選択肢の中からあてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 雇用関係の有無について争っていた 

2 （雇用関係の有無に争いはなく）在職していた 

3 （雇用関係の有無に争いはなく）退職していた 

4 そもそも雇用関係がなかった（派遣など） 

 

 

【Ⅱ】ここからは、労働審判手続に至った経過や、あなたがお考えになったことについておたずねします。 

 

問６ 今回の労働審判手続の相手側の会社や団体に在職中、あなたは、次の人たちに相談しやすい環境

にありましたか。①～③について、どのくらい相談しやすかったか、それぞれについてあてはま

るものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

※ 相手側の会社・団体に現在も在職中の方は労働審判手続開始前
．
の状況についてお答えください。 

 

 1 2 3 4 5 6  
 

と
て
も
相
談
し
や
す 

 

か
っ
た 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

 

相
談
し
や
す
か
っ
た 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

 

相
談
し
に
く
か
っ
た 

と
て
も
相
談
し
に
く 

 

か
っ
た 

該
当
す
る
も
の
が 

 

な
か
っ
た 

 

① 上司・管理職 1 2 3 4 5    

② 社内の労働組合 1 2 3 4 5 6   

③ 社内（企業グループ内）の苦情相談窓口 1 2 3 4 5 6   

 

問７ 今回の労働審判手続を申し立てる（申し立てられる）前に､その問題を解決するために、次のよ

うな人や機関・専門家に相談したことはありましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて

選んで、番号に○をつけてください。 

 

 1 家族・親せき・個人的な知人に相談した 

 2 会社の同僚や知人に相談した 

 3 社内の労働組合に相談した 

 4 社外の労働組合に相談した 

 5 地方自治体の無料法律相談を利用した 

 6 弁護士事務所または弁護士会の法律相談を利用した 

 7 社会保険労務士（会）に相談した 

 8 法テラスのコールセンターや法律相談を利用した 

 9 その他の機関や専門家に相談した（具体的に：                  ） 

 10 以上の人や機関・専門家に相談したことはなかった 
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問８ 今回の労働審判手続を申し立てる（申し立てられる）前に､その問題を解決するために、相手側

（使用者）と交渉しましたか。ＡとＢのそれぞれについて、あてはまるものを１つ選んで、番号

に○をつけてください。 
 

Ａ あなた自身が直接、相手側と交渉しましたか 

  

1 し た  2 しなかった   

 

Ｂ 人や組織を介して、相手側と交渉しましたか 

  

1 し た（具体的に：          を介して）   2 しなかった   

 

問９ 今回の労働審判手続を申し立てる（申し立てられる）前に､その問題を解決するために、労働局

や労働委員会の制度や手続を利用したことはありましたか。選択肢の中からあてはまるものを 

すべて選んで、番号に○をつけてください。 

 

 1 労働局の行う相談窓口（「総合労働相談コーナー」など）を利用した 

 2 労働局の助言・指導の制度を利用した 

 3 労働局の紛争調整委員会の制度（あっせん）を利用した 

 4 労働委員会の紛争解決手続を利用した 

 5 以上の制度や手続を利用したことはなかった 

 

  

問10 今回の労働審判手続で、弁護士を依頼しましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を   

つけてください。 

※ 手続の途中で解任した（やめさせた）ような場合も「1 はい」に○をつけてください。 

 

 1 は い                        2 いいえ （→問11へ）  

 
  

付問 その弁護士に初めて相談したのはいつですか。 

 

（西暦で） 2 0   年     月頃に初めて相談した 
 
 

 

全員におたずねします  

問11 あなたはなにを通じて労働審判手続を知りましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて 

選んで、番号に○をつけてください。 
 

1 家族・親せき・個人的な知人        

2 会社の同僚や知人           

3 社内の労働組合           

4 社外の労働組合    

5 地方自治体の無料法律相談      

6 弁護士（会） 

 7 社会保険労務士（会） 

 8 法テラス  

 9 労働局、労働基準監督署、労働委員会 

10 裁判所 

11 新聞・雑誌やテレビ  

12 その他（具体的に：          ）  
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問12 労働審判手続を申し立てた理由についておたずねします。次の理由について、どのくらい強く 

そう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

※ あなたが労働審判手続を申し立てられた側の場合は、労働審判手続に何を期待したかに 

ついてお答えください。 

 

 1 2 3 4 5  

 

強
く
あ
て
は
ま
る 

少
し
あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

ま
っ
た
く 

 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

 

① 
労働審判によって自分の社会的名誉や自尊心を守りた 

かった 
1 2 3 4 5  

② 
労働審判によって金銭や財産など経済的な利益を守りた

かった 
1 2 3 4 5  

③ 
労働審判によって自分の個人的自由やプライバシー、  

健康などを守りたかった 
1 2 3 4 5  

④ 
労働審判によって自分の権利を実現し（あるいは守り）

たかった 
1 2 3 4 5  

⑤ 労働審判によって公正な解決を得たかった 1 2 3 4 5  

⑥ 労働審判によって強制力のある解決を得たかった 1 2 3 4 5  

⑦ 労働審判によって事実関係をはっきりさせたかった 1 2 3 4 5  

⑧ 労働審判によって白黒をはっきりさせたかった 1 2 3 4 5  

⑨ 労働審判という公的な場で議論したかった 1 2 3 4 5  

⑩ 
労働審判官（裁判官）や労働関係の専門家である労働  

審判員に話を聞いてもらいたかった 
1 2 3 4 5  

⑪ 
労働審判を通じて相手側と話し合いの機会を持ちた  

かった 
1 2 3 4 5  

⑫ 
労働審判を通じて、同じような問題をかかえている   

労働者の立場や利益も守りたかった 
1 2 3 4 5  

⑬ 
訴訟（裁判）よりも労働審判のほうが適切な方法だと  

思った 
1 2 3 4 5  

 

 付問 ①～⑬のうちもっとも重要だと思ったものを１つ選んで、その番号をお書きください。 

 

①～⑬の数字をご記入ください。  
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【Ⅲ】ここからは、労働審判手続のさまざまな段階で、お考えになったことや、ものごとへの評価など

についておたずねします。 

   ※ 労働審判手続で解決せず、問題が訴訟に移行している場合でも、以下の質問は労働審判手続

についてお答えください。 

 

問13 今回の労働審判手続が始まった時点で、労働審判手続が終わるまでにどのくらいの費用がかかる

か事前に予想はつきましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 まったく予想がつかなかった 

2 ある程度は予想がついていた 

3 はっきりと予想がついていた 

 

 

問14 今回の労働審判手続を終えて、かかった費用はあなたにとって高いものでしたか、安いもの  

でしたか。次の①～③について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるも

のを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

 1 2 3 4 5 6  

 

非
常
に
高
い 

や
や
高
い 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

や
や
安
い 

非
常
に
安
い 

支
払
わ
な
か
っ
た
・

あ
て
は
ま
ら
な
い 

 

① 
労働審判手続を申し立てるにあたって裁判所に 

納めた手数料 
1 2 3 4 5 6  

② 弁護士に支払った金額 1 2 3 4 5 6  

③ 労働審判手続にかかった費用の総額 1 2 3 4 5   

 

問15 今回の労働審判手続で直接かかった費用以外に、書類の準備や必要な連絡・相談などに要した 

手間や負担は、あなたにとってどの程度のものでしたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に

○をつけてください。 

 

1 非常に大きかった 

2 やや大きかった 

3 どちらともいえない 

4 やや小さかった 

5 非常に小さかった  

 

問16 今回の労働審判手続が始まった時点で、労働審判手続が終わるまでにどのくらいの時間がかかる

か事前に予想はつきましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 まったく予想がつかなかった 

2 ある程度は予想がついていた 

3 はっきりと予想がついていた 
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問17 今回の労働審判手続を終えて、かかった時間をどのように思いますか。あてはまるものを１つ  

選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 非常に短い 

2 やや短い 

3 どちらともいえない 

4 やや長い 

5 非常に長い  

 

付問 問17でお答えいただいた時間の短さや長さについて、あなたは満足していますか。あてはまる

ものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 満足している    2 どちらともいえない   3 満足していない  

 

問18 今回の労働審判手続の過程や経過についておたずねします。次の①～⑧について、どのくらい強く

そう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

 

 1 2 3 4 5 9  

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

 

① 
労働審判手続の中で、自分の側の立場を十分に主張 

できた 
1 2 3 4 5 9  

② 
労働審判手続の中で、自分の側の証拠を十分に提出 

できた 
1 2 3 4 5 9  

③ 相手側の主張・立証について十分に理解できた 1 2 3 4 5 9  

④ 労働審判手続の一連の進み方は分かりやすかった 1 2 3 4 5 9  

⑤ 労働審判の場で使われていた言葉は分かりやすかった 1 2 3 4 5 9  

⑥ 結果はともあれ、手続の進み方は公正・公平だった 1 2 3 4 5 9  

⑦ 今回の労働審判手続は、迅速に進められた 1 2 3 4 5 9  

⑧ 今回の労働審判手続では、充実した審理が行なわれた 1 2 3 4 5 9  
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問19 今回の労働審判手続では、あなた自身がどの程度立会いましたか。あてはまるものを１つ選んで、

番号に○をつけてください。 

 ⑧～⑩=102 

1 すべて立ち会った（→次の問へ） 

2 一部立ち会った（→次の問へ） 

3 まったく立ち会わなかった（→10ページの問25へ進んでください） 

⑪ 

 

 

問 19 で「1 すべて立ち会った」「2 一部立ち会った」と答えた方だけにおたずねします  

 

以下では、今回の労働審判手続を担当した審判官と審判員の印象についておたずねします。労働審判

手続は、審判官1名と審判員2名の合計3名からなる｢労働審判委員会｣によって行われます。「審判官」

は、裁判官が務め、3名の真ん中に着席して労働審判手続の指揮を行います。「審判員」は、労働関係

の専門的知識経験を持つ人から選ばれ、審判官の両側に着席しています。 

 

問20 今回の労働審判手続を担当した審判官（裁判官）の印象についておたずねします。次の①～⑩に

ついて、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、  

番号に○をつけてください。 

 

 1 2 3 4 5  

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

 

① その審判官は、中立的な立場で審理を行なった 1 2 3 4 5  ⑫ 

② その審判官は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた 1 2 3 4 5  ⑬ 

③ その審判官は、信頼できる人物だった 1 2 3 4 5  ⑭ 

④ その審判官は、権威的・威圧的だった 1 2 3 4 5  ⑮ 

⑤ その審判官は、あなたに対してていねいに接してくれた 1 2 3 4 5  ⑯ 

⑥ 
その審判官は、法律上の問題点をわかりやすく説明して 

くれた 
1 2 3 4 5  ⑰ 

⑦ 
その審判官は、法律以外のことでも、労働関係のことを 

よく分かっていた 
1 2 3 4 5  ⑱ 

⑧ 
その審判官は、あなたの事件の審理のために十分な準備を

していた 
1 2 3 4 5  ⑲ 

⑨ その審判官は、手続を適切に進めていた 1 2 3 4 5  ⑳ 

⑩ その審判官は、審判員とよく協力していた 1 2 3 4 5   
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問21 今回の労働審判手続で、その審判官に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、    

番号に○をつけてください。 

 

1 とても満足している                  4 あまり満足していない 

2 少し満足している                    5 まったく満足していない 

3 どちらともいえない  

 

 

問22 今回の労働審判手続を担当した２人の審判員（仮に審判員「Ａ」と審判員「Ｂ」と呼ぶことと   

します。）の印象についてそれぞれおたずねします。次の①～⑨について、どのくらい強くそう

思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

その審判員がひと言も話さなかったなどの理由で印象がまったくわからない場合には、一番下の

段の「６」に○をして、次の問にお進みください。 

 

審判員Ａの印象  審判員Ｂの印象  

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

 

1 2 3 4 5 
①その審判員は、中立的な立場で 

 審理を行なった 
1 2 3 4 5    

1 2 3 4 5 
②その審判員は、あなたの言い分 

 を十分に聞いてくれた 
1 2 3 4 5    

1 2 3 4 5 
③その審判員は、信頼できる人物 

 だった 
1 2 3 4 5    

1 2 3 4 5 
④その審判員は、権威的・威圧的 

 だった 
1 2 3 4 5    

1 2 3 4 5 
⑤その審判員は、あなたに対して 

 ていねいに接してくれた 
1 2 3 4 5    

1 2 3 4 5 
⑥その審判員は、法律上の問題点 

 をわかりやすく説明してくれた 
1 2 3 4 5    

1 2 3 4 5 

⑦その審判員は、法律以外のこと 

 でも、労働関係のことをよく 

 分かっていた 

1 2 3 4 5    

1 2 3 4 5 

⑧その審判員は、あなたの事件の 

 審理のために十分な準備をして 

 いた 

1 2 3 4 5    

1 2 3 4 5 
⑨その審判員は、審判官やもう 

１人の審判員とよく協力していた 
1 2 3 4 5    

6 
その審判員の印象は 

まったくわからない 
6    
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問23 今回の労働審判手続で、審判員Ａに満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○

をつけてください。 

 

1 とても満足している                  4 あまり満足していない 

2 少し満足している                    5 まったく満足していない 

3 どちらともいえない          6 わからない 

 

 

問24 今回の労働審判手続で、審判員Ｂに満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○

をつけてください。 

 

1 とても満足している                  4 あまり満足していない 

2 少し満足している                    5 まったく満足していない 

3 どちらともいえない          6 わからない 

 

 

全員におたずねします  

問25 裁判所には、審判官・審判員以外の裁判所職員がいます。裁判所職員の印象についておたずねし

ます。次の①～⑤について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを

１つずつ選んで、番号に○をつけてください。裁判所職員と接触した経験がない場合には「６」

に○をつけてください。 

※ 複数の職員と接した場合には、その全体的印象としてお答えください。 

 

 1 2 3 4 5 6  

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

裁
判
所
職
員
と
接
触 

 

し
た
経
験
が
な
い 

 

① 裁判所職員は、中立的な立場で物事を処理していた 1 2 3 4 5 6  

② 
裁判所職員は、あなたの話すことをきちんと聞いて

くれた 
1 2 3 4 5   

③ 
裁判所職員は、あなたに対してていねいに接して 

くれた 
1 2 3 4 5   

④ 裁判所職員は、権威的・威圧的だった 1 2 3 4 5   

⑤ 裁判所職員は、効率的に仕事をしていた 1 2 3 4 5   
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問26 今回の労働審判手続で、裁判所職員に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に

○をつけてください。 

 

1 とても満足している             4 あまり満足していない 

2 少し満足している                5 まったく満足していない 

3 どちらともいえない         6 裁判所職員と接触した経験がない 

 

 

問27 今回の労働審判手続で、あなたが依頼した弁護士に対する印象についておたずねします。 

次の①～⑪について、どのくらい強くそう思ったかそれぞれについてあてはまるものを１つずつ 

選んで、番号に○をつけてください。弁護士を依頼しなかった場合には「６」に○をつけてください。 

※ 弁護士が複数いた場合は、一番頻繁に接した弁護士の印象についてお答えください。 

 

 1 2 3 4 5 6  

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

弁
護
士
を
依
頼 

 

し
な
か
っ
た 

 

① その弁護士は、あなたの味方になってくれた 1 2 3 4 5 6  

② その弁護士は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた 1 2 3 4 5   

③ その弁護士は、信頼できる人物だった 1 2 3 4 5   

④ その弁護士は、権威的・威圧的だった 1 2 3 4 5   

⑤ その弁護士は、あなたに対してていねいに接してくれた 1 2 3 4 5   

⑥ その弁護士は、法律上の問題点をわかりやすく説明してくれた 1 2 3 4 5   

⑦ 
その弁護士は、手続の進行経過や今後の見込みを十分説明して

くれた 
1 2 3 4 5   

⑧ 
その弁護士は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく 

分かっていた 
1 2 3 4 5   

⑨ その弁護士は、あなたの事件のために十分な準備をしていた 1 2 3 4 5   

⑩ その弁護士は、手続を迅速に進めようとしていた 1 2 3 4 5   

⑪ その弁護士は、手続を適正に進めようとしていた 1 2 3 4 5   

 

 

問28 今回の労働審判手続で、その弁護士に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、    

番号に○をつけてください。 

1 とても満足している               4 あまり満足していない 

2 少し満足している                 5 まったく満足していない 

3 どちらともいえない        6 弁護士を依頼しなかった 
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問29 相手側（使用者側）の弁護士に対する印象についておたずねします。次の①～⑧について、   

どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○を

つけてください。相手側に弁護士がいなかった場合、あるいは、相手側に弁護士がいても    

あなたとまったく接触がなかった場合には「６」に○をして、次の問にお進みください。 

※ 相手側の弁護士が複数いた場合は、一番頻繁に接した弁護士の印象についてお答えください。 

 

 1 2 3 4 5 6  

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く
そ
う
思
わ
な
い 

相
手
側
に
弁
護
士
が
い
な

か
っ
た
・
接
触
が
な
か
っ
た 

 

① 
相手側の弁護士は、あなた側の言い分を十分に聞いて 

くれた 
1 2 3 4 5 6  

② 相手側の弁護士は、信頼できる人物だった 1 2 3 4 5   

③ 相手側の弁護士は、権威的・威圧的だった 1 2 3 4 5   

④ 
相手側の弁護士は、あなたに対してていねいに接して 

くれた 
1 2 3 4 5   

⑤ 
相手側の弁護士は、法律上の問題点をわかりやすく説明 

していた 
1 2 3 4 5   

⑥ 
相手側の弁護士は、法律以外のことでも、労働関係の 

ことをよく分かっていた 
1 2 3 4 5   

⑦ 相手側の弁護士は、手続を迅速に進めようとしていた 1 2 3 4 5   

⑧ 相手側の弁護士は、手続を適正に進めようとしていた 1 2 3 4 5   

 

 

【Ⅳ】次に、今回の労働審判手続の結果について、あなたのご意見などをおたずねします。 

※ 複数の相手側がいた場合、複数の終わり方があった場合、自分にとってもっとも重要な事件

についてお答えください。 

 

問 30 今回の労働審判手続は、どのような形で終わりましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に

○をつけてください。 

※「調停が成立した」とは相手側（使用者側）との合意がまとまった場合、「労働審判が告知 

された」とは審判官（裁判官）から「労働審判委員会」の判断が示された場合をさします。 

 

1 調停が成立した （→次ページの問 31 へ）       

2 労働審判が告知された （→付問へ）   

3 終わり方がどちらかわからない （→次ページの問 31 へ） 
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問 30で「2 労働審判が告知された」と答えた方だけにおたずねします  

付問１ その労働審判に対して、異議申立てがありましたか。あてはまるものを１つ選んで、  

番号に○をつけてください。 

 

1 自分の側だけが申し立てた 

2 相手の側だけが申し立てた 

3 双方が申し立てた 

4 双方とも申し立てなかった 

5 わからない  

 

 

付問２ その労働審判手続が調停
．．

で解決
．．．

しなかった
．．．．．

理由
．．

についておたずねします。あてはまる 

ものをすべて選んで、番号に○をつけてください。 

 

 1 調停案が自分に不利だと思ったから  

 2 事実関係をもっとはっきりさせたかったから  

 3 自分の側が正しいことをもっとはっきりさせたかったから  

 4 審判官や審判員にもっと調べてもらいたかったから  

 5 労働審判委員会（審判官・審判員）の公的な判断が欲しかったから 

 6 審判官や審判員が自分の話を十分に聞いてくれなかったから 
 

 7 調停の進め方が不公正・不公平だったから  

 8 相手側（使用者側）が調停案を拒んだから  

 9 相手側（使用者側）が譲歩しなかったから  

10 その他（具体的に：                         ）  

 

全員におたずねします  

問 31 あなたは、その調停ないし審判の内容を十分理解できていると思いますか。あてはまる 

ものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 ⑧～⑩=103 

1 よく理解できている 

2 どちらかというと理解できている 

3 どちらともいえない 

4 どちらかというと理解できていない 

5 まったく理解できていない 

6 内容を知らない 

⑪ 
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問 32 調停ないし審判の結果、あなたは、相手側
．．．

から
．．

何か
．．

をしてもらう権利や地位
．．．．．．．．．．．

などを得たり、   

認められたりしましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選んで、番号に○をつけて   

ください。 

 

1 解決金などの金銭の支払い （→付問へ） 

2 その会社で働く権利や地位（復職など） 

3 賃金など労働条件の引き下げの是正・回復 

4 配転・出向などの命令の是正・撤回 

5 セクハラ・パワハラやそれ以外のいじめ・いやがらせへの対応 

6 その他の権利や地位（具体的に：                 ） 

7 認められた権利や地位はない 

8 わからない   

⑫ 

 

問 32 で「1  解決金などの金銭の支払い」に○をつけた方だけにおたずねします  

 付問 調停ないし審判の結果認められた金額は、総額でおおよそいくらでしたか。差し支えのない  

範囲でお答えください。 

 

 

1 およそ           万円（1万円未満切り捨て） 

2 わからない 

3 答えたくない 

⑬ 

⑭～⑰ 

 

全員におたずねします  

問 33 調停ないし審判の結果、あなたは、相手
．．

側
．
に対して何かをしなければならない義務
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を負いました

か。選択肢の中からあてはまるものをすべて選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 何かの行為を行う義務（具体的に：                 ） 

2 何かの金銭を支払う義務（具体的に：                ） 

3 その他の約束や措置（具体的に：                  ） 

4 相手側に対して負った義務はない 

5 わからない 

⑱ 

 

問 34 今回の調停ないし審判の結果は、全体として
．．．．．

、あなたにとって有利なものでしたか、不利な 

ものでしたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 有利 

2 やや有利  

3 中間・どちらともいえない 

4  やや不利 

5  不利 ⑲ 

（問33へ） 
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問35 今回の調停ないし審判の結果について、次の①～⑨を、どのくらい強くそう思いましたか。 

それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

  

1 2 3 4 5  

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 
い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

 

① 今回の結果は公平なものである 1 2 3 4 5 ⑳ 

② 今回の結果は労働関係の実情をふまえている 1 2 3 4 5  

③ 今回の結果は法律上の権利・義務をふまえている 1 2 3 4 5  

④ 今回の結果は当事者双方の事情を偏らずに考慮している 1 2 3 4 5  

⑤ 今回の結果は当事者間の力の不均衡を是正している 1 2 3 4 5  

⑥ 
裁判所における調停や審判の結果なので実現が大いに 

期待できる 
1 2 3 4 5  

⑦ 今回の結果は具体的な事件の解決として適切である 1 2 3 4 5  

⑧ 
将来、同じような問題状況をかかえた場合、再び 

労働審判手続で問題を解決しようと思う 
1 2 3 4 5  

⑨ 
同じような問題で困っている知人がいたら、労働審判手続

で問題を解決するように勧める 
1 2 3 4 5  

 

問 36 今回の調停ないし審判の結果に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を 

つけてください。 

 

 1 とても満足している        4 あまり満足していない 

 2 少し満足している         5 まったく満足していない 

 3 どちらともいえない 
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問 37 労働審判手続は、次の①～⑪にあげるような特徴を持つといわれています。今回の経験に照らし

て、①～⑪はどのくらい重要だと思うか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、 

番号に○をつけてください。 

 1 2 3 4 5  

 

  

非
常
に
重
要
だ
と

思
う 

や
や
重
要
だ
と 

 

思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い 

あ
ま
り
重
要
だ
と

は
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く
重
要
だ

と
は
思
わ
な
い 

 

① 裁判所で行なわれる手続であること 1 2 3 4 5  

② 法的な権利関係をふまえた制度であること 1 2 3 4 5  

③ 原則として 3回以内の期日で終了すること 1 2 3 4 5  

④ 手数料が裁判（訴訟）の半額程度であること 1 2 3 4 5  

⑤ 
労使双方から選ばれた労使関係に関する専門的な 

知識や経験を有する審判員が手続に参加すること 
1 2 3 4 5  

⑥ 手続が原則として非公開であること 1 2 3 4 5  

⑦ 当事者本人が口頭で事情を説明すること 1 2 3 4 5  

⑧ 
双方の関係者が、一つのテーブルを囲んで手続を 

進めること 
1 2 3 4 5  

⑨ 手続のなかで、適宜、調停による解決が試みられること 1 2 3 4 5  

⑩ 
裁判（訴訟）の判決に比べて、事件の実情や 

当事者の事情に応じた柔軟な解決が可能であること 
1 2 3 4 5  

⑪ 
労働審判に異議の申立てがあると裁判（訴訟）に 

移行する手続であること 
1 2 3 4 5  

    

 付問 ①～⑪のうちもっとも重要だと思うものを１つ選んで、その記号をお書きください。 

 

①～⑪の数字をご記入ください。  

 

 

 

【Ⅴ】労働審判手続が終わった後の、あなたご自身や職場の状況についておたずねします。 

 

問 38 労働審判手続
．．．．．．

の
．
終了後
．．．

、あなたは相手側の会社・団体に在職していましたか。あてはまるものを

１つ選んで、番号に○をつけてください。 
 

1 雇用関係の有無について争っていた（→次ページの F1 へ） 

2 （雇用関係の有無に争いはなく）在職していた（次ページの問 39へ） 

3 （雇用関係の有無に争いはなく）退職していた（→次ページの F1へ） 

4 そもそも雇用関係がなかった（派遣など）（→次ページの F1 へ） 
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問 38で「2  在職していた」に○をつけた方だけにおたずねします  
問 39 労働審判手続の終了後、あなたの職場や事業所で、どのような変化がありましたか。次の①～⑥

について、それぞれあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

 

 1 2 3 9  

 

実
施
さ
れ
た 

検
討
中
で
あ
る 

と
く
に
検
討
さ
れ
て

い
な
い 

わ
か
ら
な
い 

 

① 
労働時間管理の適正化などのコンプライアンス（法令遵守）の

重視 
1 2 3 9   

② 就業規則の改訂などの人事管理制度の変更 1 2 3 9   

③ 関係する職場の管理職の異動などの人事異動 1 2 3 9   

④ 人事管理担当者の配置などの人事管理体制の整備 1 2 3 9   

⑤ 管理職への研修 1 2 3 9   

⑥ 現場の意向聴取、個人面接など、職場コミュニケーション施策 1 2 3 9   

 

全員におたずねします  

 

【Ⅵ】最後に、あなたご自身についておたずねします。回答を統計的に分析する際に必要な項目です。

差し支えのない範囲で結構ですので、お答えください。 
 

Ｆ１ あなたの性別をお答えください。 

 

1 男 性          2 女 性  

 

Ｆ２ お年はおいくつですか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 
 

1 20歳未満  

2 20～29歳 

3 30～39歳  

4 40～49歳 

5 50～59歳 

6 60～69歳 

7 70歳以上 

 

 

 

Ｆ３ あなたが最後に卒業された学校は、次のどれですか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を

つけてください。 
 

1 中学校  

2 高等学校  

3 専修学校・各種学校 

4 短大（高専を含む） 

5 大学・大学院 

6 その他（具体的に：                         ） 
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Ｆ４ 今回の労働審判の原因となった問題が起こった当時のあなたの働き方は何でしたか。あてはまる

ものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

1 正規の職員・従業員  

2 パート  

3 アルバイト 

4 契約社員  

5 嘱託 

6 派遣社員  

7  その他（具体的に：                             ） 

 

 

付問１ あなたのその会社・団体での役職はなんでしたか。選択肢の中から最もあてはまるものを 

１つ選んで、番号に○をつけてください。 

※ その会社・団体での役職の名称が異なる場合は、職位がいちばん近いと思われるものに

○をつけてください。 

※ 派遣社員の方は派遣先での役職をお答えください。 

 

1 部長・次長クラスの管理職 

2 課長クラスの管理職 

3 係長クラスの管理職 

4 職長、班長、組長などの現場監督職 

5 役職にはついていない 

6 その他（具体的に：                             ） 

 

 

付問２ その会社・団体の業種は何でしたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけて 

ください。 

※ 派遣社員の方は派遣先の業種をお答えください。 

  

1 建設業 

2 製造業 

3 電気・ガス・熱供給・水道業 

4 情報通信業 

5 運輸業,郵便業 

6 卸売業・小売業 

7 金融業,保険業 

8 不動産業,物品賃貸業 

 9 宿泊業,飲食サービス業 

10 教育,学習支援業 

11 医療,福祉 

12 職業紹介・労働者派遣業 

13 その他サービス業（具体的に：               ） 

14 公務 

15 その他（具体的に：                         ） 

 

 

 

付問３ その会社・団体で働いている人は、全体で何人くらいでしたか。あてはまるものを１つ 

選んで、番号に○をつけてください。 

※ 派遣社員の方は派遣先の従業員数をお答えください。 

 

1 10人未満 

2 10～29人 

3 30～99人 

4 100～299人 

5 300～499人 

6 500～999人 

7 1,000人～2,999人 

8 3,000 人以上 

9 わからない 
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Ｆ５ 今回の労働審判の原因となった問題が起こった当時、あなたが働いていた会社・団体には労働  

組合がありましたか。 

  

1 はい（→付問へ） 

2 いいえ（→Ｆ6へ） 

3 わからない（→Ｆ6へ） 

 

 

Ｆ５で「1  はい」に○をつけた方だけにおたずねします  

 付問 あなたはその組合の組合員でしたか。 

  

1 組合員だった 

2 組合員ではなかった 
 

 

全員におたずねします  

Ｆ６ あなたの年収をおたずねします。①労働審判手続の原因となった問題が生じる（直）前と②現在

について、あなた個人の年収は、次のどれにあてはまりますか。それぞれについてあてはまるも

のを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

 

  問題が生じる 

（直）前 

現 在 
 

 1 なし 1 1  

 2 100 万円未満 2 2  

 3 100～200 万円未満 3 3  

 4 200～300 万円未満 4 4  

 5 300～400 万円未満 5 5  

 6 400～500 万円未満 6 6  

 7 500～600 万円未満 7 7  

 8 600～700 万円未満 8 8   

 9 700～800 万円未満 9 9   

10 800～900 万円未満 10 10  

11 900～1,000 万円未満 11 11  

12 1,000～1,500 万円未満 12 12  

13 1,500～2,000 万円未満 13 13  

14 2,000 万円以上 14 14  

15 わからない 15 15  

16 答えたくない 16 16  

 

Ｆ７ あなたは、今回の事件以外に、労働関係の紛争であるかどうかを問わず、裁判や調停の経験は  

ありますか。 

 

1  あ る（     件程度）          2 な い  
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Ｆ８ あなたは、日常生活で（仕事を除く）、日本語のほかによく用いる言語がありますか。 

 

1  あ る（      語）          2 な い  

 

Ｆ９ 以下の欄には、今の労働審判についてあなたが考えていること、また、この調査およびアンケート

用紙についての感想をご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ10 このアンケート用紙を記入し終わったのは、労働審判手続が終了したとき（調停が成立したとき、

または、審判が告知されたとき）から、おおよそどのくらい後ですか。 

 

   （労働審判手続が終了したときから） 約       日後 ～ 

 

なお、今回お答えいただいた問題について、後日、この調査を行っている東京大学社会科学研究所の  

メンバーまたはその共同研究者が、直接お会いして、あるいはお電話で、さらに詳しいお話をおうかが

いするとすれば、ご協力いただけますでしょうか。ご協力いただける場合は、同封の調査票返送確認用

ハガキの「インタヴュー調査に協力してもよい」の欄に○をつけ、連絡先をご記入の上、そのハガキを

投函ください。インタヴューをお願いする方には、後日改めてご連絡申し上げます。 

 

質問は以上です。ご多忙の折、長時間にわたりご協力 

いただき、誠にありがとうございました。 

同封の返送用封筒に入れて、無記名のままご投函ください。 

あわせて、調査票返送確認用ハガキ（桜色）もご投函ください。 
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労働審判制度についての意識調査  Ｂ票  
 

○この調査は、個人および会社・団体の方がどのような労働審判制度を求めているのかを知るために、

実際にこの制度を利用された皆さまからお考えをお聞きする調査です。 

 

○この期間に複数の事件の当事者となっている場合は、その中でもあなたの会社・団体にとってもっと

も重要な事件についてお答えください。 

○労働審判手続では、調停の内容を他人に話してはならないという約束（口外禁止条項）が入っている

場合があります。この調査では当事者や調停の具体的内容が特定できない形でお聞きするなど、口外

禁止条項との関係に配慮していますが、個々の質問のご回答に際しては、差し支えのない範囲でお答

えください。 

○このアンケート用紙（Ｂ票）は、今回の労働審判手続に使用者（雇う側）のお立場でかかわった皆さ

まについてのものです。あなたがもし今回の労働審判手続に労働者（雇われる側）のお立場でかかわ

った場合は、あらためて労働者側のアンケート用紙（Ａ票）をお送りいたしますので、お手数ですが、

下記（社団法人 中央調査社）までご連絡くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

○質問の内容についてなどご不明な点がありましたら、東京大学社会科学研究所「労働審判制度に    

ついての意識調査」事務局までご連絡くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ ご記入にあたってのお願い ◎ 

①このアンケート用紙への回答は、あなたの会社・団体において、該当する事件の詳細をよく理解して

いる方にお願いいたします。 

②質問をよく読み、あてはまる、あるいはあなたの会社・団体の考えに近い、と思う回答の番号を○で

囲んでください。また、一部、数字でご記入いただく質問もありますので、本文の指示にしたがって

ご記入ください。 

③場合によっては、ご回答いただかなくともよい質問があります。本文の指示にしたがってお進みくだ

さい。 

④回答で「その他」を選んだ場合は、（   ）内に具体的な内容をご記入ください。 

⑤記入が済んだアンケート用紙は、同封の返信用封筒に入れて、なるべく早くご投函ください。 

 

（発送業務委託機関）社団法人 中央調査社 

住所：〒104-0064 東京都中央区銀座 6-16-12 丸高ビル 

ＨＰ：http://www.crs.or.jp/ 

電話：03-3549-3121 （担当：岩田・山中) 
  （問い合わせ受付時間 月～金 祝日除く 9：00～17：00） 

〔調査についてのお問い合わせ先〕 

東京大学 社会科学研究所 

「労働審判制度についての意識調査」事務局 

住所：〒113-0033 東京都文京区本郷７－３－１ 

ＨＰ：http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/roudou/ 

電話：0120-585-135、0120-585-137（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） 
  （問い合わせ受付時間 月～金 祝日除く 10：00～12：00、 

13：00～17：00） 
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【Ⅰ】はじめに、あなたの会社・団体が今回経験した労働審判手続について、事件の種類やあなたの 

会社・団体のお立場などをおたずねします。 

 

問１ 今回の労働審判手続は、どのような問題に関するものでしたか。選択肢の中からあてはまる 

ものをすべて選んで、番号に○をつけてください。 

 ⑧～⑩=201 

1 会社都合の解雇（整理解雇） 

2 懲戒処分の解雇（懲戒解雇） 

3 それ以外（1、2以外）の解雇 

4 退職勧奨 

5 雇止め（有期労働契約の更新拒否） 

6 採用内定取消 

7 試用期間中または試用期間満了時 

の本採用拒否 

8 賃金（基本給、諸手当） 

 9 残業代 

10 退職金 

11 解雇予告手当 

12 賃金など労働条件の変更 

13 配転・出向 

14 セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 

15 パワー・ハラスメント（パワハラ） 

16 それ以外（14、15 以外）のいじめ・いやがらせ 

17 その他（具体的に：            ） 

⑪ 

⑫ 

 

付問１ その問題が起こったのは、いつ頃でしたか。 

 

（西暦で） 2 0   年   月頃にその問題が起きた 
⑬⑭ 
⑮⑯ 

 

問２ 今回の労働審判手続でのあなたの会社・団体のお立場は次のどちらでしたか。選択肢の中から 

あてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

 

1 （労働審判手続を）申し立てられた側        2 申し立てた側 ⑰ 

 

問３ 今回の労働審判手続を裁判所に申し立てられた（申し立てた）のは、いつ頃でしたか。 

 

（西暦で） 2 0     年     月頃に申し立てられた（申し立てた） ⑱⑲ 

 

問４ 今回の労働審判手続で、相手側（労働者側）から申立時に請求された金額はおおよそいくらでし

たか。選択肢の中からあてはまるものすべてに○をつけ、「１」「２」を選んだ場合は該当する欄

に金額（万円）を記入してください。金額について回答に迷う場合は、申立書の「労働審判を求

める事項の価額」をお答えください。 

※ １万円未満は切り捨ててお答えください。 

※ あなたの会社・団体が労働審判手続を申し立てた側の場合は、あなたの会社・団体が請求 

した金額についてお答えください。 

 

1 月給（未払い分）など月当たりの請求          月額        万円 

 

2 その他の定額の請求（残業代、退職金、損害賠償など）            万円 

 

3 金銭の支払いは求められていない（求めていない） 

 

4 わからない 

⑳ 

～ 

～ 

2



 

 3 

問５ 今回の労働審判手続の相手側（労働者側）の当事者についておたずねします。相手側の当事者が

複数いる場合は、もっとも主要な相手側についてお答えください。 

 

Ａ 今回の労働審判手続の原因となった問題が起こった当時、相手側（労働者）の働き方は 

何でしたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

  

1 正規の職員・従業員  

2 パート  

3 アルバイト 

4 契約社員  

5 嘱託 

6 派遣社員  

7  その他（具体的に：                             ） 

 

 

Ｂ その当時の相手側（労働者）の役職は何でしたか。選択肢の中から最もあてはまるものを１つ

選んで番号に○をつけてください。 

※ その会社・団体での役職の名称が異なる場合は、職位がいちばん近いと思われるものに 

○をつけてください。 

 

1 部長・次長クラスの管理職 

2 課長クラスの管理職 

3 係長クラスの管理職 

4 職長、班長、組長などの現場監督職 

5 役職にはついていない 

6 その他（具体的に：                             ） 

 

 

Ｃ 今回の労働審判手続の
．．．．．．．

申し立て
．．．．

があった
．．．．

当時
．．

、相手側（労働者）はあなたの会社や団体に在職

していましたか。選択肢の中からあてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 雇用関係の有無について争っていた 

2 （雇用関係の有無に争いはなく）在職していた 

3 （雇用関係の有無に争いはなく）退職していた 

4 そもそも雇用関係がなかった（派遣など） 
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【Ⅱ】ここからは、労働審判手続に至った経過や、あなたの会社・団体がお考えになったことについて

おたずねします。 

   ※ あなたの個人的な見解ではなく、可能な限り会社としてのお立場でご回答ください。 

 

問６ あなたの会社・団体では、今回の労働審判手続の原因となった問題が起こった当時、あなたの  

会社・団体と従業員との間のコミュニケーションの状態は良好でしたか。あてはまるものを  

１つ選んで番号に○をつけてください。 

 

1 とても良好であった                  4 どちらかといえば良好でなかった 

2 どちらかといえば良好であった        5 まったく良好でなかった 

3 どちらともいえない  

 

 

問７ 今回の労働審判手続を申し立てられる（申し立てる）前に､その問題を解決するために、次のよ

うな人や機関・専門家に相談したことはありましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて

選んで、番号に○をつけてください。 

 

 1 家族・親せき・個人的な知人に相談した 

 2 経営者の団体・知人に相談した 

 3 地方自治体の無料法律相談を利用した 

 4 顧問弁護士に相談した 

 5 顧問弁護士以外の弁護士事務所または弁護士会の法律相談を利用した 

 6 社会保険労務士（会）に相談した 

 7 法テラスのコールセンターや法律相談を利用した 

 8 その他の機関や専門家に相談した（具体的に：                   ） 

 9 以上の人や機関・専門家に相談したことはなかった 

 

 

問８ 今回の労働審判手続を申し立てられる（申し立てる）前に､その問題を解決するために、相手側

（労働者）と交渉しましたか。ＡとＢのそれぞれについて、あてはまるものを１つ選んで、番号

に○をつけてください。 

 

Ａ 直接、相手側本人と交渉しましたか 

  

1 し た  2 しなかった   

 

Ｂ 人や組織を介して、相手側本人と交渉しましたか 

  

1 し た（具体的に：         を介して）   2 しなかった   
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問９ 今回の労働審判手続を申し立てられる（申し立てる）前に､その問題を解決するために、労働局

や労働委員会の制度や手続を経由しましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選んで、

番号に○をつけてください。 

 

 1 労働局の行う相談窓口（「総合労働相談コーナー」など）を経由した 

 2 労働局の助言・指導の制度を経由した 

 3 労働局の紛争調整委員会の制度（あっせん）を経由した 

 4 労働委員会の紛争解決手続を経由した 

 5 以上の制度や手続を経由したことはなかった 

 

  

問10 今回の労働審判手続で、弁護士を依頼しましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を 

つけてください。 

※ 手続の途中で解任した（やめさせた）ような場合も「1 はい」に○をつけてください。 

 

 1 は い                        2 いいえ （→問11へ）  

 
  

付問 その弁護士に初めて相談したのはいつですか。 

 

（西暦で） 2 0   年   月頃に初めて相談した 
 
 

 

全員におたずねします  

 

問11 あなたの会社・団体はどこで労働審判手続を知りましたか。選択肢の中からあてはまるものを 

すべて選んで、番号に○をつけてください。 

 

 1 家族・親せき・個人的な知人        

 2 経営者の団体・知人           

 3 地方自治体の無料法律相談        

 4 顧問弁護士    

 5 顧問弁護士以外の弁護士または弁護士会      

 6 社会保険労務士（会）    

 7 法テラス  

 8 労働局、労働基準監督署、労働委員会 

 9 裁判所 

10 新聞・雑誌やテレビ  

11 その他（具体的に：          ） 

12 相手側から申し立てがあるまで労働審判 

手続のことは知らなかった 
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問12 労働審判手続を申し立てられたとき、あなたが労働審判手続に何を期待したかについておたずね

します。次の期待について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを

１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

※ あなたが労働審判手続を申し立てた側の場合は、労働審判手続を申し立てた理由について 

お答えください。 

 

 1 2 3 4 5  

 

強
く
あ
て
は
ま
る 

少
し
あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

ま
っ
た
く 

 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

 

① 
労働審判では自分の会社・団体の社会的名誉を守りた 

かった 
1 2 3 4 5  

② 
労働審判では金銭や財産など経済的な利益を守りた 

かった 
1 2 3 4 5  

③ 
労働審判では自分の会社・団体の自由な活動や 

プライバシーを守りたかった 
1 2 3 4 5  

④ 
労働審判では自分の会社・団体の権利を実現し 

（あるいは守り）たかった 
1 2 3 4 5  

⑤ 労働審判では公正な解決を得たかった 1 2 3 4 5  

⑥ 労働審判では強制力のある解決を得たかった 1 2 3 4 5  

⑦ 労働審判では事実関係をはっきりさせたかった 1 2 3 4 5  

⑧ 労働審判では白黒をはっきりさせたかった 1 2 3 4 5  

⑨ 労働審判という公的な場で議論したかった 1 2 3 4 5  

⑩ 
労働審判官（裁判官）や労働関係の専門家である労働 

審判員に話を聞いてもらいたかった 
1 2 3 4 5  

⑪ 
労働審判を通じて相手側と話し合いの機会を持ちた 

かった 
1 2 3 4 5  

⑫ 
労働審判では、同じような問題をかかえている会社・ 

団体の立場や利益も守りたかった 
1 2 3 4 5  

⑬ 
訴訟（裁判）よりも労働審判のほうが適切な方法だと 

思った 
1 2 3 4 5  

⑭ 相手側(労働者側)に申し立てられたので仕方なかった 1 2 3 4 5  

 

 付問 ①～⑭のうちもっとも重要だと思ったものを１つ選んで、その番号をお書きください。 

 

①～⑭の数字をご記入ください。  
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【Ⅲ】ここからは、労働審判手続のさまざまな段階で、お考えになったことや、ものごとへの評価など

についておたずねします。 

   ※ 労働審判手続で解決せず、問題が訴訟に移行している場合でも、以下の質問は労働審判手続

についてお答えください。 

 

問13 今回の労働審判手続が始まった時点で、労働審判手続が終わるまでにどのくらいの費用がかかる

か事前に予想はつきましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 まったく予想がつかなかった 

2 ある程度は予想がついていた 

3 はっきりと予想がついていた 

 

 

問14 今回の労働審判手続を終えて、かかった費用はあなたの会社・団体にとって高いものでしたか、

安いものでしたか。次の①～③について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについて 

あてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

 

 1 2 3 4 5 6  

 

非
常
に
高
い 

や
や
高
い 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

や
や
安
い 

非
常
に
安
い 

支
払
わ
な
か
っ
た
・ 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

 

① 
労働審判手続を申し立てるにあたって裁判所に 

納めた手数料 
1 2 3 4 5 6  

② 弁護士に支払った金額 1 2 3 4 5 6  

③ 労働審判手続にかかった費用の総額 1 2 3 4 5   

 

問15 今回の労働審判手続で直接かかった費用以外に、書類の準備や必要な連絡・相談などに要した 

手間や人手の負担は、あなたの会社・団体にとってどの程度のものでしたか。あてはまるものを

１つ選んで、番号に○をつけてください。 
 

1 非常に大きかった 

2 やや大きかった 

3 どちらともいえない 

4 やや小さかった 

5 非常に小さかった  

 

 

問16 今回の労働審判手続が始まった時点で、労働審判手続が終わるまでにどのくらいの時間がかかる

か事前に予想はつきましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 まったく予想がつかなかった 

2 ある程度は予想がついていた 

3 はっきりと予想がついていた 
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問17 今回の労働審判手続を終えて、かかった時間をどのように思いますか。あてはまるものを１つ 

選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 非常に短い 

2 やや短い 

3 どちらともいえない 

4 やや長い 

5 非常に長い  

 

付問 問17でお答えいただいた時間の短さや長さについて、あなたは満足していますか。あてはまる

ものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 

1 満足している    2 どちらともいえない   3 満足していない  

 

 

問18 今回の労働審判手続の過程や経過についておたずねします。次の①～⑧について、どのくらい強く

そう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

 

 1 2 3 4 5 9  

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

 

① 
労働審判手続の中で、自分の側の立場を十分に主張 

できた 
1 2 3 4 5 9  

② 
労働審判手続の中で、自分の側の証拠を十分に提出 

できた 
1 2 3 4 5 9  

③ 相手側の主張・立証について十分に理解できた 1 2 3 4 5 9  

④ 労働審判手続の一連の進み方は分かりやすかった 1 2 3 4 5 9  

⑤ 労働審判の場で使われていた言葉は分かりやすかった 1 2 3 4 5 9  

⑥ 結果はともあれ、手続の進み方は公正・公平だった 1 2 3 4 5 9  

⑦ 今回の労働審判手続は、迅速に進められた 1 2 3 4 5 9  

⑧ 今回の労働審判手続では、充実した審理が行なわれた 1 2 3 4 5 9  
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問19 今回の労働審判手続では、あなた（回答者）自身または会社・団体のどなたかがどの程度立会い

ましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 ⑧～⑩=202 

1 すべて立ち会った（→次の問へ） 

2 一部立ち会った（→次の問へ） 

3 まったく立ち会わなかった（→11ページの問25へ進んでください） 

⑪ 

 

 

問 19 で「1 すべて立ち会った」「2 一部立ち会った」と答えた方だけにおたずねします  

 

以下では、今回の労働審判手続を担当した審判官と審判員の印象についておたずねします。労働審判 

手続は、審判官1名と審判員2名の合計3名からなる｢労働審判委員会｣によって行われます。「審判官」

は、裁判官が務め、3名の真ん中に着席して労働審判手続の指揮を行います。「審判員」は、労働関係 

の専門的知識経験を持つ人から選ばれ、審判官の両側に着席しています。 

 

問20 今回の労働審判手続を担当した審判官（裁判官）の印象についておたずねします。次の①～⑩に

ついて、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、  

番号に○をつけてください。 

 

 1 2 3 4 5  

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

 

① その審判官は、中立的な立場で審理を行なった 1 2 3 4 5  ⑫ 

② その審判官は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた 1 2 3 4 5  ⑬ 

③ その審判官は、信頼できる人物だった 1 2 3 4 5  ⑭ 

④ その審判官は、権威的・威圧的だった 1 2 3 4 5  ⑮ 

⑤ その審判官は、あなたに対してていねいに接してくれた 1 2 3 4 5  ⑯ 

⑥ 
その審判官は、法律上の問題点をわかりやすく説明して 

くれた 
1 2 3 4 5  ⑰ 

⑦ 
その審判官は、法律以外のことでも、労働関係のことを 

よく分かっていた 
1 2 3 4 5  ⑱ 

⑧ 
その審判官は、あなたの事件の審理のために十分な準備を 

していた 
1 2 3 4 5  ⑲ 

⑨ その審判官は、手続を適切に進めていた 1 2 3 4 5  ⑳ 

⑩ その審判官は、審判員とよく協力していた 1 2 3 4 5   
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問21 今回の労働審判手続で、その審判官に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、    

番号に○をつけてください。 

 

1 とても満足している                  4 あまり満足していない 

2 少し満足している                    5 まったく満足していない 

3 どちらともいえない  

 

 

問22 今回の労働審判手続を担当した２人の審判員（仮に審判員「Ａ」と審判員「Ｂ」と呼ぶことと   

します。）の印象についてそれぞれおたずねします。次の①～⑨について、どのくらい強くそう

思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

その審判員がひと言も話さなかったなどの理由で印象がまったくわからない場合には、一番下の

段の「６」に○をして、次の問にお進みください。 

 

審判員Ａの印象  審判員Ｂの印象  

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

 

1 2 3 4 5 
①その審判員は、中立的な立場で

審理を行なった 
1 2 3 4 5   

1 2 3 4 5 
②その審判員は、あなたの言い分

を十分に聞いてくれた 
1 2 3 4 5   

1 2 3 4 5 
③その審判員は、信頼できる人物

だった 
1 2 3 4 5   

1 2 3 4 5 
④その審判員は、権威的・威圧的

だった 
1 2 3 4 5   

1 2 3 4 5 
⑤その審判員は、あなたに対して

ていねいに接してくれた 
1 2 3 4 5   

1 2 3 4 5 
⑥その審判員は、法律上の問題点

をわかりやすく説明してくれた 
1 2 3 4 5   

1 2 3 4 5 

⑦その審判員は、法律以外のこと

でも、労働関係のことをよく 

分かっていた 

1 2 3 4 5   

1 2 3 4 5 

⑧その審判員は、あなたの事件の

審理のために十分な準備をして

いた 

1 2 3 4 5   

1 2 3 4 5 
⑨その審判員は、審判官やもう 

１人の審判員とよく協力していた 
1 2 3 4 5   

6 
その審判員の印象は 

まったくわからない 
6   
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問23 今回の労働審判手続で、審判員Ａに満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○

をつけてください。 

  

1 とても満足している                  4 あまり満足していない 

2 少し満足している                    5 まったく満足していない 

3 どちらともいえない          6 わからない 

 

 

問24 今回の労働審判手続で、審判員Ｂに満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○

をつけてください。 

 

1 とても満足している                  4 あまり満足していない 

2 少し満足している                    5 まったく満足していない 

3 どちらともいえない          6 わからない 

 

 

全員におたずねします  

問25 裁判所には、審判官・審判員以外の裁判所職員がいます。裁判所職員の印象についておたずねし

ます。次の①～⑤について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを

１つずつ選んで、番号に○をつけてください。裁判所職員と接触した経験がない場合には「６」

に○をつけてください。 

※ 複数の職員と接した場合には、その全体的印象としてお答えください。 

 

 1 2 3 4 5 6  

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

裁
判
所
職
員
と
接
触 

 

し
た
経
験
が
な
い 

 

① 裁判所職員は、中立的な立場で物事を処理していた 1 2 3 4 5 6  

② 
裁判所職員は、あなたの話すことをきちんと聞いて 

くれた 
1 2 3 4 5   

③ 
裁判所職員は、あなたに対してていねいに接して 

くれた 
1 2 3 4 5   

④ 裁判所職員は、権威的・威圧的だった 1 2 3 4 5   

⑤ 裁判所職員は、効率的に仕事をしていた 1 2 3 4 5   
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問26 今回の労働審判手続で、裁判所職員に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、    

番号に○をつけてください。 

 

1 とても満足している                 4 あまり満足していない 

2 少し満足している                   5 まったく満足していない 

3 どちらともいえない         6 裁判所職員と接触した経験がない 

 

 

問27 今回の労働審判手続で、あなたの会社・団体が依頼した弁護士に対する印象についておたずね 

します。次の①～⑪について、どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるもの

を１つずつ選んで、番号に○をつけてください。弁護士を依頼しなかった場合には「６」に○を

つけてください。 

※ 弁護士が複数いた場合は、一番頻繁に接した弁護士の印象についてお答えください。 

 

 1 2 3 4 5 6  

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

弁
護
士
を
依
頼 

 

し
な
か
っ
た 

 

① その弁護士は、あなたの味方になってくれた 1 2 3 4 5 6  

② その弁護士は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた 1 2 3 4 5   

③ その弁護士は、信頼できる人物だった 1 2 3 4 5   

④ その弁護士は、権威的・威圧的だった 1 2 3 4 5   

⑤ その弁護士は、あなたに対してていねいに接してくれた 1 2 3 4 5   

⑥ 
その弁護士は、法律上の問題点をわかりやすく説明して 

くれた 
1 2 3 4 5   

⑦ 
その弁護士は、手続の進行経過や今後の見込みを十分説明 

してくれた 
1 2 3 4 5   

⑧ 
その弁護士は、法律以外のことでも、労働関係のことをよく 

分かっていた 
1 2 3 4 5   

⑨ その弁護士は、あなたの事件のために十分な準備をしていた 1 2 3 4 5   

⑩ その弁護士は、手続を迅速に進めようとしていた 1 2 3 4 5   

⑪ その弁護士は、手続を適正に進めようとしていた 1 2 3 4 5   

 

問28 今回の労働審判手続で、その弁護士に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、    

番号に○をつけてください。 

  

1 とても満足している                 4 あまり満足していない 

2 少し満足している                   5 まったく満足していない 

3 どちらともいえない         6 弁護士を依頼しなかった 
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問29 相手側（労働者側）の弁護士に対する印象についておたずねします。次の①～⑧について、   

どのくらい強くそう思ったか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○を

つけてください。相手側に弁護士がいなかった場合、あるいは、相手側に弁護士がいても    

あなたとまったく接触がなかった場合には「６」に○をして、次の問にお進みください。 

※ 相手側の弁護士が複数いた場合は、一番頻繁に接した弁護士の印象についてお答えください。 

 

 1 2 3 4 5 6  

 

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

相
手
側
に
弁
護
士
が
い
な 

か
っ
た
・
接
触
が
な
か
っ
た 

 

① 相手側の弁護士は、あなた側の言い分を十分に聞いてくれた 1 2 3 4 5 6  

② 相手側の弁護士は、信頼できる人物だった 1 2 3 4 5   

③ 相手側の弁護士は、権威的・威圧的だった 1 2 3 4 5   

④ 相手側の弁護士は、あなたに対してていねいに接してくれた 1 2 3 4 5   

⑤ 
相手側の弁護士は、法律上の問題点をわかりやすく説明して

いた 
1 2 3 4 5   

⑥ 
相手側の弁護士は、法律以外のことでも、労働関係のことを

よく分かっていた 
1 2 3 4 5   

⑦ 相手側の弁護士は、手続を迅速に進めようとしていた 1 2 3 4 5   

⑧ 相手側の弁護士は、手続を適正に進めようとしていた 1 2 3 4 5   
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【Ⅳ】次に、今回の労働審判手続の結果について、あなたの会社・団体のご意見などをおたずねします。 

※ 複数の相手側がいた場合、複数の終わり方があった場合、あなたの会社・団体にとって 

もっとも重要な事件についてお答えください。 

 

問 30 今回の労働審判手続は、どのような形で終わりましたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に

○をつけてください。 

※ 「調停が成立した」とは相手側（労働者側）との合意がまとまった場合、「労働審判が告知 

された」とは審判官（裁判官）から「労働審判委員会」の判断が示された場合をさします。 

 

1 調停が成立した （→15 ページの問 31 へ） 

2 労働審判が告知された （→付問へ） 

3 終わり方がどちらかわからない （→15ページの問 31 へ） 

 

 

問 30 で「2 労働審判が告知された」と答えた方だけにおたずねします  

付問１ その労働審判に対して、異議申立てがありましたか。あてはまるものを１つ選んで、 

番号に○をつけてください。 

 

1 自分の会社・団体の側だけが申し立てた 

2 相手の側だけが申し立てた 

3 双方が申し立てた 

4 双方とも申し立てなかった 

5 わからない  

 

 

付問２ その労働審判手続が調停で解決しなかった理由についておたずねします。あてはまる 

ものをすべて選んで、番号に○をつけてください。 

 

 1 調停案が不利だと思ったから 

 2 事実関係をもっとはっきりさせたかったから 

 3 自分の会社・団体の側が正しいことをもっとはっきりさせたかったから 

 4 審判官や審判員にもっと調べてもらいたかったから 

 5 労働審判委員会（審判官・審判員）の公的な判断が欲しかったから 

 6 審判官や審判員が自分の会社・団体の側の話を十分に聞いてくれなかったから 

 7 調停の進め方が不公正・不公平だったから 

 8 相手側（労働者側）が調停案を拒んだから 

 9 相手側（労働者側）が譲歩しなかったから 

 10 その他（具体的に：                         ） 
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全員におたずねします  

問 31 あなたの会社・団体は、その調停ないし審判の内容を十分理解できていると思いますか。 

あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

 ⑧～⑩=203 

1 よく理解できている 

2  どちらかというと理解できている 

3  どちらともいえない 

4  どちらかというと理解できていない 

5  まったく理解できていない 

6  内容を知らない 

⑪ 

 

問 32 調停ないし審判の結果、相手
．．

側
．
(
．
労働者
．．．

)
．
は
．
、あなたの会社・団体に対して、どのような権利や 

地位を得たり、認められたりしましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選んで、 

番号に○をつけてください。 

 

1  解決金などの金銭の支払い （→付問へ） 

2  その会社で働く権利や地位（復職など） 

3  賃金など労働条件の引き下げの是正・回復 

4  配転・出向などの命令の是正・撤回 

5  セクハラ・パワハラやそれ以外のいじめ・いやがらせへの対応 

6 その他の権利や地位（具体的に：               ） 

7  相手側に認められた権利や地位はない 

8 わからない   

⑫ 

 

問 32 で「1  解決金などの金銭の支払い」に○をつけた方だけにおたずねします  

 付問 調停ないし審判の結果相手
．．

側
．
(
．
労働
．．

者
．
)
．
に
．
認められた金額は、総額でおおよそいくらでしたか。

差し支えのない範囲でお答えください。 

   

 

1 およそ           万円（1万円未満切り捨て） 

2 わからない 

3 答えたくない 

⑬ 

 ⑭～⑰ 

 

全員におたずねします  

問 33 調停ないし審判の結果、あなたの会社・団体は
．．．．．．．．．．

、どのような権利や地位を得たり、認められたり

しましたか。選択肢の中からあてはまるものをすべて選んで、番号に○をつけてください。 

 

1  相手側（労働者）を退職扱いとすること 

2  相手側（労働者）に金銭を支払う義務がないこと 

3  その他（具体的に：                        ） 

4 自分の会社・団体に認められた権利や地位はない 

5  わからない 

⑱ 

 

（問 33 へ） 
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問 34 今回の調停ないし審判の結果は、全体として
．．．．．

、あなたの会社・団体にとって有利なものでしたか、

不利なものでしたか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

   

1 有利 

2 やや有利  

3 中間・どちらともいえない 

4  やや不利 

5  不利 ⑲ 

 

問 35 今回の調停ないし審判の結果について、次の①～⑨を、どのくらい強くそう思いましたか。 

それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけてください。 

  

1 2 3 4 5  

強
く
そ
う
思
う 

少
し
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

 

そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く 

 

そ
う
思
わ
な
い 

 

① 今回の結果は公平なものである 1 2 3 4 5 ⑳ 

② 今回の結果は労働関係の実情をふまえている 1 2 3 4 5  

③ 今回の結果は法律上の権利・義務をふまえている 1 2 3 4 5  

④ 今回の結果は当事者双方の事情を偏らずに考慮している 1 2 3 4 5  

⑤ 今回の結果は当事者間の力の不均衡を是正している 1 2 3 4 5  

⑥ 
裁判所における調停や審判の結果なので実現が大いに 

期待できる 
1 2 3 4 5  

⑦ 今回の結果は具体的な事件の解決として適切である 1 2 3 4 5  

⑧ 
将来、同じような問題状況をかかえた場合、再び 

労働審判手続で問題を解決しようと思う 
1 2 3 4 5  

⑨ 
同じような問題で困っている知人がいたら（会社・団体等

があったら）、労働審判手続で問題を解決するように勧める 
1 2 3 4 5  

 

問 36 今回の調停ないし審判の結果に満足していますか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を 

つけてください。 

 

1 とても満足している     4 あまり満足していない 

2 少し満足している      5 まったく満足していない 

3 どちらともいえない 
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問 37 労働審判手続は、次の①～⑪にあげるような特徴を持つといわれています。今回の経験に照らし

て、①～⑪はどのくらい重要だと思うか、それぞれについてあてはまるものを１つずつ選んで、

番号に○をつけてください。 

 1 2 3 4 5  

 

  

非
常
に
重
要
だ
と

思
う 

や
や
重
要
だ
と 

 
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い 

あ
ま
り
重
要
だ
と

は
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く
重
要
だ

と
は
思
わ
な
い 

 

① 裁判所で行なわれる手続であること 1 2 3 4 5  

② 法的な権利関係をふまえた制度であること 1 2 3 4 5  

③ 原則として 3回以内の期日で終了すること 1 2 3 4 5  

④ 手数料が裁判（訴訟）の半額程度であること 1 2 3 4 5  

⑤ 
労使双方から選ばれた労使関係に関する専門的な 

知識や経験を有する審判員が手続に参加すること 
1 2 3 4 5  

⑥ 手続が原則として非公開であること 1 2 3 4 5  

⑦ 当事者本人が口頭で事情を説明すること 1 2 3 4 5  

⑧ 
双方の関係者が、一つのテーブルを囲んで手続を 

進めること 
1 2 3 4 5  

⑨ 手続のなかで、適宜、調停による解決が試みられること 1 2 3 4 5  

⑩ 
裁判（訴訟）の判決に比べて、事件の実情や 

当事者の事情に応じた柔軟な解決が可能であること 
1 2 3 4 5  

⑪ 
労働審判に異議の申立てがあると裁判（訴訟）に 

移行する手続であること 
1 2 3 4 5  

    

 付問 ①～⑪のうちもっとも重要だと思うものを１つ選んで、その記号をお書きください。 

 

①～⑪の記号をご記入ください。  

 

 

 

 

【Ⅴ】労働審判手続が終わった後の、相手側(労働者)の処遇やあなたの会社・団体の職場の状況に 

ついておたずねします。 

 

問 38 労働審判手続
．．．．．．

の
．
終了後
．．．

、相手側(労働者)はあなたの会社・団体に在職していましたか。 

あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけてください。 

※ 相手側が複数いる場合は、主要な相手側（問５の回答と同じ労働者）についてお答えください。 

 

1 雇用関係の有無について争っていた 

2 （雇用関係の有無に争いはなく）在職していた 

3 （雇用関係の有無に争いはなく）退職していた 

4 そもそも雇用関係がなかった（派遣など） 
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問 39 労働審判手続の終了後、あなたの会社・団体の組織、人事管理に関して、どのような変化があり

ましたか。次の①～⑥について、それぞれあてはまるものを１つずつ選んで、番号に○をつけて

ください。 

 1 2 3 9 

 

 

実
施
し
た 

検
討
中
で
あ
る 

と
く
に
検
討
し
て 

い
な
い 

わ
か
ら
な
い 

 

① 
労働時間管理の適正化などのコンプライアンス（法令遵守）の

重視 
1 2 3 9   

② 就業規則の改訂などの人事管理制度の変更 1 2 3 9   

③ 関係する職場の管理職の異動などの人事異動 1 2 3 9   

④ 人事管理担当者の配置などの人事管理体制の整備 1 2 3 9   

⑤ 管理職への研修 1 2 3 9   

⑥ 現場の意向聴取、個人面接など、職場コミュニケーション施策 1 2 3 9   

 

全員におたずねします  

 

【Ⅵ】最後に、あなたの会社・団体についておたずねします。回答を統計的に分析する際に必要な 

項目です。差し支えのない範囲で結構ですので、お答えください。 

 

Ｆ１ （当事者となった）あなたの会社・団体の業種は何ですか。あてはまるものを１つ選んで、 

番号に○をつけてください。 

  

1 建設業 

2 製造業 

3 電気・ガス・熱供給・水道業 

4 情報通信業 

5 運輸業,郵便業 

6 卸売業・小売業 

7 金融業,保険業 

8 不動産業,物品賃貸業 

 9 宿泊業,飲食サービス業 

10 教育,学習支援業 

11 医療,福祉 

12 職業紹介・労働者派遣業 

13 その他サービス業（具体的に：               ） 

14 公務 

15 その他（具体的に：                         ） 

 

 

 

Ｆ２ あなたの会社の資本金はどの程度ですか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○をつけて 

ください。 

 1 300 万円未満 

 2 300～1,000 万円未満 

 3 1,000～3,000 万円未満 

 4 3,000～5,000 万円未満 

 5 5,000～1億円未満 

 6 1 億円以上 

 7 資本金なし 
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Ｆ３ 会社・団体全体の従業員規模はどの程度ですか。あてはまるものを１つ選んで、番号に○を 

つけてください。 

 

1 10人未満 

2 10～29人 

3 30～99人 

4 100～299人 

5 300～499人 

6 500～999人 

7 1,000～2,999人 

8 3,000人以上 

 

 

Ｆ４ あなたの会社・団体には労働組合がありますか。 

  

1 はい 

2 いいえ 

3 わからない 

 

 

Ｆ５ あなた（回答者）のお立場または所属セクションはどちらですか。あてはまるものを１つ選んで、

番号に○をつけてください。 

  

1 経営者  （→Ｆ６へ） 

2 総務  

3 法務 

4 人事 

5 その他（具体的に：        ） 

 

 

Ｆ５で「2 総務」「3 法務」「4 人事」「5 その他」に○をつけた方だけにおたずねします  

付問 あなた（回答者）の役職は次のどれにあてはまりますか。あてはまるものを１つ選んで、 

番号に○をつけてください。 

※ 名称が異なる場合は、職位が近いと思われるもの１つに○をつけてください。 

  

1 部長・次長クラスの管理職 

2 課長クラスの管理職 

3 係長クラスの管理職 

4 職長、班長、組長などの現場監督職 

5 役職にはついていない 

6 その他（具体的に：                        ） 

 

 

全員におたずねします  

 

Ｆ６ あなたの会社・団体は、今回の事件以外に、労働関係の紛争であるかどうかを問わず、裁判や 

調停の経験はありますか。 

 

1 あ る（    件程度）           2 な い  

 

（付問へ） 
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Ｆ７ 以下の欄には、今の労働審判についてあなたの会社・団体の考え、また、この調査および 

アンケート用紙についての感想をご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ８ このアンケート用紙を記入し終わったのは、労働審判手続が終了したとき（調停が成立したとき、

または、審判が告知されたとき）から、おおよそどのくらい後ですか。 

 

   （労働審判手続が終了したときから） 約       日後 ～ 

 

 

なお、今回お答えいただいた問題について、後日、この調査を行っている東京大学社会科学研究所の  

メンバーまたはその共同研究者が、直接お会いして、あるいはお電話で、さらに詳しいお話をおうかが

いするとすれば、ご協力いただけますでしょうか。ご協力いただける場合は、同封の調査票返送確認用

ハガキの「インタヴュー調査に協力してもよい」の欄に○をつけ、連絡先をご記入の上、そのハガキを

投函ください。インタヴューをお願いする方には、後日改めてご連絡申し上げます。 

 

 

質問は以上です。ご多忙の折、長時間にわたりご協力 

いただき、誠にありがとうございました。 

同封の返送用封筒に入れて、無記名のままご投函ください。 

あわせて、調査票返送確認用ハガキ（桜色）もご投函ください。 
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東京大学社会科学研究所 

「労働審判制度についての意識調査」 

 

１ 交付状況 （※１，２，３） 

 

申立人： 受領  不受領  その他 

相手方： 受領  不受領  その他 

 

 

２ 事件種別 （※１，４） 

 

非金銭： 地位確認（解雇等）    それ以外 

金 銭： 賃金手当等   退職金   それ以外 

   （解雇予告手当を含む） 

 

 

※１  該当部分に○印を付する。 

※２ 「不受領」とは，交付を試みるも当事者が受領を拒んだ場合である。 

※３ 「その他」とは，当事者が興奮状態にあるなどして交付を試みることが 

できなかった場合，交付することを失念した場合等，受領拒否以外の 

理由で書類を交付できなかった場合である。 

※４  事件種別は，事件票の例による。 
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【問い合わせ先】 

 東京大学社会科学研究所 

「労働審判制度についての意識調査」企画実施委員会 

 〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 

 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-585-135、0120-585-137（調査事務局） 

      （受付時間 平日 10:00～12:00、13:00～17:00） 



 

 

 

 

 

拝啓  時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、このたびは突然のお願いにて恐縮ですが、私ども東京大学社会科学研究所が企画いたし

ました『労働審判制度についての意識調査』にご協力を賜りたくお願い申し上げる次第です。 

 

このアンケート調査は、実際に労働審判をご経験なさった皆さまに、ご自分の経験した労働  

審判についての評価やご意見をおうかがいするものです。本調査に関する詳しい説明につきまし

て、別紙にまとめさせていただきましたので、ご覧ください。 

 

本調査は、後日お送りさせていただくアンケート用紙にご記入いただく形で皆さまの労働審判

への評価やご意見をおうかがいします。本調査にご協力いただける方は、本調査にご協力いただける方は、本調査にご協力いただける方は、本調査にご協力いただける方は、このお願いにこのお願いにこのお願いにこのお願いに同封同封同封同封してしてしてして

あるあるあるあるハガキにお名前・ご住所等をご記入の上、切手を貼らずにご投函くださいハガキにお名前・ご住所等をご記入の上、切手を貼らずにご投函くださいハガキにお名前・ご住所等をご記入の上、切手を貼らずにご投函くださいハガキにお名前・ご住所等をご記入の上、切手を貼らずにご投函ください。。。。（お名前、ご住所

等の記入後、記入欄には同封の個人情報保護シール〔ハガキ大の白いシール〕をお貼りください。）

折り返し、業務を委託した調査会社を通じて、アンケート用紙と、ささやかではありますがお礼

として図書カード（千円相当）をお送り申し上げます。なお、アンケート用紙をお送りする封筒

には単に「アンケート調査のお願い」と記載しますので、労働審判の調査であることが皆さまの

周りの方に知られることはありません。 

 

アンケート用紙がお手元に届くまで 10日から２週間くらいかかる場合があります。実際に調査

に協力するかどうかは、アンケート用紙をご覧いただいた上でもう一度お考えいただくことがで

きますので、今回はなるべく同封のハガキをご返送いただきますようお願い申し上げます。   

アンケート用紙をあらかじめご覧になりたい場合は、本調査のホームページでご覧いただけます

(http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/roudou/)。 

 

 なお、本調査の実施業務の一部は、社団法人中央調査社に委託しております。学術的調査を数

多く手がけている信頼のおける専門調査会社です。 

 

私どもは、皆さまよりいただいた貴重なご意見をもとに、よりよい労働審判制度をつくるため

に最大限の努力をいたす所存です。その趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願い申

し上げます。 

敬具 

2010 年７月 

東京大学社会科学研究所 

「労働審判制度についての意識調査」企画実施委員会 

東京大学教授 仁田 道夫 

東京大学教授 佐藤 岩夫 

東京大学教授 水町 勇一郎   

＊この調査に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。 

東京大学社会科学研究所「労働審判制度についての意識調査」事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1  

調査 HP : http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/roudou/ 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ： 0120-585-135、0120-585-137 

     （受付時間 平日 10:00～12:00，13:00～17:00） 

 

東 京 大 学 社 会 科 学 研 究 所東 京 大 学 社 会 科 学 研 究 所東 京 大 学 社 会 科 学 研 究 所東 京 大 学 社 会 科 学 研 究 所     
『 労 働 審 判 制 度 に つ い て の 意 識 調 査 』『 労 働 審 判 制 度 に つ い て の 意 識 調 査 』『 労 働 審 判 制 度 に つ い て の 意 識 調 査 』『 労 働 審 判 制 度 に つ い て の 意 識 調 査 』     

ご 協ご 協ご 協ご 協 力 の お 願 い力 の お 願 い力 の お 願 い力 の お 願 い     



 

 

 

 

 

１． 調査の目的 

 

本調査の目的は、労働審判制度の実際の利用者の評価やご意見をおうかがいし、よりよい労働  

審判制度をつくるための基礎資料を得ることです。 

 

 

２． 調査へのご協力をお願いしている方 

 

本調査は、7 月 12 日（月）から 11 月 11 日（木）の間に労働審判手続期日が実施され、調停が    

成立しまたは労働審判の口頭告知が行われた期日に出頭された当事者の皆さまにご協力をお願い

しています。 

 

※全国 2,000 人前後の方に、調査へのご協力をお願いする予定です。 

※一つの手続きで申立人または相手方が複数おられる場合には、それぞれ事件記録表紙の 

当事者欄の先頭に記載されている方お一人にだけお願いしています。 

※期日に代理人のみが出頭されている場合は、その代理人の方を通じて、このお願いの文書

をお届けさせていただいております。 

 

 

３． 調査の手順 

 

① 本調査にご協力いただける方は、本調査にご協力いただける方は、本調査にご協力いただける方は、本調査にご協力いただける方は、この説明書にこの説明書にこの説明書にこの説明書に同封同封同封同封してあるしてあるしてあるしてあるハガキにお名前・ご住所等をごハガキにお名前・ご住所等をごハガキにお名前・ご住所等をごハガキにお名前・ご住所等をご

記入の上、記入の上、記入の上、記入の上、切手を貼らずにご投函ください切手を貼らずにご投函ください切手を貼らずにご投函ください切手を貼らずにご投函ください。。。。お名前、ご住所等の記入後、記入欄には同封のお名前、ご住所等の記入後、記入欄には同封のお名前、ご住所等の記入後、記入欄には同封のお名前、ご住所等の記入後、記入欄には同封の

個人情報保護シール個人情報保護シール個人情報保護シール個人情報保護シール（ハガキ大の白いシール）（ハガキ大の白いシール）（ハガキ大の白いシール）（ハガキ大の白いシール）をお貼りくださいをお貼りくださいをお貼りくださいをお貼りください。。。。 

 

② 折り返し、業務を委託している調査会社（社団法人 中央調査社 ※下記７をご覧ください）

を通じて、アンケート用紙と図書カード（千円相当）をお送り申し上げます。アンケート   

用紙がお手元に届くまで 10 日から 2週間くらいかかる場合があります。 

 

③ アンケート用紙がお手元に届きましたら、回答をご記入の上、アンケート用紙に同封して  

ある返信用封筒でご返送ください（アンケート用紙の返送の手順は、アンケート用紙をお送

りする際に、詳しくご案内申し上げます）。 

 

 

※実際に調査に協力するかどうかは、アンケート用紙をご覧いただいた上でもう一度お考え

いただくことができますので、今回はなるべく同封のハガキをご返送いただきますようお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

（別紙）調査に関するご説明 



 

 ＜調査の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 調査の内容 

 

後日お送りさせていただくアンケート用紙では、皆さまが今回労働審判制度を利用された経緯や

理由、今回の労働審判手続の進め方やそれにかかわった労働審判官・労働審判員・弁護士などに

ついての評価やご意見、今回の労働審判手続の結果についての評価やご意見などをお伺いします。 

 

※差し支えのない範囲でお答えください。 

※アンケート用紙をあらかじめご覧になりたい場合は、本調査のホームページでご覧いただ

けます(URL：http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/roudou/)。 

 

５． プライバシーや個人情報の保護について 

 

私どもは、皆さまのプライバシーや個人情報を守ることが、最も重要なことだと考えています。

次の方法で、皆さまのプライバシーや個人情報の保護に万全を尽くします。皆さまのプライバシーや個人情報の保護に万全を尽くします。皆さまのプライバシーや個人情報の保護に万全を尽くします。皆さまのプライバシーや個人情報の保護に万全を尽くします。 

 

① 今回皆さまからお送りいただいたハガキは、個人情報保護シールを貼ったままの状態で、  

アンケート用紙の発送業務を行う調査会社に渡します。したがいまして、私ども東京大学  

社会科学研究所のメンバーが皆さまのお名前やご住所等の情報を知ることはありません。 

② 調査会社は、皆さまからのハガキで提供されたお名前やご住所等の情報を、アンケート用紙

の発送およびその関連業務に限定して利用し、それ以外の目的には一切利用しません。調査

会社には厳格な守秘義務を課し、調査終了後はお名前やご住所等の情報を速やかに廃棄する

ことを義務づけています。 

③ アンケート用紙をお送りする封筒には単に「アンケート調査のお願い」と記載しますので、

労働審判の調査であることが皆さまの周りの方に知られることはありません。 

④ アンケート用紙の記入は無記名でお願いし、また、それをご返送いただく封筒の差出人も  

無記名でお願いしています。したがって、その回答がどなたのものであるかはまったくわか

らないようになっています。 

⑤ 皆さまからおうかがいしたご回答の内容は「～という回答が何パーセント」というように  

取りまとめて統計的に処理しますので、皆さまの経験した出来事や個人の情報が外部に漏れ

ることはありません。 

⑥ 調査データを学術研究以外の目的に使用いたしません。 

 

◎◎◎◎どうか、ご安心の上、どうか、ご安心の上、どうか、ご安心の上、どうか、ご安心の上、調査にご協力ください調査にご協力ください調査にご協力ください調査にご協力ください。。。。◎◎◎◎    

 

名前と住所を記入

したハガキを東京

大学にお送りいた

だく。 

１１１１    

調 査 会 社 か ら 、  

アンケ ート 用 紙と 

図書カードが届く。

（10 日～2 週間後） 

２２２２    

記入したアンケート

用紙を東京大学に            

ご返送いただく。 

３３３３    



 

６． 謝礼・集計結果について 

 

調査にご協力いただける方には、アンケート用紙の発送と同時に、ささやかではありますが調査

へのご協力のお礼として図書カード（千円相当）をお贈りします。また、ご希望の方には集計   

結果の概要もお送りいたします。集計結果ご希望の方法は、後日アンケート用紙に同封する書類

をご覧ください。 

 

７． 調査会社への業務委託 

 

アンケート用紙の発送等本調査の実施業務の一部を、社団法人中央調査社社団法人中央調査社社団法人中央調査社社団法人中央調査社に委託しております。 

 

※中央調査社は、これまで大学や研究機関の学術調査も数多く手がけている信頼できる調査

会社です。中央調査社は、皆さまから提供されたお名前やご住所等の情報について、東京

大学社会科学研究所に対し厳格な守秘義務をおっており、また、業務終了後はそれらの  

情報の破棄を確実に行うなど、個人情報を保護するために必要な措置を講じるよう義務  

づけられています。 

 

※社団法人中央調査社については、詳しくは、下記のウェブサイトをご覧ください。同社の

ホームページの「お知らせ」の欄にはこの調査が実施されていることも記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８． 裁判所のご協力 

 

本調査については、裁判所のご理解を得て、このお願いの書類を皆さまにお手渡しいただくこと

のご協力を得ています。ただし、本調査を実施しているのはあくまで私ども東京大学社会科学ただし、本調査を実施しているのはあくまで私ども東京大学社会科学ただし、本調査を実施しているのはあくまで私ども東京大学社会科学ただし、本調査を実施しているのはあくまで私ども東京大学社会科学        

研究所です。研究所です。研究所です。研究所です。 

 

社団社団社団社団法人法人法人法人    中央調査社中央調査社中央調査社中央調査社    

ＨＰ：http://www.crs.or.jp/ 

住所：〒104-0064 東京都中央区銀座 6-16-12 丸高ビル 

電話：03-3549-3121 （担当：岩田・山中) 

 



 

９． 本調査に関するお問い合わせについて 

 

本調査に関するお問い合わせは、恐れ入りますが下記までご連絡いただけますよう、お願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東京大学社会科学研究所のウェブサイトにも、調査に関する説明とよくあるご質問への 

お答えを掲載していますのでご覧ください。 

 

 

 

i 調査についてのお問い合わせ先 

0120-585-135 

0120-585-137 
 

 
東京大学社会科学研究所 

「労働審判制度についての意識調査」事務局 

〒１１３－００３３ 東京都文京区本郷７－３－１ 

（問い合わせ受付時間 月～金 祝日除く 10：00～12：00 

 13：00～17：00） 

東京大学社会科学研究所東京大学社会科学研究所東京大学社会科学研究所東京大学社会科学研究所『労働審判制度についての意識調査』『労働審判制度についての意識調査』『労働審判制度についての意識調査』『労働審判制度についての意識調査』ＨＰＨＰＨＰＨＰ    

http://jww.iss.uhttp://jww.iss.uhttp://jww.iss.uhttp://jww.iss.u----tokyo.ac.jp/tokyo.ac.jp/tokyo.ac.jp/tokyo.ac.jp/roudouroudouroudouroudou////    
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ア ン ケ ー ト 用 紙 の ご 送 付ア ン ケ ー ト 用 紙 の ご 送 付ア ン ケ ー ト 用 紙 の ご 送 付ア ン ケ ー ト 用 紙 の ご 送 付 な ら び にな ら び にな ら び にな ら び に ご 協 力 の お 願 いご 協 力 の お 願 いご 協 力 の お 願 いご 協 力 の お 願 い     
 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、このたびは突然のお願いにもかかわらず、私ども東京大学社会科学研究所が企画いたしま

した『労働審判制度についての意識調査』にご協力いただけるとのお返事を賜り、厚くお礼を申し

上げます。 

 

アンケート用紙をお送り申し上げますので、ご多忙中恐縮には存じますが、ご回答をいただきま

すようお願い申し上げます。 

 

回答済みのアンケート用紙は、同封の返信用封筒でご返送ください。なお、皆さまの回答の匿名

性を守るため、アンケート用紙にお名前は記入しないようお願いします。また、アンケート用紙を

ご返送いただく封筒の差出人も無記名でお願いします。 

 

また、大変お手数ですが、アンケート用紙の返送と同時に、同封の「アンケート用紙の返送と同時に、同封の「アンケート用紙の返送と同時に、同封の「アンケート用紙の返送と同時に、同封の「調査票調査票調査票調査票返送確認用ハガキ」返送確認用ハガキ」返送確認用ハガキ」返送確認用ハガキ」

（桜色のハガキ）も必ずご投函ください。（桜色のハガキ）も必ずご投函ください。（桜色のハガキ）も必ずご投函ください。（桜色のハガキ）も必ずご投函ください。これはアンケート用紙のご回答の匿名性を守りつつ、あ

なた様がすでにご回答済みであることを確認するためのものです。 

 

※ 調査結果をお知りになりたい方は、「調査票返送確認用ハガキ」の「(ウ)この調査の結果を  

知りたいですか。」欄の「１ 調査結果を郵送してほしい」に○をしてください。 

※ アンケート用紙をご覧になったうえで、残念ながら、調査に協力できないとお考えになった

方は、「調査票返送確認用ハガキ」の「(ア)アンケートにご協力いただけましたか。」欄の  

「２ 調査に協力できません」に○をして投函してください。 

 

今回のアンケート用紙と一緒に、ささやかではありますがお礼として図書カードをお送り申し上

げますので、お受け取りください。 

 

この調査やアンケート用紙への記入方法について皆さまがお感じになると思われる疑問について、

Ｑ＆Ａ形式で別紙に記載しております。本調査のご理解に役立てていただければ幸いです。 

 

なお、本調査の実施業務の一部は、社団法人中央調査社に委託しております。学術的調査を数多

く手がけている信頼のおける専門調査会社です。 

 

私どもは、よりよい労働審判制度をつくるためには、何よりも実際にこの制度を利用した皆さま

の評価やご意見を伺うことが大事であると考えています。その趣旨をご理解いただき、ご協力のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

2010 年●月 

東京大学社会科学研究所 

「労働審判制度についての意識調査」企画実施委員会 

東京大学教授 仁田 道夫 

東京大学教授 佐藤 岩夫 

東京大学教授 水町 勇一郎 

    

    
裏面もご覧ください。 



    

 

本調査に関するお問い合わせは、恐れ入りますが下記までご連絡いただけますよう、 

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東京大学社会科学研究所のウェブサイトにも、調査に関する説明とよくあるご質問への 

お答えを掲載していますのでご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

後日のインタヴュー調査のお願い 

 

アンケート用紙の最後にも書かせていただきましたが、もしお差し支えなければ、後日、何人か

の皆さまに、今回お答えいただいた問題について、この調査を行っている東京大学社会科学研究所

のメンバーまたはその共同研究者が、直接お会いして、あるいはお電話で、さらに詳しいお話をお

うかがいする機会をいただけないかと思います。 

ご協力いただける場合は、同封の「調査票返送確認用ハガキ」の（エ）の欄で「インタヴュー   

調査に協力してもよい」に○をつけ、連絡先をご記入ください。インタヴュー調査をお願いする方

には、後日改めてご連絡申し上げます。 

なお、「インタヴュー調査に協力してもよい」とお答えくださった方の氏名・住所・電話番号は、

後日ご連絡を差し上げる都合上、調査会社から東京大学社会科学研究所に提供されますので、予め

ご了承ください。（「インタヴュー調査に協力してもよい」に○がついていない場合は、皆さまの  

氏名・住所等の個人情報は東京大学社会科学研究所には一切提供されません） 

 

i 調査についてのお問い合わせ先 

0120-585-135 

0120-585-137 
 

 
東京大学社会科学研究所 

「労働審判制度についての意識調査」事務局 

〒１１３－００３３ 東京都文京区本郷７－３－１ 

（問い合わせ受付時間 月～金 祝日除く 10：00～12：00 

 13：00～17：00） 

東京大学社会科学研究所『労働審判制度についての意識調査』ＨＰ東京大学社会科学研究所『労働審判制度についての意識調査』ＨＰ東京大学社会科学研究所『労働審判制度についての意識調査』ＨＰ東京大学社会科学研究所『労働審判制度についての意識調査』ＨＰ    

http://jww.iss.uhttp://jww.iss.uhttp://jww.iss.uhttp://jww.iss.u----tokyo.ac.jp/tokyo.ac.jp/tokyo.ac.jp/tokyo.ac.jp/roudouroudouroudouroudou////    



調査調査調査調査にににに関関関関するするするするＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ 
 

Ｑ．この調査の目的は何ですか？ 

2006 年に始まった労働審判制度について、この制度を実際に利用した当事者の皆さまの評価やご

意見をおうかがいし、よりよい労働審判制度をつくるための基礎資料を得ることが目的です。 

私どもは、今後の労働審判制度のあり方や運用のあり方を改善していくためには、何よりも実際

にこの制度を利用した皆さまの評価やご意見を知ることが大事であると考えています。調査の趣旨

をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

Ｑ．調査対象となるのは誰ですか？ 

この調査は、労働審判事件のうち、2010 年 7月 12日から 11 月 11日までに日本全国の地方裁判

所で調停（相手側との合意）または審判（労働審判委員会の判断）によって終了した事件の当事者

の皆さまを対象としております。事件そのものの詳細を調べることが目的ではなく、実際に労働審

判手続を経験した方々の率直なご意見をうかがうことが目的です。 

Ｑ．プライバシーはきちんと守られるのですか？ 

私どもは、皆さまのプライバシーや個人情報を守ることが、最も重要なことだと考えています。

次の方法で、皆さまのプライバシーや個人情報の保護に万全を尽くします。 

① お願いするアンケート用紙にはお名前やご住所は記入されませんし、ご返送いただく封筒の差

出人も無記名ですので、その回答がどなたのものであるかはまったくわかりません。 

② 皆さまからおうかがいしたご回答の内容は「～という回答が何パーセント」というように取り

まとめて統計的に処理しますので、皆さまの経験した出来事や個人の情報が外部に漏れること

は一切ありません。 

③ 私どもは調査データを学術研究以外の目的に使用いたしません。 

どうか、ご安心の上、調査にご協力ください。 

Ｑ．アンケート用紙には自分の名前や住所を記載するのですか？ 

アンケート用紙にはお名前やご住所は記入しないでください。また、アンケート用紙をご返送  

いただく封筒の差出人も無記名で願いします。 

Ｑ．答えたくない・わからない質問には、答えなくていいのですか？ 

 はい。答えることができる質問だけでかまいません。 

Ｑ．他の者がかわりに答えてもいいのですか？ 

 恐れ入りますが、調査の結果の信頼性を確保するために、今回労働審判手続を利用された当事者

の方ご本人に回答をお願いいたします。あなた様が会社・団体である場合には、あなたの会社・   

団体において、該当する事件の詳細をよく理解している方に回答をお願いいたします。 

Ｑ．調停の内容に口外禁止条項があるのですが、それに違反することはないですか？ 

労働審判手続では、調停の内容を他人に話してはならないという約束（口外禁止条項）が入って

いる場合があります。この調査では当事者や調停の具体的内容が特定できない形でお聞きするなど、

口外禁止条項との関係に配慮していますが、個々の質問のご回答に際しては、差し支えのない範囲

でお答えください。 

Ｑ．アンケート用紙と一緒に「調査票返送確認用ハガキ」が入っていましたが、これは何のため   

のものですか？ 

これはアンケート用紙のご回答の匿名性を守りつつ、あなた様がすでにご回答済みであることを

確認するためのものです。このハガキは調査会社に届き、これをお送り頂いた方のお名前は、以後、

調査対象者のリストから削除されます。 

大変お手数ですが、アンケート用紙の返送と同時に「調査票返送確認用ハガキ」も 

必ずご投函ください。 



 

Ｑ．「調査票返送確認用ハガキ」に貼ってある番号シールは何ですか？ 

「調査票返送確認用ハガキ」に貼ってあるシールの番号は、調査会社が調査にご協力いただいて

いる方がたのリストを整理するためのものです。「調査票返送確認用ハガキ」は、アンケート用紙と

は別に扱われますので、アンケート用紙はあくまで匿名のままに保たれます。アンケート用紙には

個人を識別する番号、しるし等は一切はいっておりません。 

Ｑ．アンケート用紙を受け取った後、調査に協力することをやめたいと思ったのですが？ 

 できれば多くの皆さまに調査にご協力いただければと思いますが、残念ながら調査にご協力いた

だけない場合には、同封の「調査票返送確認用ハガキ」の「(ア)アンケートにご協力いただけまし

たか。」欄の「２ 調査に協力できません」に○をしてお送りください。ご記入いただいたお名前と

ご住所は、調査対象者のリストから除外させていただき、今後、本調査についてご協力をお願いす

る郵便物はお送りしないようにいたします。 

Ｑ．なぜ私の学歴・職業・年齢など個人的なことや、会社の資本金・従業員数・業種などについて

も聞くのですか？ 

 この調査では、個人の属性や会社の属性によって、労働審判制度の利用しやすさや手続の進め方

についてのご意見などに違いがないかどうかを調べ、その結果を制度や運用の改善につなげていく

ことも目的としています。そこで、個人や会社の属性についてもいくつか設問を用意しました。 

当然ながら個人や会社のあり方を評価したり比較したりするような設問ではございません。 

Ｑ．私は労働者の立場なのに、使用者用のアンケート用紙が送られてきたのですが？ 

Ｑ．私は使用者の立場なのに、労働者用のアンケート用紙が送られてきたのですが？ 

申し訳ありません。すぐに正しいお立場のアンケート用紙をお送りさせていただきますので、お

手数ですが、調査会社に電話にてご連絡ください。なお、お手元にある間違ったアンケート用紙は

廃棄してください。 

 （ご連絡先：社団法人 中央調査社 電話 03-3549-3121 担当：岩田・山中） 

Ｑ．アンケート用紙はいつまでに返送すればよいのですか？ 

アンケート用紙に記入が終わりましたらなるべく早くご返送いただければと思います。アンケー

ト用紙を受け取ってから３週間以内にご返送いただければ幸いです。 

Ｑ．調査結果を知ることはできるのですか？ 

はい。調査結果を知りたい方は、アンケート用紙に同封の「調査票返送確認用ハガキ」の   

「（ウ）この調査の結果を知りたいですか。」欄の「１ 調査結果を郵送してほしい」に○をして   

お送りください。ご記入いただいたお名前とご住所に調査結果の概要をお届けします。 

また、調査結果の概要は、東京大学社会科学研究所のホームページにも掲載する予定です。 

Ｑ．裁判所はどのような協力をしているのですか？ 

この調査については、裁判所のご理解を得て、調査の説明書類を皆さまにお手渡しいただくこと

のご協力を得ています。ただし、本調査を実施しているのはあくまで私ども東京大学社会科学研究

所です。 

Ｑ．社団法人 中央調査社とはどんな会社ですか？ 

この調査の実施業務の一部を社団法人 中央調査社に委託しております。中央調査社は、1954 年

に発足して以来、これまで大学や研究機関の学術調査も数多く手がけている信頼できる調査会社で

す。財団法人日本情報処理開発協会からプライバシー・マークの認定も受けています。 

中央調査社については、詳しくは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

  社団法人 中央調査社のウェブサイト http://www.crs.or.jp/  

  〒104-0064 東京都中央区銀座 6-16-12  電話 03-3549-3121（担当 岩田・山中） 
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